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(57)【要約】
【課題】遊技領域へ案内される遊技球の軌道や飛距離を
安定させることができる遊技機を提供すること。
【解決手段】合成樹脂製の遊技盤３０の盤面に案内部補
強部材５０が配置され固定される。案内部補強部材５０
は、遊技盤３０に形成された孔部６９に嵌合凸部５５が
嵌合し、その嵌合凸部５５に突設される反対面側突設部
５２が外レール部３１に接触する。これにより、外レー
ル部３１に沿って遊技領域ＰＥへ向けて進行する遊技球
によって、外レール部３１が押されて傾動することを抑
制できる。遊技球を遊技領域ＰＥに案内する外レール部
３１の傾動を抑制できるので、遊技領域ＰＥへ案内され
る遊技球の軌道や飛距離を安定させることができる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球を発射する遊技球発射装置と、その遊技球発射装置により発射される遊技球が流
下する遊技領域を形成する合成樹脂製の遊技盤と、その遊技盤の盤面に配置され前記遊技
球発射装置により発射された遊技球を案内面に沿って前記遊技領域に案内する帯状の案内
部とを備える遊技機において、
　前記遊技盤の盤面に固定される案内部補強部材を備え、
　その案内部補強部材は、前記遊技盤の盤面に窪み状に形成された孔部に嵌合する嵌合凸
部と、
　その嵌合凸部の基端側から突設されると共に前記案内部の案内面の反対面側に接触する
反対面側突設部とを備えていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記嵌合凸部は、外周面の一部が窪み状に形成された凹部を備えていることを特徴とす
る請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記凹部は、前記嵌合凸部の先端から基端に向けてすりわり状に形成されていることを
特徴とする請求項１又は２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記案内部補強部材は、前記嵌合凸部の軸方向からみた前記凹部のすりわりの方向が、
前記案内部の長手方向と非平行に配置されていることを特徴とする請求項３記載の遊技機
。
【請求項５】
　前記遊技盤は、前記遊技領域の背面側に位置し盤面に釘が植設される肉厚部と、
　その肉厚部に連設されると共に前記肉厚部より厚さが小さく設定される肉薄部と、
　その肉薄部の外周縁から背面側に立設される外周縁補強リブと、
　前記肉薄部の所定部から背面側に突出して連成される突出部とを備え、
　前記孔部は、前記肉薄部および前記突出部に貫通形成されていることを特徴とする請求
項１から４のいずれかに記載の遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機等に代表される遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技球を使用して遊技を行う遊技機の代表例としてパチンコ機がある。パチンコ機は、
前面に遊技領域が形成される遊技盤を有している。遊技領域には遊技球が入球可能な入球
部が設けられており、その入球部への入球が発生した場合には、例えば遊技者に有利な特
別遊技状態を発生させるか否かの抽選や遊技球の払出し等の特典が、遊技者に対して付与
される。
【０００３】
　この種の遊技機において、従来の遊技盤は、木製合板（ベニヤ）の表面に絵柄を印刷し
た合成樹脂製フィルムを貼り付けたものが一般的であった。近年、意匠性やリサイクル性
の観点から、合成樹脂製の遊技盤が採用されつつある（例えば特許文献１）。特許文献１
に開示される技術では、ハンドルの操作により遊技球が発射され、遊技盤の盤面に配置さ
れた遊技球レールによって遊技球が遊技領域まで導かれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－１１３４２８号公報（特に図５）
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら上述したような遊技機では、遊技球が発射されると、遊技球が遊技球レー
ル（案内部）に衝突した後、遊技球レールに沿って進行し、その遊技球のエネルギーによ
って遊技球レールが外側に拡がるように傾動する。遊技球レール（案内部）が傾動すると
、遊技球の軌道が変化したり遊技球の運動エネルギーの損失が生じたりする。その結果、
遊技領域へ案内される遊技球の軌道や飛距離が不安定になるという問題が生じ得る。
【０００６】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技領域へ案
内される遊技球の軌道や飛距離を安定させることができる遊技機を提供することを目的と
している。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的を達成するために請求項１記載の遊技機は、遊技球を発射する遊技球発射装置
と、その遊技球発射装置により発射される遊技球が流下する遊技領域を形成する合成樹脂
製の遊技盤と、その遊技盤の盤面に配置され前記遊技球発射装置により発射された遊技球
を案内面に沿って前記遊技領域に案内する帯状の案内部とを備えるものにおいて、前記遊
技盤の盤面に固定される案内部補強部材を備え、その案内部補強部材は、前記遊技盤の盤
面に窪み状に形成された孔部に嵌合する嵌合凸部と、その嵌合凸部の基端側から突設され
ると共に前記案内部の案内面の反対面側に接触する反対面側突設部とを備えている。
【０００８】
　請求項２記載の遊技機は、請求項１記載の遊技機において、前記嵌合凸部は、外周面の
一部が窪み状に形成された凹部を備えている。
【０００９】
　請求項３記載の遊技機は、請求項１又は２記載の遊技機において、前記凹部は、前記嵌
合凸部の先端から基端に向けてすりわり状に形成されている。
【００１０】
　請求項４記載の遊技機は、請求項３記載の遊技機において、前記案内部補強部材は、前
記嵌合凸部の軸方向からみた前記凹部のすりわりの方向が、前記案内部の長手方向と非平
行に配置されている。
【００１１】
　請求項５記載の遊技機は、請求項１から４のいずれかに記載の遊技機において、前記遊
技盤は、前記遊技領域の背面側に位置し盤面に釘が植設される肉厚部と、その肉厚部に連
設されると共に前記肉厚部より厚さが小さく設定される肉薄部と、その肉薄部の外周縁か
ら背面側に立設される外周縁補強リブと、前記肉薄部の所定部から背面側に突出して連成
される突出部とを備え、前記孔部は、前記肉薄部および前記突出部に貫通形成されている
。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、遊技領域へ案内される遊技球の軌道や飛距離を安定させることができ
る効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１実施の形態におけるパチンコ機の正面図である。
【図２】主要な構成を展開して示すパチンコ機の斜視図である。
【図３】主要な構成を展開して示すパチンコ機の斜視図である。
【図４】パチンコ機の背面図である。
【図５】遊技部品等を配置した遊技盤の正面図である。
【図６】遊技盤の正面図である。
【図７】遊技盤の背面図である。
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【図８】図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線における遊技盤の切断部端面図である。
【図９】図５のＩＸ－ＩＸ線における遊技盤の切断部端面図である。
【図１０】複数枚の遊技盤を積み重ねた状態を示す模式図である。
【図１１】案内部および案内部補強部材を固定した遊技盤の部分拡大正面図である。
【図１２】案内部および案内部補強部材を設置した遊技盤の部分拡大背面図である。
【図１３】案内部補強部材の斜視図である。
【図１４】図１１のＸＩＶ－ＸＩＶ線における遊技盤の断面図である。
【図１５】（ａ）は他の実施形態における案内部補強部材を設置した遊技盤の部分拡大背
面図であり、（ｂ）は他の実施形態における案内部補強部材を設置した遊技盤の部分拡大
背面図である。
【図１６】第２実施の形態におけるパチンコ機の主要な構成である遊技盤および構造物の
正面図である。
【図１７】遊技盤および構造物の斜視図である。
【図１８】構造物および発光部の模式図である。
【図１９】他の実施形態における遊技盤および構造物の正面図である。
【図２０】構造物の内部構造を示す模式図である。
【図２１】遊技盤の正面図である。
【図２２】（ａ）は第３実施の形態におけるパチンコ機の模式平面図であり、（ｂ）は第
４実施の形態におけるパチンコ機の模式平面図である。
【図２３】第５実施の形態におけるパチンコ機の模式平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下「パチンコ機」と称す）の実施の形態
を、図面に基づいて詳細に説明する。図１は第１実施の形態におけるパチンコ機１の正面
図である。
【００１５】
　図１に示すようにパチンコ機１は、パチンコ機１の外殻を形成する外枠２を備えている
。外枠２は、遊技ホールへの設置の際に、いわゆる島設備に取り付けられる。外枠２は、
木製の板材を全体として矩形枠状に組み合わせた状態とされ、各板材を小ネジ等の離脱可
能な締結部材により固定することによって構成されている。なお、外枠２を合成樹脂やア
ルミニウム等の金属によって構成してもよい。
【００１６】
　外枠２の一側部には、本体枠３が開閉可能に支持されている。その開閉軸線はパチンコ
機１の正面からみて左側に上下へ延びるように設定されており、その開閉軸線を軸心にし
て本体枠３が前方側に開放できるようになっている。なお、パチンコ機１には右側に遊技
球発射ハンドル８の設置箇所が設けられているため、遊技球発射ハンドル８とは反対側の
側部を中心に本体枠３を開閉可能としたということができる。
【００１７】
　本体枠３は合成樹脂、具体的にはＡＢＳ樹脂により構成されている。ＡＢＳ樹脂を用い
ることにより、比較的低コストで耐衝撃性の高い本体枠３を得ることができる。本体枠３
をアルミニウム等の金属によって構成してもよい。なお本実施の形態では、外枠２と本体
枠３とにより遊技機本体が構成されている。外枠２に代わる構成として設置枠体を遊技ホ
ール側に予め設けておき、遊技ホールへのパチンコ機１の設置に際しては本体枠３を設置
枠体に組み付ける構成とすることも可能である。かかる構成では、本体枠３により遊技機
本体が構成される。
【００１８】
　本体枠３の前面側には、本体枠３を覆うようにして前面扉としての前扉枠４が設けられ
ている。前扉枠４は、本体枠３に対して開閉可能に取り付けられており、本体枠３と同様
、パチンコ機１の正面からみて左側に上下に延びる開閉軸線を軸心にして前方側に開放で
きる。なお、前扉枠４は本体枠３と同様、ＡＢＳ樹脂にて成形されている。
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【００１９】
　前扉枠４は下部位置に、幅方向ほぼ中央部において手前側へ膨出した上膨出部５と、上
膨出部５の内側に設けられ下方にくぼんだ皿形状をなす球受皿としての上皿６とを備えて
いる。上皿６の下方位置には手前側に膨出した下膨出部７を備え、下膨出部７の内側に設
けられ下方にくぼんだ皿形状をなす球受皿としての下皿８と、下皿８の奥側の壁面を構成
する奥壁パネル９とを備えている。
【００２０】
　前面枠４は、下膨出部７よりも右方に手前側へ突出するようにして遊技球発射ハンドル
１０が設けられている。上皿６は、後述する払出装置より払い出された遊技球を一旦貯留
し、一列に整列させながら遊技球発射装置（後述する）側へ導くための球受皿である。上
膨出部５の前面側には球抜きレバー（図示せず）が設けられており、この球抜きレバーを
操作すると上皿６の最下流部付近に設けられた球抜き通路（図示略）が開放され、上皿６
内の貯留球が下皿８に排出される。また、下膨出部７の前面側には球抜きレバー１１が設
けられており、この球抜きレバー１１を操作すると下皿８の最下流部付近に設けられた球
抜き通路（図示略）が開放され、下皿８内の貯留球が排出される。
【００２１】
　前扉枠４の右下隅部には、外枠２に対する本体枠３の施錠および解錠、並びに本体枠１
３に対する前扉枠４の施錠および解錠を行うための鍵部材としてのシリンダ錠１２が配置
されている。シリンダ錠１２は施錠装置に一体化されており、施錠装置のうちシリンダ錠
１２が本体枠３の前方に突出した状態で設けられ、前扉枠４の前面に露呈している。シリ
ンダ錠１２は、本体枠３の施解錠と前扉枠４の施解錠とを共に賄う機能を有しており、鍵
穴に差し込んだキーを一方向に回すと本体枠３の施錠が解かれ、逆にキーを反対方向に回
すと前扉枠４の施錠が解かれるように構成されている。
【００２２】
　前扉枠４には遊技領域ＰＥ（後述する）のほぼ全域を前方から視認することができるよ
うにした視認窓としての窓部１３が形成されている。窓部１３は、円形に近い略楕円形状
をなしている。窓部１３は、透明なガラス１４によって前扉枠４の背面側から塞がれてい
る。なお、所定の透明性を有していれば、ガラス１４に代えて合成樹脂製板を採用するこ
とは当然可能である。
【００２３】
　前扉枠４には、窓部１３の周囲に各種ランプ等の発光手段が設けられている。これら発
光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて点灯、点滅の
ように発光態様が変更制御されることにより、遊技中の演出効果を高める役割を果たす。
例えば、窓部１３の周縁に沿ってＬＥＤ等の発光手段を内蔵した環状電飾部１５が左右対
称に設けられ、環状電飾部１５の中央であってパチンコ機１の最上部にはＬＥＤ等の発光
手段を内蔵した中央電飾部１６が設けられている。パチンコ機１では、中央電飾部１６が
大当たりランプとして機能し、大当たり状態時に点灯や点滅を行うことにより大当たり中
であることを報知する。中央電飾部１６の左右側方には、賞球払出中に点灯する賞球ラン
プ１７が設けられている。また、前扉枠４の下方位置にも、同じくＬＥＤ等の発光手段を
内蔵した下方電飾部１８が設けられている。
【００２４】
　なお、環状電飾部１５は、内外二重の樹脂カバー層とその内側に収容された発射板付き
発光体（ＬＥＤ）とを備え、樹脂カバー層の各々の内側面には各層で縦横に交差する向き
に突条（又は波状の突起）が設けられている。外側の樹脂カバー層は透明であり、内側の
樹脂カバー層は有色である。従って、環状電飾部１５を発光させれば、多数に分散化され
た状態、又は立体感を伴った状態の電飾が実現できる。
【００２５】
　次に図２を参照してパチンコ機１の内部構成について説明する。図２は主要な構成を展
開して示すパチンコ機１の斜視図である。なお、図２では便宜上、パチンコ機１の遊技領
域ＰＥ内の図示を省略している。また、図２は前扉枠４からガラス１３を取り外した状態
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を図示している。
【００２６】
　図２に示すように、本体枠３は、外形が外枠２とほぼ同一形状をなす樹脂ベース２０を
主体に構成されており、樹脂ベース２０の中央部には遊技領域ＰＥを形成する遊技盤３０
が着脱可能に装着されている。遊技盤３０は正面視して略四角形状の合成樹脂により形成
され、その周縁部が樹脂ベース２０に当接した状態で取着されている。
【００２７】
　遊技盤３０が装着される樹脂ベース２０の下方位置には、遊技球発射ハンドル１０の操
作により遊技球を発射する遊技球発射装置２１と、遊技球発射装置２１より発射された直
後に遊技球を案内するための発射レール２２とが取着されている。発射レール２２は、所
定の発射角度（打ち出し角度）にて直線的に斜め上方へ向かって延びるよう構成されてい
る。
【００２８】
　遊技盤３０は、遊技球発射装置２１から発射された遊技球を遊技盤３０上部へ案内する
ためのレール部材としてのレールユニット（外レール部３１及び内レール部３２）が取り
付けられている。外レール部３１及び内レール部３２と遊技盤３０との固定構造について
は後述する。遊技球発射ハンドル１０の回動操作に伴い発射された遊技球は、レールユニ
ットを通じて遊技領域ＰＥに案内される。レールユニットは内外二重に設けられた外レー
ル部３１及び内レール部３２を有している。外レール部３１及び内レール部３２は金属製
（ステンレス製）の帯状体により構成されている。遊技球の摺動性を確保すると共に、レ
ールユニットの耐久性を向上させるためである。
【００２９】
　内レール部３２は遊技盤３０上方の約１／４ほどを除いて略円環状に形成され、外レー
ル部３１は内レール部３２の上方開放領域を囲むように且つ内レール部３２の左側部と並
行するように略半円環状に形成されている。外レール部３１及び外レール部３２により誘
導レールが構成され、外レール部３１及び外レール部３２が所定間隔を隔てて対向する部
分により球案内通路が形成されている。また、内レール部３２は遊技領域ＰＥを区画する
ための部材であり、内レール部３２の内側に遊技領域ＰＥが形成される。
【００３０】
　外レール部３１及び外レール部３２が所定間隔を隔てて対向することにより形成される
球案内通路と遊技領域ＰＥとの境界には、戻り球防止部材３３が遊技盤３０に取着されて
いる。戻り球防止部材３３により、球案内通路から遊技領域ＰＥへと飛び出した遊技球が
球案内通路内に戻ってしまう事態が防止される。従って、遊技球発射ハンドル１０の回動
操作に伴い遊技球発射装置２１より発射された遊技球は、まずは発射レール２２に沿って
斜め上方に打ち出され、その後、遊技盤３０に固定された外レール部３１及び内レール部
３２により構成される球案内通路を通じて、遊技領域ＰＥに案内される。
【００３１】
　発射レール２２と球案内通路（外レール３１）との間には所定の大きさの隙間があり、
この隙間の下方にファール球通路２３が設けられている。従って、仮に遊技球発射装置２
１から発射された遊技球が遊技領域ＰＥに至らずファール球として球案内通路内を逆戻り
する場合には、そのファール球がファール球通路２３を介して下皿８に排出される。
【００３２】
　本体枠３は、背面に裏パックユニット４０が配設されている。裏パックユニット４０は
、横長の略直方体形状をなす保護カバー部４１と、その保護カバー部４１の最上部に配置
される上方に開口したタンク４２とを備えて構成されている。保護カバー部４１は、可変
表示ユニット（後述する）を背面から囲むのに十分な大きさを有しており、タンク４２は
、遊技ホールの島設備から供給される遊技球が逐次補給される部位である。裏パックユニ
ット４０は本体枠３に対して回動可能に片持ち支持されている。
【００３３】
　次に図３及び図４を参照して、パチンコ機１の背面構成を説明する。図３は主要な構成
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を展開して示すパチンコ機１の斜視図であり、図４はパチンコ機１の背面図である。なお
、図３は、本体枠３に対して保護カバー部４１及びタンク４２を回動して遊技盤３０の背
面を開放した状態を示している。
【００３４】
　図３に示すように遊技盤３０の背面には、遊技盤３０の略中央に配置される可変表示ユ
ニット４３が固定されており、その背面側に積み重ねられた状態で表示制御手段としての
表示制御装置４４が固定されている。遊技盤３０の背面に固定された表示制御装置４４の
下方位置には、第１制御基板ユニット４５が装着されている。第１制御基板ユニット４５
は、主制御装置（主基板）と音声ランプ制御装置（音声ランプ制御基板）とを備えるユニ
ットである。
【００３５】
　図４に示すように、第１制御基板ユニット４５の下方位置には第２制御基板ユニット４
６が装着されている。第２制御基板ユニット４６は、払出制御装置（払出制御基板）、発
射制御装置（発射制御基板）及び電源装置（電源基板）を備えるユニットである。
【００３６】
　次に図５を参照して各種の遊技部品等が配置された遊技盤３０について説明する。図５
は遊技部品等を配置した遊技盤３０の正面図である。遊技盤３０は、射出成形によって一
体成形される透光性を有する合成樹脂製の部材であり、前後方向に貫通する大小複数の開
口部が射出成形時に形成される。各開口部にはスルーゲート３４、可変入賞装置３５、ス
ルーチャッカー（始動口）３６、入賞口３７、一般入賞口３８、可変表示ユニット４３及
びセンターフレーム４７等がそれぞれ設けられている。それらは、ドリル等により穿設さ
れた下穴（ネジ挿通孔）にネジ等を螺挿することにより遊技盤３０の表面に取り付けられ
ている。
【００３７】
　本実施の形態では、可変表示ユニット４３が遊技盤３０の略中央に配置され、その下方
にスルーチャッカー（始動口）３６が配置され、さらにその下方に入賞口３７が配置され
ている。また、可変表示ユニット４３の右側にスルーゲート３４が配置され、遊技盤３０
の下部両側に一般入賞口３８がそれぞれ複数配置されている。入賞口３７には、所定の条
件下で作動状態（開放状態）となる電動役物が付随的に設けられている。
【００３８】
　可変入賞装置３５、入賞口３７及び一般入賞口３８に遊技球が入ると、それが検出スイ
ッチ（図示せず）により検出され、その検出結果に基づいて上皿６（場合によっては下皿
８）に対し所定数の賞品球が払い出される。その他に、遊技盤３０の下部にはアウト口３
９が設けられており、各種入賞口等に入らなかった遊技球はアウト口３９を通って図示し
ない球排出路の方へと案内される。アウト口３９は、成形金型の設計により遊技盤３０の
成形時に厚さ方向に貫通形成される。
【００３９】
　また、可変表示ユニット４３には、始動口３６への入賞をトリガとして図柄を変動表示
する図柄表示装置４３ａが設けられている。この図柄表示装置４３ａは８インチサイズの
比較的大型の液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構成されており、表示制御装
置により表示内容が制御される。図柄表示装置４３ａには、例えば左、中及び右に並べて
図柄が表示され、これらの図柄が上下方向にスクロールされるようにして可変表示される
。なお、図柄表示装置４３ａは、８インチ以外の１０インチ、７インチ等の液晶ディスプ
レイを備えたもの、ワイドサイズのディスプレイを備えたもの、又はＣＲＴ、ドットマト
リックス、７セグメント等その他のタイプにより表示画面を構成したものであってもよい
。この図柄表示装置４３ａを囲むようにしてセンターフレーム４７が配設されている。
【００４０】
　センターフレーム４７は前後方向に貫通した枠体形状とされており、前面に各種の飾り
が設けられている。センターフレーム４７は図柄表示装置４３ａを取り囲んで、可変表示
ユニット４３が装着された開口部６１内に遊技球が進入するのを防ぐと共に、遊技盤３０
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の盤面からセンターフレーム４７内に進入した遊技球を再び盤面に導出する機能を有して
いる。
【００４１】
　また、遊技盤３０には、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植
設されると共に、風車（図示せず）等の各種部材（役物）が配設されている。なお、釘や
風車は、ドリル等により遊技盤３０に下穴（釘挿通孔）を穿設し、その下穴に打ち込むこ
とにより遊技盤３０に取り付けられる。釘や風車が打ち込まれることによって遊技盤３０
が割れるのを防止するためである。
【００４２】
　外レール部３１の外側（内レール部３２と反対側）には、外レール部３１（遊技球の案
内部）を補強するための案内部補強部材５０が固定されている。案内部補強部材５０の構
成については後述する。遊技盤３０の周縁部近傍の対角位置の２箇所には突出ピン６０が
立設されている。
【００４３】
　また、遊技盤３０の表面には、透光性を有する合成樹脂製のフィルムが貼り付けられて
いる。そのフィルムは、印刷により着色された複数の印刷部が形成されている。それら複
数の印刷部は透光性に差が設けられており、透光性のない不透明部分も設けられている。
これにより、遊技盤３０の背面側から遊技盤３０に向けて光を照射すれば、印刷部の透光
性の差によって印刷部に明暗が生じるので、演出効果を高めることができる。
【００４４】
　次に図６及び図７を参照して遊技盤３０について説明する。図６は遊技盤３０の正面図
であり、図７は遊技盤３０の背面図である。なお、図６及び図７は、ネジ等が螺挿される
下穴（ネジ挿通孔）や釘や風車が打ち込まれる下穴（釘挿通孔）が遊技盤３０に穿設され
る前の状態を示している。
【００４５】
　図６に示すように、遊技盤３０には開口部６１～６７、孔部６８，６９が厚さ方向に貫
通形成されている。開口部６１は可変表示ユニット４３及びセンターフレーム４７が取着
される貫通孔であり、開口部６２は突出ピン６０が取着される貫通孔である。開口部６３
はスルーゲート３４が取着される貫通孔であり、開口部６４は可変入賞装置３５及び一般
入賞口３８が取着される貫通孔である。開口部６５はスルーチャッカー（始動口）３６が
取着される貫通孔であり、開口部６６は入賞口３７が取着される貫通孔であり、開口部６
７は一般入賞口３８が取着される貫通孔である。
【００４６】
　また、孔部６８は、外レール部３１及び内レール部３２にスポット溶接された嵌合ピン
（後述する）が嵌挿される貫通孔であり、外レール部３１及び内レール部３２が配置され
る略円環状の曲線上に所定の間隔をあけて点在している。孔部６９は案内部補強部材５０
が装着される貫通孔であり、遊技盤３０を正面視して左右の中心より左側の下方位置に貫
通形成されている。なお、孔部６８，６９は内径（孔径）が小さいので、遊技盤３０の成
形後にドリル等により穿設される。
【００４７】
　図７に示すように遊技盤３０は、遊技盤３０の背面の略中央部に位置し背面視における
外形が略円形状に形成される肉厚部７０と、その肉厚部７０の周囲に形成され背面視にお
ける外形が略円形状に形成される傾斜面部７１と、その傾斜面部７１の周囲に形成され背
面視における外形が略矩形状に形成される肉薄部７２と、その肉薄部７２の周囲に立設さ
れる周縁部補強リブ７３とを備えて一体成形されている。
【００４８】
　次に図８を参照して、遊技盤３０の断面形状について説明する。図８は図７のＶＩＩＩ
－ＶＩＩＩ線における遊技盤３０の切断部端面図である。図８に示すように、遊技盤３０
は盤面側（前面側、図８下側）が平坦面として形成されており、肉厚部７０は、背面側（
図８上側）に形成され板厚が略一定に設定されている。傾斜面部７１は、肉厚部７０に連
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設され遊技盤３０の周縁に近づくにつれて（外周に向かうにつれて）板厚が次第に小さく
なるように形成されている。肉薄部７２は、傾斜面部７１の周囲に連設され肉厚部７０の
板厚よりも小さい板厚に設定されている。外周縁補強リブ７３は、肉薄部７２の剛性を向
上させるための部位であり、肉薄部７２の周囲に連設され肉薄部７２の外周縁から背面側
に突出している。なお、外周縁補強リブ７３の高さ（図８上下方向）は肉厚部７０の厚さ
より大きい値に設定されているので、遊技盤３０を本体枠３の樹脂ベース２０に装着する
ために外周縁補強リブ７３の背面側端部を樹脂ベース２０の前面に当接させるときに、肉
厚部７０が樹脂ベース２０と干渉することを防止できる。
【００４９】
　図７に戻って説明する。肉厚部７０は遊技盤３０の背面側の略中央部に位置し、肉厚部
７０の前面側には遊技領域ＰＥが形成される。遊技領域ＰＥには遊技球と干渉する釘が植
設されるので、遊技領域ＰＥが形成される遊技盤３０の略中央部に肉厚部７０を形成し板
厚を確保することで、肉厚部７０に植設される釘の保持力を確保できる。
【００５０】
　また、遊技盤３０は、肉厚部７０の板厚が外周縁補強リブ７３の高さより小さく設定さ
れているので、外周縁補強リブ７３の高さを板厚とする一様な厚さの遊技盤と比較して軽
量化できる。肉厚部７０の板厚を外周縁補強リブ７３の高さより小さく設定した分だけ、
その肉厚部７０の背面側にスペースを設けることができるので、その背面側のスペースに
装飾物等を配置することが可能となる。その背面側のスペースにＬＥＤ等の発光素子を配
置することも可能となるため、演出効果を向上させることができる。
【００５１】
　さらに、肉厚部７０と外周縁補強リブ７３との間に、肉厚部７０より板厚の小さい肉薄
部７２が形成されているので、肉厚部７０の板厚と肉薄部７２の板厚との差分だけ合成樹
脂量を減らすことができる。これにより遊技盤３０をさらに軽量化できる。また、肉薄部
７２の板厚を外周縁補強リブ７３の高さより小さく設定した分だけ、肉薄部７２の背面側
にスペースを設けることができるので、その背面側のスペースに装飾物等を配置すること
が可能となる。その背面側のスペースにＬＥＤ等の発光素子を配置することも可能となる
ため、演出効果を向上させることができる。
【００５２】
　また、肉薄部７２の外周縁に外周縁補強リブ７３が起立されているので、肉薄部７２の
剛性を向上できると共に、肉厚部７０及び肉薄部７２の反り等の変形を防止できる。これ
により遊技盤３０の盤面の平坦性を確保できる。
【００５３】
　肉厚部７０の外周に傾斜面部７１が形成されている。傾斜面部７１は、肉厚部７０から
外側に向かうにつれ厚さが次第に小さくなるように設定され肉薄部７２に連成されている
。これにより、遊技盤３０の成形時に、肉厚部７０と肉薄部７２との厚さの違いによる変
形が生じることを抑制できる。即ち、遊技盤３０は成形金型のキャビティに合成樹脂を溶
融充填して成形され、硬化後、成形金型から成形体が取り出される。成形体の冷却速度は
、厚さの小さい肉薄部７２の方が厚さの大きい肉厚部７０より速いので、冷却速度の違い
により残留応力が生じ、遊技盤３０に反り等の変形が生じ易くなるが、肉薄部７２と肉厚
部７０との間に連成される傾斜面部７１により、冷却速度の違いによる残留応力の発生を
緩衝できる。その結果、遊技盤３０に反り等の変形を生じ難くできる。
【００５４】
　肉厚部７０と傾斜面部７１との境界に形成される孔部６８は、内レール部３２にスポッ
ト溶接された嵌合ピン（後述する）が嵌挿される部位である。肉厚部７０と傾斜面部７１
との境界より遊技盤３０の外周縁側に位置し、薄肉部７２や周縁部補強リブ７３に形成さ
れる孔部６８は、外レール部３１にスポット溶接された嵌合ピン（後述する）が嵌挿され
る部位である。孔部６８は、背面側に向かって孔部６８の周囲から起立する円筒状の突出
部６８ａが連設されている。孔部６８は遊技盤３０を厚さ方向に貫通している。
【００５５】



(10) JP 2016-193282 A 2016.11.17

10

20

30

40

50

　孔部６８の周囲に突出部６８ａが形成されているので、孔部６８の周囲の板厚を大きく
することができる。その結果、孔部６８の内周に嵌合ピンが加える単位面積当たりの荷重
を小さくできるので、孔部６８の周囲（特に肉薄部７２）に亀裂を生じ難くできる。また
、突出部６８ａにより孔部６８の深さ（遊技盤３０の前後方向）を大きくできるので、嵌
合ピンの保持力を大きくできる。これにより、外レール部３１や内レール部３２を遊技盤
３０の盤面に強固に固定できる。
【００５６】
　また、内レール部３２にスポット溶接された嵌合ピンが嵌挿される突出部６８ａ（孔部
６８）は肉厚部７０と傾斜面部７１との境界に形成され、突出部６８ａの外周に肉厚部７
０及び傾斜面部７１が連設される。肉厚部７０及び傾斜面部７１の板厚は肉薄部７２の板
厚より大きいので、肉厚部７０及び傾斜面部７１に対する突出部６８ａの突出長を、肉薄
部７２に対する突出部６８ａの突出長より小さくできる。その結果、肉厚部７０及び傾斜
面部７１に対する突出部６８ａの曲げモーメントを、肉薄部７２に対する突出部６８ａの
曲げモーメントより小さくできるので、肉厚部７０及び傾斜面部７１に突設された突出部
６８ａの曲げ強さを、肉薄部７２に突設された突出部６８ａの曲げ強さより向上できる。
【００５７】
　加えて、肉厚部７０と傾斜面部７１との境界に形成された突出部６８ａに形成された孔
部６８に、内レール部３２にスポット溶接された嵌合ピンが嵌挿される。遊技領域ＰＥが
形成される内レール部３２の内側に肉厚部７０を設けることにより、釘や風車等の保持力
を確保できる。肉厚部７０と傾斜面部７１との境界に、内レール部３２にスポット溶接さ
れた嵌合ピンが嵌挿される突出部６８ａ（孔部６８）を設けることで、肉厚部７０の面積
が過剰に増加することを防止できる。遊技領域ＰＥが形成される領域（内レール部３２内
）の外側に肉厚部７０を拡大しないようにすることで、遊技盤３０を形成する合成樹脂量
を削減し、遊技盤３０の質量が必要以上に大きくなることを防止できる。
【００５８】
　アウト口３９は、遊技盤３０の下部位置の肉厚部７０と傾斜面部７１との境界に形成さ
れ、遊技盤３０の厚さ方向に貫通している。アウト口３９の周囲には補強リブ３９ａが背
面側に向かって立設され、補強リブ３９ａは遊技盤３０と一体に形成されている。補強リ
ブ３９ａは、遊技領域ＰＥからアウト口３９に進入した遊技球の通路を構成すると共に、
アウト口３９の周囲を補強し剛性を向上させることができる。
【００５９】
　孔部６９は、案内部補強部材５０の嵌合凸部（後述する）が嵌挿される部位であり、肉
薄部７２に貫通形成されている。孔部６９の周囲に突出部６９ａが形成されているので、
孔部６９の周囲の板厚を大きくすることができる。その結果、孔部６９の内周に嵌合凸部
が加える単位面積当たりの荷重を小さくできるので、孔部６９の周囲（肉薄部７２）に亀
裂を生じ難くできる。また、突出部６９ａにより孔部６９の深さ（遊技盤３０の前後方向
）を大きくできるので、嵌合凸部の保持力を大きくできる。これにより、案内部補強部材
５０を遊技盤３０の盤面に強固に固定できる。
【００６０】
　外周縁補強リブ７３は、背面側（図７紙面手前側）の端面の一部を高さ方向に窪ませた
（リブの高さを低くした）窪み部７３ａ，７３ｂ，７３ｃが形成されている。窪み部７３
ａ，７３ｃは、外周縁補強リブ７３（左右のリブ）の対向位置に形成され、窪み部７３ｂ
は、窪み部７３ａ，７３ｃが形成された外周縁補強リブ７３（左右のリブ）と交わる外周
縁補強リブ７３（下部のリブ）に形成されている。外周縁補強リブ７３の対向位置に窪み
部７３ａ，７３ｃが形成されているので、成形された遊技盤３０を、上面に平坦面が形成
された台の上に外周縁補強リブ７３を下に向けて（背面側を下に向けて）置いた場合には
、その平坦面と遊技盤３０（外周縁補強リブ７３）との間に窪み部７３ａ，７３ｃの分だ
け隙間ができる。その隙間に手の指先等を差し込み、差し込んだ指先等を手掛かりとして
平坦面の上に置かれた遊技盤３０を持ち上げることができる。
【００６１】
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　これに対し、外周縁補強リブ７３の背面側の端面に窪み部７３ａ，７３ｂ，７３ｃが形
成されていない場合には、上面に平坦面が形成された台の上に外周縁補強リブ７３を下に
向けて（背面側を下に向けて）遊技盤３０を置くと、外周縁補強リブ７３の背面側の端面
の全周が平坦面に密接する（隙間ができない）。その場合には外周縁補強リブ７３と平坦
面（台）との間に手の指先等を差し込み難いので、遊技盤３０を持ち上げ難いという問題
が生じる。本実施の形態によれば、外周縁補強リブ７３に窪み部７３ａ，７３ｂ，７３ｃ
を形成することで、この問題を解決できる。
【００６２】
　開口部６２は、突出ピン６０が取着される貫通孔であり、遊技盤３０の対角位置の２箇
所に形成されている。開口部６２の周囲には補強リブ６２ａが背面側に向かって立設され
ており、補強リブ６２ａは外周壁補強リブ６２ａに連成されている。
【００６３】
　なお、補強リブ３９ａ，６２ａ、突出部６８ａ，６９ａの高さは周縁部補強リブ７３の
高さと略同一に設定されている。これにより、上面に平坦面が形成された台の上に外周縁
補強リブ７３を下に向けて（背面側を下に向けて）遊技盤３０が置かれた状態で、遊技盤
３０の盤面（前面）に荷重が加えられたときには、補強リブ３９ａ，６２ａ、突出部６８
ａ，６９ａ及び周縁部補強リブ７３で荷重を受けることができる。
【００６４】
　これに対し、補強リブ３９ａ，６２ａ、突出部６８ａ，６９ａが形成されていない場合
には、遊技盤３０が盤面に荷重を受けると、肉厚部７０及び肉薄部７２に曲げ変形が生じ
る。変形が大きくなると、周縁部補強リブ７３と肉薄部７２との境界近傍が割れてしまう
ことがある。本実施の形態によれば、補強リブ３９ａ，６２ａ、突出部６８ａ，６９ａの
高さを周縁部補強リブ７３の高さと略同一に設定することにより、盤面に受ける荷重によ
り肉厚部７０及び肉薄部７２に曲げ変形が生じることを抑制できるので、この問題を解決
できる。
【００６５】
　特に、外レール部３１及び内レール部３２を固定するための突出部６８ａは、略半円環
状の線上に位置し遊技盤３０に広く点在しているので、遊技盤３０の盤面の特定箇所に集
中荷重が負荷された場合にも、遊技盤３０の盤面に大きな曲げ変形が生じることを防止で
きる。これにより、遊技盤３０に釘を植設したり各種の遊技部品を取着したりするとき等
に、遊技盤３０に負荷される荷重によって遊技盤３０が破損することを防止できる。
【００６６】
　次に図９を参照して、開口部６２及び突出ピン６０について説明する。図９は図５のＩ
Ｘ－ＩＸ線における遊技盤３０の切断部端面図である。図９に示すように、突出ピン６０
は、遊技盤３０とは別部材で構成される略円柱状の部材であり、外周面から径方向（図９
左右方向）に張り出す鍔部６０ａと、鍔部６０ａから軸方向他方側に延出する嵌挿部６０
ｂとが連設されている。嵌挿部６０ｂは開口部６２へ嵌挿される部位であり、鍔部６０ａ
は、開口部６２へ嵌挿される嵌挿部６０ｂの挿入深さを規制するための部位である。一方
、遊技盤３０の盤面には、鍔部６０ａを受け入れる凹陥部６２ｂが形成されている。凹陥
部６２ｂは、開口部６２の周囲に鍔部６０ａの厚さと略同一の深さで連設されている。な
お、突出ピン６０の直径は、嵌挿部６０ｂの直径（開口部６２の内径）より少し小さめに
形成されている。
【００６７】
　補強リブ６２ａは、背面側（図９下側）の端面が、周縁部補強リブ７３の背面側（図９
下側）の端面と略同一の高さ位置に設定されている。これにより、開口部６２の深さ（図
９上下方向）を大きくすることができるので、嵌挿部６０ｂが開口部６２に嵌挿される挿
入深さを大きくすることができる。これに対し、補強リブ６２ａが形成されていない場合
には、開口部６２の深さは肉薄部７２の板厚と同じになる。その場合には、本実施の形態
と比較して、嵌挿部６０ｂを開口部６２に保持する保持力が小さくなり、突出ピン６０が
ガタついたり抜け易くなったりする。本実施の形態のように補強リブ６２ａを設けること
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で、それを防止できる。
【００６８】
　また、開口部６２に嵌挿部６０ｂを嵌挿した遊技盤３０は、鍔部６０ａがあるので、遊
技盤３０の盤面から所定の長さだけ突出ピン６０が突出する。一方、補強リブ６２ａは、
背面側（図９下側）に、突出ピン６０の盤面からの突出長より深い窪み（孔）が形成され
るように設定される。突出ピン６０の直径は嵌挿部６０ｂの直径（開口部６２の内径）よ
り少し小さめに形成されているので、複数枚の遊技盤３０を積み重ねた場合には、一の遊
技盤３０の盤面から突出した突出ピン６０が、他の遊技盤３０の背面側から補強リブ６２
ａ内の窪み（孔）に挿入される。その結果、平置きした状態で積み重ねられた遊技盤３０
の盤面方向への位置ずれを防止できる。
【００６９】
　なお、本実施の形態のように突出ピン６０を遊技盤３０とは別部材として構成すること
により、遊技盤３０の成形後、開口部６２に突出ピン６０を嵌合するまでの間、遊技盤３
０の盤面から突出ピン６０が突出しないようにできる。これにより、遊技盤３０の成形後
、開口部６２に突出ピン６０を嵌合するまでの間、突出ピン６０が遊技盤３０の搬送の妨
げになったり突出ピン６０が破損したりすることを防止できる。また、開口部６２に突出
ピン６０を嵌合した後、パチンコ機１を組み立てる場合などに突出ピン６０が不要になれ
ば、突出ピン６０を開口部６２から抜き取ることが可能である。これにより、パチンコ機
１の組み立て等を円滑に行うことができる。
【００７０】
　また、遊技盤３０の成形時に、突出ピンを遊技盤と一体に形成することも可能である。
本実施の形態のように突出ピン６０を遊技盤３０に嵌合する（差し込む）場合には、突出
ピン６０を別部材として準備し、突出ピン６０を遊技盤３０に差し込む作業が必要となる
。これに対し、突出ピンを遊技盤と一体に形成することにより、突出ピン６０を別部材と
して準備することを不要にできるので、部品点数を削減できる。また、突出ピン６０を遊
技盤３０に差し込む作業を不要にできる。
【００７１】
　図１０は複数枚の遊技盤３０を積み重ねた状態を示す模式図である。遊技盤３０は、合
成樹脂を成形金型に溶融充填して一体に成形され、平坦な盤面（前面）の背面側に外周縁
補強リブ７３が立設される。合成樹脂製の遊技盤３０は、積み重ねて搬送する場合に、従
来の木製合板製の遊技盤を積み重ねて搬送する場合と比較して、位置がずれて滑り落ち易
いという問題が生じる。合成樹脂製の遊技盤３０は木製合板の遊技盤と比較して、盤面の
表面平滑性が高く摩擦係数が小さいので滑り易いからである。
【００７２】
　これに対し、本実施の形態によれば、一の遊技盤３０の突出ピン６０を、他の遊技盤３
０の補強リブ６２ａ内の窪み（孔）に挿入することで、遊技盤３０を積み重ねて搬送し易
くできる。また、外周縁補強リブ７３の端面に形成された窪み部７３ａが作る隙間に手の
指先等を差し込み易いので、遊技盤３０を持ち上げ易くできる。また、窪み部７３ａ，７
３ｃが外周縁補強リブ７３の対向位置に形成されているので、左右から手の指先等を窪み
部７３ａ，７３ｃに差し込むことでバランス良く持ち上げることができる。さらに、窪み
部７３ａ，７３ｃが形成された外周縁補強リブ７３（図７左右に位置する）と交差する外
周縁補強リブ７３（図７下に位置する）に窪み部７３ｂが形成されているので、遊技盤３
０の三方から遊技盤３０を支持することができ、遊技盤３０をバランス良く搬送できる。
【００７３】
　次に図１１から図１４を参照して、案内部補強部材５０について説明する。図１１は案
内部（外レール部３１）及び案内部補強部材５０を固定した遊技盤３０の部分拡大正面図
であり、図１２はその部分拡大背面図であり、図１３は案内部補強部材５０の斜視図であ
る。案内部補強部材５０は、遊技球発射装置２１から発射された遊技球が最初に衝突する
外レール部３１が揺動することを防止するための部材である。案内部補強部材５０が外レ
ール部３１に宛がわれることで、外レール部３１の揺動が防止される。その結果、遊技球
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の軌道や遊技球の遊技領域ＰＥへの飛距離を安定にすることができる。
【００７４】
　まず図１１を参照して、外レール部３１について説明する。外レール部３１は金属製（
ステンレス製）の帯状の薄板により形成されており、外レール部３１の長手方向の側縁に
嵌合ピン３１ａが適宜の間隔をあけてスポット溶接されている。その嵌合ピン３１ａが遊
技盤３０に形成された孔部６８に嵌挿されることにより、外レール部３１が遊技盤３０に
立設される。
【００７５】
　また、外レール部３１は、長手方向の端縁が屈曲されて略Ｕ字状に折り返された屈曲部
３１ｂを備えている。屈曲部３１ｂは、外レール部３１の長手方向の端縁が揺動すること
を防止するための部位であり、遊技球発射装置２１から発射される遊技球が案内される外
レール部３１の案内面３１ｃの反対面側（裏面側）に屈曲される。これにより、遊技球発
射装置２１から発射された遊技球が外レール部３１の案内面３１ｃに衝突したときに、外
レール部３１の縁端側が案内面３１ｃの反対面側（裏面側）に傾動することを防止できる
。
【００７６】
　案内部補強部材５０は、屈曲部３１ｂと案内部補強部材５０との間に嵌合ピン３１ａが
配される位置に設けられる。即ち、案内部補強部材５０は嵌合ピン３１ａ間に配置される
。適宜の間隔をあけて嵌合ピン３１ａは外レール部３１に固定されるので、外レール部３
１は嵌合ピン３１ａ間で揺動し易い。しかし、嵌合ピン３１ａ間に案内部補強部材５０を
配置することで、外レール部３１が嵌合ピン３１ａ間で揺動することを抑制できる。
【００７７】
　次に案内部補強部材５０の詳細な構成を説明する。図１１及び図１３に示すように、案
内部補強部材５０は、正面視して（遊技盤３０の盤面側から見て）略台形状に形成される
と共に外レール部３１の案内面３１ｃの反対面側に位置する基体部５１と、その基体部５
１に立設される反対面側突設部５２と、その反対面側突設部５２が立設される向きと反対
向きに基体部５１から突設される嵌合凸部５５とを主に備えて構成されている。
【００７８】
　基体部５１は、遊技盤３０の盤面に密着すると共に外レール部３１に沿って配置される
板状の部位であり、反対面側突設部５２は、基体部５１に対して略垂直に立設されると共
に基体部５１の縁部に壁状に設けられる部位である。反対面側突設部５２は外レール部３
１に沿わせて設けられ、基体部５１は外レール部３１から離れる方向に後端側が延設され
ている。その結果、基体部５１及び反対面側突設部５２は、側面視して略Ｌ字状の形状に
形成されている。
【００７９】
　反対面側突設部５２は、頂部から基体部５１側（盤面側）へ向かって下降傾斜する傾斜
部５２ａと、その傾斜部５２ａに連設されると共に外レール部３１に対面して少なくとも
一部が接触する接触部５２ｂとを備えている。基体部５１及び反対面側突設部５２の一側
縁に嵌合凸部５５が突設されている。また、基体部５１及び反対面側突設部５２の一側縁
と対向する他側縁に、反対面側突設部５２に沿って棒状の柱状部５３が立設されている。
柱状部５３は反対面側突設部５２の曲げ剛性を向上させるための部位であり、基体部５１
及び反対面側突設部５２と一体に形成され、接触部５２ｂの裏面側に位置する。これによ
り、柱状部５３が形成されていないものと比較して、柱状部５３の軸線方向に対して反対
面側突設部５２を曲げ変形し難くすることができる。
【００８０】
　本実施の形態では、柱状部５３は、柱状部５３の軸線に沿って略中央に孔部（縦穴部５
３ａ）が形成された円筒状に形成されている。柱状部５３を、縦穴部５３ａが形成された
円筒状とすることにより、縦穴部５３ａが形成されていない中実状の柱状部（外径は同一
とする）と比較して、ねじり剛性を向上しつつ柱状部５３を軽量化できる。その結果、柱
状部を、縦穴部５３ａが形成されていない中実状とする場合と比較して、反対面側突設部
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５２のねじり剛性を向上（変形し難く）しつつ質量が過剰に増加することを防止できる。
【００８１】
　柱状部５３は、略三角形状の補強部５４が外周縁の軸線方向に延設されている。補強部
５４は柱状部５３を補強するための部材であり、頂部側から底部側に向かうにつれ断面積
が次第に大きくなるように設定され、底部が、遊技盤３０の盤面に密着するように設定さ
れる。略三角形状の補強部５４が柱状部５３に延設されると共に、柱状部５３の底部が遊
技盤３０の盤面に密着するように設定されるので、柱状部５３をさらに曲げ変形し難くで
きる。
【００８２】
　基体部５１は、嵌合凸部５５が突設される一側縁の長さが、一側縁と対向する他側縁の
長さより短く設定されている。基体部５１の他側縁が柱状部５３及び補強部５４の底部側
に連設されることで、基体部５１の底面積が、基体部５１の一側縁から他側縁に向かうに
つれ次第に大きくなるように設定されている。嵌合凸部５５から遠い位置にある基体部５
１の底面積を、嵌合凸部５５に近い位置にある基体部５１の底面積より大きくすることで
、嵌合凸部５５から遠い位置の底面積不足を防止できる。その結果、嵌合凸部５５から遠
い位置の反対面側突設部５２の揺動を抑制できる。
【００８３】
　なお、案内部補強部材５０は外レール部３１に沿って配設される基体部５１を備えてい
るので、図１１に示すように、嵌合凸部５５の軸線の位置に対して基体部５１の位置を外
レール部３１の端部（屈曲部３１ｂ）側にずらすことができる。その結果、遊技盤３０に
外レール部３１を固定する嵌合ピン３１ａの位置と、反対面側突設部５２（接触部５２ｂ
）との位置とを近づけることができる。外レール部３１を固定する嵌合ピン３１ａに接触
部５２ｂを近づけることにより、嵌合ピン３１ａと接触部５２ｂとの間で外レール部３１
を撓み難くできる。その結果、案内部補強部材５０により外レール部３１を効果的に補強
できる。
【００８４】
　嵌合凸部５５は、遊技盤３０に対して案内部補強部材５０を固定するため、遊技盤３０
に形成された孔部６９に嵌合される部位であり、本実施の形態では、略円柱状に形成され
ている。嵌合凸部５５は、先端に丸みを帯びた縮径部５５ａが形成されている。縮径部５
５ａは、軸線と直交する断面の面積が先端側に向かうにつれて次第に小さくなるように設
定される部位である。縮径部５５ａが形成されているので、嵌合凸部５５を孔部６９に嵌
挿し易くできる。また、嵌合凸部５５及び孔部６９が断面略円形状に形成されているので
、案内部補強部材５０を孔部６９に挿入するときの細かな位置調整を省略できる。その結
果、案内部補強部材５０の孔部６９への挿入作業の作業性を向上できる。
【００８５】
　図１２を参照して、嵌合凸部５５について説明する。図１２は、案内部（外レール部３
１）及び案内部補強部材５０を設置した遊技盤３０の部分拡大背面図である。なお、図１
２では、遊技盤３０の盤面に配置される外レール部３１の位置を想像線（二点鎖線）によ
り図示している。
【００８６】
　図１２に示すように、嵌合凸部５５は、外周面の一部が窪み状に形成された凹部５６を
備えている。凹部５６により嵌合凸部５５の外周面の一部が窪み状に形成されるので、孔
部６９に嵌合凸部５５を嵌合するときには、嵌合凸部５５の外周面と孔部６９の内周面と
の接触面積を小さくできる。その結果、孔部６９に嵌合凸部５５を嵌合するときの孔部６
９及び嵌合凸部５５の単位面積あたりの垂直効力を大きくできる。これにより、孔部６９
に嵌合凸部５５を嵌合するときに孔部６９又は嵌合凸部５５を変形（弾性変形または塑性
変形）させ易くすることができるので、嵌合凸部５５を孔部６９に嵌合し易くできる。
【００８７】
　また、凹部５６は、嵌合凸部５５の軸方向に沿って形成されているので、上述した凹部
５６の効果を、嵌合凸部５５の軸方向に沿って得ることができる。さらに、凹部５６は嵌
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合凸部５５の先端から基端に亘って形成されているので、凹部５６の効果を、嵌合凸部５
５の先端から基端に亘って得ることができる。
【００８８】
　本実施の形態では、凹部５６は、嵌合凸部５５の先端から基端に向けてすりわり状に形
成されている。その結果、すりわりによる嵌合凸部５５の弾性変形を利用して、孔部６９
に嵌合凸部５５を嵌合させることができる。これにより、嵌合凸部５５を孔部６９に嵌合
し易くできる。さらに、嵌合凸部５５の弾性変形を利用することで孔部６９と嵌合凸部５
５とに隙間が生じることを防止できる。その結果、孔部６９に嵌合された嵌合凸部５５を
ガタつき難くできる。
【００８９】
　さらに、本実施の形態では、嵌合凸部５５の軸方向（図１２紙面垂直方向）からみた凹
部５６のすりわりの方向が、外レール部３１の長手方向と非平行に配置されている。これ
により、帯状の外レール部３１の案内面３１ｃに沿って遊技領域ＰＥへ向けて進行する遊
技球によって案内面３１ｃが反対面側（図１２下側）に押されたときに、嵌合凸部５５を
弾性変形し難くできる。これにより、案内部補強部材５０を傾動させ難くできる。
【００９０】
　即ち、嵌合凸部５５は、すりわりの方向と平行な荷重によって弾性変形し難く、すりわ
りの方向と直交する荷重によって弾性変形し易い。すりわりの方向と平行な荷重が嵌合凸
部５５に負荷されると、スリット状の凹部５６の隙間を小さくするように嵌合凸部５５が
変形するからである。そのため、嵌合凸部５５のすりわりの方向を外レール部３１の長手
方向と平行となるように案内部補強部材５０を配置すれば、外レール部３１の案内面３１
ｃが反対面側に押されたときには、嵌合凸部５５の弾性変形により外レール部３１が傾動
し易い。これに対し、嵌合凸部５５のすりわりの方向を外レール部３１の長手方向と非平
行となるように案内部補強部材５０を配置すれば、外レール部３１の案内面３１ｃが反対
面側に押されたときに嵌合凸部５５を弾性変形し難くできる。これにより、案内部補強部
材５０を傾動させ難くできる。
【００９１】
　特に、外レール部３１の長手方向と凹部５６のすりわりの方向とを直交させることによ
り、すりわりの方向と平行な荷重によって嵌合凸部５５を最も弾性変形させ難くできる。
これにより、外レール部３１の傾動につれて案内部補強部材５０が一緒に傾動してしまう
ことを抑制できる。その結果、遊技球の進行に伴って外レール部３１が傾動することを抑
制することができ、外レール部３１に沿って進行する遊技球の軌道や飛距離を安定させる
ことができる。
【００９２】
　なお、外レール部３１の長手方向と凹部５６のすりわりの方向とを非直交とすることに
より、すりわりの方向と平行な荷重によって嵌合凸部５５の弾性変形を利用することは可
能である。特に、外レール部３１の長手方向と凹部５６のすりわりの方向とを平行とする
ことにより、嵌合凸部５５の弾性変形を最も積極的に利用することが可能となる。遊技球
の進行による外レール部３１の傾動につれて、案内部補強部材５０（反対面側突設部５２
）を一緒に傾動させて嵌合凸部５５を弾性変形させ、その嵌合凸部５５の復元力により、
案内部補強部材５０（反対面側突設部５２）及び外レール部３１を元の位置に復元させる
ことが可能である。嵌合凸部５５の弾性変形を利用することにより、繰り返し入力される
荷重（遊技球による荷重）によって案内部補強部材５０が破損することを抑制できる。そ
の結果、外レール部３１の傾動を案内部補強部材５０が規制できなくなることを抑制する
ことができ、外レール部３１に沿って進行する遊技球の軌道や飛距離を安定させることが
できる。
【００９３】
　また、嵌合凸部５５には、嵌合凸部５５の略中央に軸線（図１２紙面垂直方向）に沿っ
て、凹部５６に連設された断面略円形状の凹欠部５６ａが形成されている。凹欠部５６ａ
が形成されているので、嵌合凸部５５の略中央（軸線付近）の断面積を小さくすることが
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できる。これにより、軸線方向視における凹部５６の両側の嵌合凸部５５の断面形状を略
扇状にすることができる。その結果、すりわりの方向と平行な荷重が嵌合凸部５５に負荷
されるときに、凹欠部５６ａの断面積を小さくするように嵌合凸部５５を変形させること
ができる。これにより、凹欠部５６ａによる嵌合凸部５５の弾性変形を利用して、孔部６
９に嵌合凸部５５を嵌合させることができる。これにより、嵌合凸部５５を孔部６９に嵌
合し易くできる。
【００９４】
　なお、凹欠部５６ａによる嵌合凸部５５の弾性変形量は、凹部５６による嵌合凸部５５
の弾性変形量より小さいので、すりわりの方向（図１２略上下方向）における嵌合凸部５
５の弾性変形量と、すりわりと直交する方向（図１２略左右方向）における嵌合凸部５５
の弾性変形量とを異ならせることができる。具体的には、すりわりの方向（図１２略上下
方向）における嵌合凸部５５の弾性変形量を、すりわりと直交する方向（図１２略左右方
向）における嵌合凸部５５の弾性変形量より小さくできる。従って、凹欠部５６ａが形成
された場合に案内部補強部材５０を傾動させ難くする効果が損なわれることを防止できる
。
【００９５】
　なお、外レール部３１に固定された嵌合ピン３１ａが孔部６８に嵌挿される突出部６８
ａの端面には、孔部６８（内周面）から外周面に亘って端面の一部が窪んだ端面溝部６８
ｂが形成されている。端面溝部６８ｂは、遊技盤３０の盤面に配置される外レール部３１
の長手方向に沿う向きに形成されている。突出部６８ａの端面に端面溝部６８ｂが形成さ
れているので、外レール部３１を遊技盤３０に配置するときに外レール部３１を配置する
向きを間違え難くできる。
【００９６】
　図１１に戻って説明する。図１１に示すように案内部補強部材５０は、反対面側突設部
５２と対峙して外レール部３１の案内面３１ｃ側に配設されると共に案内面３１ｃに接触
する案内面側突設部５７を備えている。図１１及び図１３に示すように、案内面側突設部
５７は、嵌合凸部５５の基端側（図１１紙面手前側）の軸方向の一部に突設されている。
案内面側突設部５７と反対面側突設部５２との間には、外レール部３１が挿入される溝部
５８が形成されている。
【００９７】
　次に図１４を参照して、案内面側突設部５７及び溝部５８について説明する。図１４は
図１１のＸＩＶ－ＸＩＶ線における遊技盤３０の断面図である。図１４に示すように案内
面側突設部５７は、外レール部３１の厚さと略等しい間隔をあけて反対面側突設部５２と
対峙して配設されている。反対面側突設部５２は外レール部３１の高さと略同一の高さに
設定されているが、案内面側突設部５７は、反対面側突設部５２の高さより低く設定され
ている。具体的には、外レール部３１に沿って移動する遊技球Ｂを干渉しないような高さ
に設定されている。
【００９８】
　案内部補強部材５０は案内面側突設部５７を備えているので、反対面側突設部５２及び
案内面側突設部５７の間の溝部５８に外レール部３１が保持される。案内部補強部材５０
の反対面側突設部５２及び案内面側突設部５７により外レール部３１が両側から保持され
るので、外レール部３１の傾動を確実に防止できる。
【００９９】
　また、外レール部３１の案内面３１ｃ側に配設される案内面側突設部５７は、反対面側
突設部５２の高さより低く設定されているので、案内面３１ｃに沿う遊技球Ｂの進行を案
内面側突設部５７が妨害しないようにできる。案内面側突設部５７に遊技球Ｂが干渉する
と、遊技球Ｂの運動エネルギーの損失が生じ遊技領域ＰＥへ案内される遊技球Ｂの飛距離
が不安定になるが、これを防止できるので、遊技領域ＰＥへ案内される遊技球Ｂの飛距離
が不安定になることを防止できる。
【０１００】
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　なお、図１４に示すように凹部５６は、中実状の嵌合凸部５５の基端（基端部５５ｂ）
を残して嵌合凸部５５の先端（図１４下側）からすりわり状に形成されている。これによ
り、中実状の嵌合凸部５５の基端部５５ｂを孔部６９（盤面側）に嵌合させることができ
る。中実状の嵌合凸部５５の基端部５５ｂを孔部６９（盤面側）に嵌合させることで、孔
部６９に対して嵌合凸部５５のガタつきが生じることを防止できる。さらに、嵌合凸部５
５の先端側に凹部５６が形成されているので、嵌合凸部５５又は孔部６９の弾性変形また
は塑性変形させ易くすることができ、嵌合凸部５５を孔部６９に嵌合し易くできる。
【０１０１】
　なお、嵌合凸部５５（基端部５５ｂ）の外周面と孔部６９との隙間は、反対面側突設部
５２及び案内面側突設部５７の間の溝部５８に保持される外レール部３１と反対面側突設
部５２又は案内面側突設部５７との隙間より小さな値に設定されている。孔部６９に嵌挿
された嵌合凸部５５（基端部５５ｂ）のガタつきを防止する一方、外レール部３１を遊技
盤３０に固定するときに、反対面側突設部５２及び案内面側突設部５７の間の溝部５８へ
の外レール部３１の挿入を容易にするためである。なお、反対面側突設部５２又は案内面
側突設部５７と外レール部３１とに隙間が形成されても、外レール部３１は嵌合ピン３１
ａによって遊技盤３０に固定されるので、遊技盤３０に対する外レール部３１のガタつき
は防止できる。
【０１０２】
　以上のように外レール部３１の傾動を規制する案内部補強部材５０は、遊技盤３０の盤
面に窪み状に形成された孔部６９に嵌合する嵌合凸部５５と、その嵌合凸部５５に突設さ
れると共に外レール部３１の案内面３１ｃの反対面側に接触する反対面側突設部５２とを
備えている。案内部補強部材５０は、遊技盤３０の盤面に窪み状に形成された孔部６９に
嵌合凸部５５が嵌合し、その嵌合凸部５５に突設される反対面側突設部５２が外レール部
３１の案内面３１ｃの反対面側に接触する。これにより、案内面３１ｃに沿って遊技領域
ＰＥへ向けて進行する遊技球によって、案内面３１ｃが反対面側に押されて帯状の外レー
ル部３１が外側に傾動することを抑制できる。遊技球を遊技領域ＰＥに案内する外レール
部３１の傾動を抑制できるので、遊技領域ＰＥへ案内される遊技球の軌道や飛距離を安定
させることができる。
【０１０３】
　即ち、案内面３１ｃに沿って遊技領域ＰＥへ向けて進行する遊技球によって案内面３１
ｃが反対面側に押されて帯状の外レール部３１が傾動すると、遊技球の軌道が変化したり
遊技球の運動エネルギーの損失が生じたりする。その結果、遊技領域ＰＥへ案内される遊
技球の軌道や飛距離が不安定になることがある。
【０１０４】
　これに対し、本実施の形態によれば、外レール部３１の案内面３１ｃの反対面側に反対
面側突設部５２が接触するように案内部補強部材５０を配置することで、案内面３１ｃに
沿って遊技領域ＰＥへ向けて進行する遊技球によって外レール部３１が傾動することを抑
制できる。これにより、遊技領域ＰＥへ案内される遊技球の軌道や飛距離を安定させるこ
とができる。
【０１０５】
　また、嵌合凸部５５は、外周面の一部が窪み状に形成された凹部５６を備えているので
、孔部６９に嵌合凸部５５を嵌合するときの嵌合凸部５５の外周面と孔部６９の内周面と
の接触面積を小さくできる。その結果、孔部６９に嵌合凸部５５を嵌合するときの孔部６
９及び嵌合凸部５５の単位面積あたりの垂直効力を大きくできる。これにより、孔部６９
に嵌合凸部５５を嵌合するときに孔部６９又は嵌合凸部５５を変形（弾性変形または塑性
変形）させ易くすることができるので、嵌合凸部５５を孔部６９に嵌合し易くできる。
【０１０６】
　また、凹部５６は、嵌合凸部５５の先端から基端（基端部５５ｂ）に向けてすりわり状
に形成されているので、すりわりによる嵌合凸部５５の弾性変形を利用して、孔部６９に
嵌合凸部５５を嵌合させることができる。その結果、嵌合凸部５５を孔部６９に嵌合し易
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くできると共に、嵌合凸部５５の弾性変形を利用することで孔部６９と嵌合凸部５５とに
隙間が生じることを防止できるので、孔部６９に嵌合された嵌合凸部５５をガタつき難く
できる。
【０１０７】
　また、嵌合凸部５５の軸方向からみた凹部５６のすりわりの方向が、外レール部３１の
長手方向と非平行に配置されているので、帯状の外レール部３１の案内面３１ｃに沿って
遊技領域ＰＥへ向けて進行する遊技球によって案内面３１ｃが反対面側に押されたときに
、嵌合凸部５５を弾性変形し難くできる。これにより、外レール部３１が傾動することを
抑制できる。その結果、遊技領域ＰＥへ案内される遊技球の軌道や飛距離をさらに安定さ
せることができる。
【０１０８】
　また、案内部補強部材５０は、反対面側突設部５２と対峙する案内面側突設部５７を備
えているので、案内面３１ｃ及び反対面の両方から外レール部３１が保持される。これに
より、外レール部３１の傾動を確実に防止できる。その結果、遊技領域ＰＥへ案内される
遊技球の軌道や飛距離をさらに安定させることができる。さらに、案内面側突設部５７は
、対峙する反対面側突設部５２の高さより低く設定されているので、案内面３１ｃに沿う
遊技球と案内面側突設部５７との干渉を防止できる。
【０１０９】
　また、反対面側突設部５２は、頂部から嵌合凸部５５の軸方向外側へ向かって下降傾斜
する傾斜部５２ａと、その傾斜部５２ａに連設されると共に外レール部３１の反対面と対
面しつつ反対面の少なくとも一部が接触する接触部５２ｂとを備えているので、案内部補
強部材５０及び外レール部３１を遊技盤３０の盤面に配置する作業を容易化できる。
【０１１０】
　即ち、案内部補強部材５０及び外レール部３１を遊技盤３０の盤面に配置する場合には
、まず、案内部補強部材５０の嵌合凸部５５の長さの半分程度を、遊技盤３０の孔部６９
に挿入する。嵌合凸部５５にはすりわり状に凹部５６が形成されているので、遊技盤３０
の孔部６９に挿入するときには、すりわり状の凹部５６の間隔を狭めるように嵌合凸部５
５が変形する。よって、遊技盤３０の孔部６９に、嵌合凸部５５の長さの半分程度を挿入
する作業を容易にできる。
【０１１１】
　次いで、案内部補強部材５０の接触部５２ｂに外レール部３１が対面するように、反対
面側突設部５２の傾斜部５２ａに沿わせて外レール部３１を配置する。傾斜部５２ａは頂
部から嵌合凸部５５の軸方向外側へ向かって下降傾斜しており、接触部５２ｂは傾斜部５
２ａに連設されているので、傾斜部５２ａに沿って、外レール部３１をスムーズに接触部
５２ｂへ配置させることができる。
【０１１２】
　さらに、接触部５２ｂと案内面側突設部５７との間の溝部５８に外レール部３１を収装
させつつ、外レール部３１に固着された嵌合ピン３１ａを孔部６８に嵌挿していく。嵌合
ピン３１ａが孔部６８に差し込まれるにつれ、外レール部３１の側縁に嵌合凸部５５の基
端側端面が押されて、嵌合凸部５５は次第に孔部６９に嵌入される。これにより、外レー
ル部３１を遊技盤３０の盤面へ配置する配置作業の作業性を向上できる。
【０１１３】
　なお、嵌合凸部５５の基端部５５ｂは中実状に形成されているので、基端部５５ｂは孔
部６９に嵌め込まれる。これにより、嵌合凸部５５が孔部６９内でガタつくことを防止で
きる。
【０１１４】
　また、遊技盤３０の肉薄部７２に突出部６９ａが背面側に向かって突出され、その突出
部６９ａ及び肉薄部７２に孔部６９が貫通形成されているので、孔部６９に嵌合される嵌
合凸部５５の嵌合深さを確保できる。孔部６９に嵌合される嵌合凸部５５の嵌合深さが大
きくなるにつれ、孔部６９に嵌合された嵌合凸部５５が軸方向と直交する方向に揺動し難
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くなる傾向がみられるので、孔部６９に嵌合される嵌合凸部５５の嵌合深さを確保するこ
とで、遊技盤３０に固定された案内部補強部材５０を揺動し難くできる。遊技盤３０に固
定された案内部補強部材５０を揺動し難くすることで、遊技球を遊技領域ＰＥに案内する
外レール部３１の傾動を抑制できるので、遊技領域ＰＥへ案内される遊技球の軌道や飛距
離をさらに安定させることができる。
【０１１５】
　また、肉薄部７２に突出部６９ａを連成し、その突出部６９ａ及び肉薄部７２に孔部６
９を貫通形成するので、孔部６９を形成するために肉厚部７０の面積を広げることを不要
にできる。肉薄部７２に連成される突出部６９ａ（孔部６９を除く）の分だけ遊技盤３０
の質量は増加するが、肉厚部７０の面積を広げる必要がないので、遊技盤３０の質量の増
加を抑えることができる。さらに、孔部６９が貫通形成された突出部６９ａは孔部６９の
周囲の肉薄部７２の剛性を高めるリブの機能を発揮するので、孔部６９の周囲の肉薄部７
２の剛性を確保できる。従って、肉厚部７０に釘を植設して釘の保持力を確保すると共に
、遊技盤３０の剛性を確保しつつ遊技盤３０を軽量化できる。加えて、遊技領域ＰＥへ案
内される遊技球の軌道や飛距離をさらに安定させることができる。
【０１１６】
　次に図１５を参照して、他の実施形態における案内部補強部材５０を説明する。なお、
第１実施の形態と同一の部分については、同一の符号を付して以下の説明を省略する。図
１５（ａ）は他の実施形態における案内部補強部材８０を設置した遊技盤３０の部分拡大
背面図であり、図１５（ｂ）は他の実施形態における案内部補強部材９０を設置した遊技
盤３０の部分拡大背面図である。なお、図１５（ａ）及び図１５（ｂ）では、遊技盤３０
に形成された孔部６９に盤面（前面）側から案内部補強部材８０，９０の嵌合凸部８５，
９５を嵌合し、遊技盤３０の背面側から見た状態を図示している。
【０１１７】
　図１５（ａ）に示す案内部補強部材８０は、嵌合凸部８５の外周面の軸対称位置の２箇
所に軸線方向（図１５（ａ）紙面垂直方向）に沿って外周面の一部が窪み状に形成された
凹部８６を備えている。嵌合凸部８５は、外周面の一部が窪み状に形成された凹部８６を
備えているので、孔部６９に嵌合凸部８５を嵌合するときの嵌合凸部８５の外周面と孔部
６９の内周面との接触面積を小さくできる。その結果、孔部６９に嵌合凸部８５を嵌合す
るときの孔部６９及び嵌合凸部８５の単位面積あたりの垂直効力を大きくできる。これに
より、孔部６９に嵌合凸部８５を嵌合するときに孔部６９又は嵌合凸部８５を変形（弾性
変形または塑性変形）させ易くすることができるので、嵌合凸部８５を孔部６９に嵌合し
易くできる。
【０１１８】
　また、嵌合凸部８５の略中心に嵌合凸部８５の先端から嵌合凸部８５の軸線方向に沿っ
て断面円形状の凹欠部８５ａが形成されている。凹欠部８５ａにより嵌合凸部８５の断面
積を小さくすることで、嵌合凸部８５に作用する垂直効力によって嵌合凸部８５を弾性変
形させ易くできる。これにより、嵌合凸部８５を孔部６９にさらに嵌合し易くできるので
、嵌合凸部８５を孔部６９に嵌挿するときの作業性を向上できる。さらに、嵌合凸部８５
を弾性変形させ易くすることにより、孔部６９に対する嵌合凸部８５のガタつきを防止で
きる。
【０１１９】
　特に、凹部８６が、嵌合凸部８５の軸線方向に沿って２箇所が切り取られたような形状
に形成されているので、嵌合凸部８５の外周面が過剰に小さくなることを防ぎ、孔部６９
の内周面との接触面積を確保できる。嵌合凸部８５の外周面の単位面積当たりの垂直効力
が過大になることを防止できるので、嵌合凸部８５の外周面が座屈する等の変形を抑制で
きる。これにより、嵌合凸部８５の外周面と孔部６９の内周面とに隙間が生じて、嵌合凸
部８５にガタつきが生じる等の問題が生じることを抑制できる。
【０１２０】
　図１５（ｂ）に示す案内部補強部材９０は、嵌合凸部９５の外周面の軸対称位置の４箇
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所に軸線方向（図１５（ｂ）紙面垂直方向）に沿って外周面の一部が窪み状に形成された
凹部９６を備えている。嵌合凸部９５は、外周面の一部が窪み状に形成された凹部９６を
備えているので、孔部６９に嵌合凸部９５を嵌合するときの嵌合凸部９５の外周面と孔部
６９の内周面との接触面積を小さくできる。その結果、孔部６９に嵌合凸部９５を嵌合す
るときの孔部６９及び嵌合凸部９５の単位面積あたりの垂直効力を大きくできる。これに
より、孔部６９に嵌合凸部９５を嵌合するときに孔部６９又は嵌合凸部９５を変形（弾性
変形または塑性変形）させ易くすることができるので、嵌合凸部９５を孔部６９に嵌合し
易くできる。
【０１２１】
　また、嵌合凸部９５の略中心に嵌合凸部９５の先端から嵌合凸部９５の軸線方向に沿っ
て断面円形状の凹欠部９５ａが形成されている。凹欠部９５ａにより嵌合凸部９５の断面
積を小さくすることで、嵌合凸部９５に作用する垂直効力によって嵌合凸部９５を弾性変
形させ易くできる。これにより、嵌合凸部９５を孔部６９にさらに嵌合し易くできるので
、嵌合凸部９５を孔部６９に嵌挿するときの作業性を向上できる。さらに、嵌合凸部９５
を弾性変形させ易くすることにより、孔部６９に対する嵌合凸部９５のガタつきを防止で
きる。
【０１２２】
　次に図１６を参照して、第２実施の形態について説明する。第１実施の形態では、遊技
盤３０の厚さ方向に貫通形成される開口部６１の外周縁が、遊技盤３０の外周縁の内側で
連続する（遊技盤３０の外周縁が閉じている）場合について説明した。これに対し第２実
施の形態では、開口部１６１が、遊技盤１３０の厚さ方向に貫通形成されると共に遊技盤
１３０の外周縁の一部が開放される場合について説明する。なお、第１実施の形態と同一
の部分については、同一の符号を付して以下の説明を省略する。図１６は、第２実施の形
態におけるパチンコ機１の主要な構成である遊技盤１３０及び構造物１７０の正面図であ
る。
【０１２３】
　図１６に示すように遊技盤１３０は、遊技盤１３０の厚さ方向（図１６紙面垂直方向）
に貫通形成されると共に遊技盤１３０の外周縁の一部が開放される開口部１６１と、その
開口部１６１の周縁同士を連結する構造物１７０とを備えている。本実施の形態では、正
面視して右側に位置する遊技盤１３０の外周縁の一部が開口部１６１により開放されてい
る。開口部１６１が形成されることにより、遊技盤１３０は盤面が略Ｃ型に形成されてい
る。
【０１２４】
　構造物１７０は、遊技盤１３０の開口部１６１の周縁の一の所定部１６１ａと他の所定
部１６１ｂとの間に連結されている。本実施の形態では、構造物１７０は、正面視して略
矩形状に形成され、遊技盤１３０の外周縁に沿って開口部１６１の２箇所を連結している
。なお、遊技盤１３０及び構造物１７０は、第１実施の形態で説明した遊技盤３０と同様
に、透光性を有する合成樹脂により形成されている。また、外周縁の一部が構造物１７０
で閉鎖された開口部１６１の内側には、第１実施の形態と同様に、図柄表示装置４３ａ（
図５参照）が配置される。
【０１２５】
　次に図１７を参照して、遊技盤１３０と構造物１７０との連結構造について説明する。
図１７は遊技盤１３０及び構造物１７０の斜視図である。なお、図１７では、遊技盤１３
０に対して構造物１７０を分離した状態を示している。図１７に示すように、構造物１７
０は、略直方体の箱状に形成される本体部１７２と、その本体部１７２の前面側から上下
（遊技盤３０の盤面と略平行方向）両側に張り出して鍔状に形成される係合部１７１とを
主に備えて構成されている。
【０１２６】
　本体部１７２には、複数の図柄を変動表示する図柄表示装置（図示せず）が内蔵され、
本体部１７２の前面には液晶ディスプレイ等の図柄表示部１７３（飾り部）が配設されて
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いる。図柄表示部１７３は、液晶ディスプレイに制限されるものではなく、ＣＲＴ、ドッ
トマトリックス、７セグメント等その他の表示画面を適宜選択することが可能である。
【０１２７】
　係合部１７１には、構造物１７０を遊技盤１３０に固定するためのネジ等の軸状部材が
螺挿される挿通孔１７４が貫通形成されている。
【０１２８】
　遊技盤１３０は、開口部１６１の周縁の一部に、構造物１７０に設けられた係合部１７
１を受け入れる連結部（被係合部）１３１が形成されている。連結部１３１は、構造物１
７０に設けられる係合部１７１と係合して構造物１７０の位置決めをするための部位であ
る。
【０１２９】
　本実施の形態では、連結部１３１は、遊技盤１３０の盤面から一段低く設定された段差
状の平坦面として設けられている。遊技盤１３０の盤面に対する連結部１３１の深さ（図
１７左右方向）は、係合部１７１の厚さ（図１７左右方向）と略同一に設定されている。
【０１３０】
　また、連結部１３１の背面側には光散乱部１３２が設けられている。光散乱部１３２は
、遊技盤１３０の背面側に配置されるＬＥＤ等の発光部１８１（後述する）から遊技盤１
３０に照射される光を散乱させるための部位である。光散乱部１３２は、縦向き若しくは
横向きに設けられる突条、縦横に交差する向きに設けられる突条、又は波状の突起等によ
り形成されている。
【０１３１】
　なお、連結部１３１には、構造物１７０（係合部１７１）に形成された挿通孔１７４を
軸方向に連ねてネジ等の軸状部材が螺挿される挿通孔１３３が貫通形成されている。挿通
孔１３３，１７４に螺挿されるネジ等の軸状部材により連結部１３１と係合部１７１とが
連結されることによって、遊技盤１３０に構造物１７０を連結させることができる。
【０１３２】
　次に図１８を参照して光散乱部１３２について説明する。光散乱部１３２は連結部１３
１の背面側に突条や突起状等の部位として形成されている。連結部１３１（遊技盤１３０
）の背面側には支持体１８０が設置され、その支持体１８０の面方向に複数のＬＥＤ等の
発光部１８１が点在されている。
【０１３３】
　発光部１８１から照射された光（図１８では二点鎖線で示す）は、空気と光散乱部１３
２との屈折率の違いにより、光散乱部１３２（被係合部１３１）に入るとき及び出るとき
に屈折する。従って、発光部１８１を発光させれば、光が多数に分散化された状態、又は
立体感を伴った状態の電飾が実現できる。これにより、図柄表示部１７３（飾り部）によ
る演出効果に加え、発光部１８１からの光による演出効果を向上できる。
【０１３４】
　また、遊技盤１３０（連結部１３１）の背面側（裏面）に光散乱部１３２を設けること
により、遊技盤１３０の成形時に光散乱部１３２を遊技盤１３０と一体形成できる。その
結果、光散乱部１３２を簡易に製造することができる。
【０１３５】
　また、遊技盤１３０の盤面（表面）を突条や突起状に加工して光散乱部１３２を設ける
場合には、光散乱部１３２の凹凸が遊技球の動きに干渉してしまうのに対し、遊技盤１３
０の背面（裏面）に光散乱部１３２を設ける場合には、光散乱部１３２（凹凸）による遊
技球の動きの干渉を考慮する必要がない。これにより遊技盤１３０の設計の自在性を確保
することができる。
【０１３６】
　また、遊技盤１３０（連結部１３１）の背面側（裏面）に光散乱部１３２を設ける場合
には、光散乱部１３２の形状を比較的自由に設計することができる。遊技盤１３０の外周
縁には、背面側に向かって起立する外周縁補強リブ７３（図１７参照）が設けられている
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ので、外周縁補強リブ７３により遊技盤１３０の背面側（裏面側）に空間を確保できるか
らである。
【０１３７】
　また、光散乱部１３２で光を散乱させることにより、挿通孔１３３，１７４に螺挿され
るネジ等の軸状部材（図示せず）の影が、遊技盤１３０の盤面や構造物１７０の前面から
視認されることを防止できる。光散乱部１３２で光を散乱させることにより、軸状部材（
図示せず）の前方に光を回り込ませることができるからである。これにより、光散乱部１
３２により散乱される光によって遊技盤１３０と構造物１７０との継ぎ目部分（連結部１
３１及び係合部１７１）を視認し難くできると共に、遊技盤１３０と構造物１７０との継
ぎ目部分の演出効果を向上できる。
【０１３８】
　以上のように構成されたパチンコ機１によれば、遊技盤１３０の厚さ方向に貫通形成さ
れた開口部１６１は遊技盤１３０の外周縁の一部が開放され、開口部１６１の周縁の２箇
所が構造物１７０により連結される。これにより、構造物１７０を、遊技盤１３０の厚さ
方向の空間を使用した立体的なものにできる。構造物１７０は図柄表示部１７３（飾り部
）を備えているので、遊技盤１３０の厚さ方向の空間を利用した立体的な演出を実施する
ことができる。これにより、遊技の興趣を大いに高めることができる。
【０１３９】
　ここで、表示装置や役物等の部品を遊技盤の盤面に取着する従来の構造では、奥行き方
向の広がりが乏しいので、似かよった演出が採用され易く、遊技の興趣を高め難い。また
、従来の木製の合板（ベニヤ）で作成される遊技盤では、木製合板の加工性や機械的強度
を考慮すると、遊技盤の外周縁の一部を開放する開口部を設ける構造は採用し難い。
【０１４０】
　これに対し、本実施の形態によれば、周縁部（周縁部補強リブ７３）の一部が開放する
開口部１６１が形成された合成樹脂製の遊技盤１３０を使用することにより、遊技盤１３
０の厚さ方向の空間を使用した立体的な構造物１７０を採用することができる。その結果
、遊技盤１３０の厚さ方向の空間を利用した立体的な演出を実施することができる。これ
により、遊技の興趣を大いに高めることができる。
【０１４１】
　また、図柄を変動表示する表示部を有する図柄表示装置４３ａ（図５参照）を開口部１
６１に備え、構造物１７０は、図柄表示装置４３ａの周辺に配置される構成とすることで
、構造物１７０の図柄表示部１７３（飾り部）により、図柄表示装置４３ａの平面的な図
柄演出のみならず、遊技盤１３０の厚さ方向の空間を利用した立体的な演出を実現するこ
とができる。さらに、構造物１７０が図柄表示部１７３（飾り部）を有する遊技部品とし
てユニット化されているので、構造物１７０の遊技盤１３０への装着や交換作業等を容易
に行うことができる。
【０１４２】
　次に図１９及び図２０を参照して、他の実施形態における遊技盤１３０及び構造物１９
０について説明する。なお、第１実施の形態および第２実施の形態で説明した構成と同一
の部分は、同一の符号を付して以下の説明を省略する。図１９は他の実施形態における遊
技盤１３０及び構造物１９０の正面図であり、図２０は構造物１９０の内部構造を示す模
式図である。
【０１４３】
　図１９に示すように、構造物１９０は、遊技盤１３０に貫通形成された開口部１６１の
周縁の２箇所を連結するための部材であり、本実施の形態では、遊技盤１３０の開放した
外周縁（図１９右側の縁）に沿って配置されている。なお、遊技盤１３０の外周縁の一部
が構造物１９０で閉鎖された開口部１６１の内側には、第１実施の形態と同様に、図柄表
示装置４３ａ（図５参照）が配置される。構造物１９０は、正面視矩形状に形成された本
体部１７１と、その本体部１７１の前面側（図１９紙面手前側）に配置されると共に本体
部１７１に対して回転可能に構成される回転体１９２（可動演出部材）とを備えて構成さ
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れている。
【０１４４】
　図２０に示すように、回転体１９２は中心に設けられる軸部１９３に支持されている。
その軸部１９３は、回転体１９２の背面側（図２０右側）に延設されると共に、支持部材
（図示せず）により本体部１９１に回転可能に支持される。軸部１９３はギヤ１９４に嵌
挿され、回転体１９２及び軸部１９３はギヤ１９４と一体に回転可能に構成されている。
ギヤ１９４はウォーム１９５と係合し、そのウォーム１９５はモータ１９６により回転可
能に構成されている。従って、モータ１９６を回転するとウォーム１９５が回転し、その
ウォーム１９５に係合するギヤ１９４が回転するので、軸部１９３及び回転体１９２が回
転する。
【０１４５】
　モータ１９６の回転が、スルーチャッカー（始動口）３６等への遊技球の入賞をトリガ
として開始されるように設定すれば、図柄表示装置４３ａ及び回転体１９２（可動演出部
材）による多彩な演出を実現することが可能となる。
【０１４６】
　また、遊技盤１３０の厚さ方向の空間を利用して回転体１９２の駆動部（モータ１９６
）が配置されるので、パチンコ機１という限られた空間において駆動部（モータ１９６）
を配置するスペースを有効活用できる。その結果、遊技盤１３０に対面して遊技を行う遊
技者に視認される回転体１９２（可動演出部材）の設計の自由度を向上でき、多彩な演出
を実現することができる。
【０１４７】
　また、構造物１９０には、遊技球が上下方向に通過する球通路１９７が設けられている
。また、球通路１９７は、遊技盤１３０に設けられた球通路１６２（遊技球が通過する）
に連通されている。球通路１９７により遊技球を構造物１９０に導くことができるので、
遊技の興趣を向上させることができる。
【０１４８】
　なお、球通路１９７は、遊技球の動きと干渉して遊技球の流下速度を低減させたり遊技
球の流下方向を変更させたりする干渉部（クルーンやステージ等の役物、釘、風車、ワー
プルート等）を設けることが可能である。
【０１４９】
　次に図２１から図２３を参照して、第３実施の形態から第５実施の形態について説明す
る。第２実施の形態では、遊技盤１３０の厚さ方向に開口部１６１が貫通形成されると共
に遊技盤１３０の外周縁の一部が開放され、その開口部１６１に配置される構造物１７０
，１９０が遊技盤１３０の開口部１６１に連結される場合について説明した。これに対し
第３実施の形態から第５実施の形態では、開口部１６１以外の部位に、構造物２２０，２
３０，２４０が設置される場合について説明する。なお、第１実施の形態および第２実施
の形態と同一の部分については、同一の符号を付して以下の説明を省略する。
【０１５０】
　まず、図２１を参照して、遊技盤２１０について説明する。図２１は遊技盤２１０の正
面図である。図２１に示すように遊技盤２１０は、遊技盤２１０の厚さ方向（図２１紙面
垂直方向）に貫通形成されると共に遊技盤２１０の外周縁の一部が開放される開口部２１
１を備えている。本実施の形態では、正面視して右側および上側に位置する遊技盤１３０
の外周縁の一部が開口部２１１により開放されている。遊技盤２１０は、正面視して開口
部２１１の左側（遊技盤２１０の左側の領域）で遊技を行うものとして設定される。従っ
て、正面視して右側および上側に位置する遊技盤１３０の外周縁の一部が開口部２１１に
より開放されていても、遊技には影響がない。なお、遊技盤２１０は、第３実施の形態か
ら第５実施の形態に亘って用いられる。
【０１５１】
　次に図２２（ａ）を参照して、第３実施の形態について説明する。図２２（ａ）は第３
実施の形態におけるパチンコ機２０１の模式平面図である。なお、図２２（ａ）では、開
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口部２１１を識別し易くするため、遊技盤２１０及び構造物２２０にハッチングを施して
いる。
【０１５２】
　パチンコ機２０１は、本体枠３に遊技盤２１０が装着され、前扉枠４の背面側に構造物
２２０が配設固定されている。構造物２２０は、外枠２及び本体枠３に対して前扉枠４を
閉じた場合に、遊技盤２１０の開口部２１１内に挿入される。構造物２２０は、前面扉４
から視認可能な位置に、可動式や固定式の飾り、表示装置等が配置されている。これによ
り、可動式や固定式の飾り、表示装置等を遊技盤２１０の盤面に配置する場合と比較して
、構造物２２０の大きさ（上下左右の大きさや前後方向の奥行き）や配置の自由度を向上
できる。これにより、遊技の演出の自由度を向上できる。その結果、遊技の興趣を大いに
高めることができる。
【０１５３】
　次に図２２（ｂ）を参照して、第４実施の形態について説明する。図２２（ｂ）は第４
実施の形態におけるパチンコ機３０１の模式平面図である。なお、図２２（ｂ）では、開
口部２１１を識別し易くするため、遊技盤２１０及び構造物２３０にハッチングを施して
いる。
【０１５４】
　パチンコ機３０１は、本体枠３に遊技盤２１０が装着され、その本体枠３に構造物２３
０が配設固定されている。構造物２３０は、本体枠３に装着された遊技盤２１０の開口部
２１１側（図２２（ｂ）右側）に配置されている。これにより、遊技盤２１０の開口部２
１１内に構造物２３０が配置される。構造物２３０は、前面扉４から視認可能な位置に、
可動式や固定式の飾り、表示装置等が配置されている。これにより、可動式や固定式の飾
り、表示装置等を遊技盤２１０の盤面に配置する場合と比較して、構造物２３０の大きさ
（上下左右の大きさや前後方向の奥行き）や配置の自由度を向上できる。また、構造物２
３０は本体枠３に装着されるので、前扉枠４の構造を変更することなく、パチンコ機３０
１を組み立てることができる。
【０１５５】
　次に図２３を参照して、第５実施の形態について説明する。図２３は第５実施の形態に
おけるパチンコ機４０１の模式平面図である。なお、図２３では、開口部２１１を識別し
易くするため、遊技盤２１０及び構造物２４０にハッチングを施している。
【０１５６】
　パチンコ機４０１は、遊技盤２１０の背面に固定された構造物２４０が、遊技盤２１０
の開口部２１１内に配置されている。本体枠３に遊技盤２１０が装着され、外枠２及び本
体枠３に対して開閉扉４が開閉可能に支持される。構造物２４０は、前面扉４から視認可
能な位置に、可動式や固定式の飾り、表示装置等が配置されている。これにより、可動式
や固定式の飾り、表示装置等を遊技盤２１０の盤面に配置する場合と比較して、構造物２
４０の大きさ（上下左右の大きさや前後方向の奥行き）や配置の自由度を向上できる。ま
た、構造物２３０は遊技盤２１０に装着されるので、本体枠３及び前扉枠４の構造を変更
することなく、パチンコ機４０１を組み立てることができる。
【０１５７】
　以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変形改良が可能であることは容
易に推察できるものである。また、上記実施形態で挙げた数値や形状は一例であり、他の
数値や形状を採用することは当然可能である。例えば、遊技領域ＰＥの各種役物の配置等
は適宜設定することが可能である。
【０１５８】
　上記実施の形態では、遊技機の代表例としてパチンコ機１，２０１，３０１，４０１に
ついて説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、雀球遊技機、アレンジボール
機等の弾球遊技機に適用することは可能である。
【０１５９】
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　上記実施の形態では、外レール部３１に固定される嵌合ピン３１ａや案内部補強部材５
０，８０，９０の嵌合凸部５５，８５，９５が嵌合される孔部６８，６９が、遊技盤３０
，１３０の厚さ方向に貫通形成される場合について説明した。しかし、必ずしもこれに限
られるものではなく、孔部６８，６９を、遊技盤３０，１３０の盤面側から形成される有
底状とすることは当然可能である。なお、孔部６８，６９を遊技盤３０，１３０の厚さ方
向に貫通形成する場合には、ドリル等により孔部６８，６９を穿設するときの屑の排出が
容易であるので、好ましい。
【０１６０】
　上記第２実施の形態では、構造物１７０に図柄表示部１７３（飾り部）が設けられる場
合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、構造物に遊技球を導くよ
うに設置すると共に、遊技球の動きに干渉する干渉部を構造物に採用することは当然可能
である。干渉部としては、例えば、遊技球を通過させる球通路、釘、電動役物等を挙げる
ことができる。これにより、遊技球の動きに変化を与え、遊技の興趣を高めることができ
る。
【０１６１】
　上記第２実施の形態における他の実施形態では、可動演出部材として回転体１９２を設
け、その回転体１９２をモータ１９６（駆動部）により回転駆動させる場合について説明
したが、必ずしもこれに限られるものではなく、他の駆動部を採用することは当然可能で
ある。他の駆動部としては、例えば、軸状部材が伸縮可能に構成されたアクチュエータを
挙げることができる。また、可動演出部材を回転体１９２に限定するものではなく、任意
のリンク部材と組み合せることにより、可動演出部材を上下や左右、斜め方向に移動する
ように構成することは当然可能である。
【０１６２】
　また、上記実施の形態では、可動演出部材（回転体１９２）の背面側に駆動部（モータ
１９６）が配置される場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、
可動演出部材や駆動部の種類や機構等により、可動演出部材の前面側に駆動部を配置する
ことは当然可能である。この場合においても、遊技盤１３０の厚さ方向（前後方向）の空
間を有効に活用して、演出効果を向上させることができる。
【０１６３】
　上記第２実施の形態では、遊技盤１３０に段差状の連結部（被係合部）１３１が形成さ
れ、それと対応する係合部１７１が構造物１７０，１９０に設けられる場合について説明
したが、必ずしもこれに限られるものではなく、適宜の連結構造を採用することが可能で
ある。例えば、遊技盤１３０に前面から背面に向かうにつれて漸次拡幅する傾斜面（連結
部）を設け、その傾斜面と対応して当接可能な傾斜面を構造物１７０，１９０に設けるよ
うにすることが可能である。この場合には、遊技盤１３０の背面側から構造物１７０，１
９０を遊技盤１３０に取着し、ネジやピン、リベット等の軸状部材で遊技盤１３０と構造
物１７０，１９０とを連結することが可能である。
【０１６４】
　また、遊技盤１３０に背面から前面に向かうにつれて漸次拡幅する傾斜面（連結部）を
設け、その傾斜面と対応して当接可能な傾斜面を構造物１７０，１９０に設けるようにす
ることが可能である。この場合には、遊技盤１３０の前面側から構造物１７０，１９０を
遊技盤１３０に取着し、ネジやピン、リベット等の軸状部材で遊技盤１３０と構造物１７
０，１９０とを連結することが可能である。
【０１６５】
　また、遊技盤１３０に形成された開口部１６１の２箇所に突条や溝部（連結部）を設け
、その突条や溝部と対応して係合可能な溝部や突条を構造物１７０，１９０に設けるよう
にすることが可能である。この場合には、突条と溝部とを係合させつつ、開放する遊技盤
１３０の周縁部から構造物１７０，１９０をスライドさせ、遊技盤１３０に構造物１７０
，１９０を取着することが可能である。
【０１６６】
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　上記第２実施の形態から第５実施の形態では、遊技盤１３０，２１０を正面視して右側
の外周縁の一部が開放する開口部１６１，２１１を備える場合について説明したが、必ず
しもこれに限られるものではなく、正面視して上側や左側の外周縁の一部が開放する開口
部を備える遊技盤１３０，２１０に適用することは当然可能である。
【０１６７】
　また、上記第２実施の形態では、遊技盤１３０の外周縁の一部に開放する開口部１６１
を備える遊技盤１３０に、一つの構造物１７０，１９０が連結される場合について説明し
たが、必ずしもこれに限られるものではなく、複数の構造物を遊技盤に設けるようにする
ことは当然可能である。
【０１６８】
　また、上記第２実施の形態では、構造物１７０，１９０が、遊技盤１３０の外周縁の一
部に開放する開口部１６１の２箇所に連結される（連結部が２箇所に形成される）場合に
ついて説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、構造物１７０，１９０を、構
造物１７０，１９０の開口部１６１の１箇所に連結するようにすることは当然可能である
。
【０１６９】
　また、上記第３実施の形態から第５実施の形態において、構造物２２０，２３０，２４
０に、遊技盤２１０から遊技球が導かれる球通路や、遊技球が流下する領域を形成するこ
とは当然可能である。これにより、さらに遊技の興趣を向上させることが可能である。
【０１７０】
　なお、上記の各実施形態は、それぞれ、他の実施形態が有する構成の一部または複数部
分を、その実施形態に追加し或いはその実施形態の構成の一部または複数部分と交換等す
ることにより、その実施形態を変形して構成するようにしても良い。
【０１７１】
　以下に、本発明の遊技機に加えて、上記実施形態に含まれる各種発明の概念を示す。
【０１７２】
　遊技球を発射する遊技球発射装置と、その遊技球発射装置により発射される遊技球が流
下する遊技領域を形成する合成樹脂製の遊技盤と、その遊技盤の盤面に配置され前記遊技
球発射装置により発射された遊技球を案内面に沿って前記遊技領域に案内する帯状の案内
部とを備える遊技機において、前記遊技盤の盤面に固定される案内部補強部材を備え、そ
の案内部補強部材は、前記遊技盤の盤面に窪み状に形成された孔部に嵌合する嵌合凸部と
、その嵌合凸部に突設されると共に前記案内部の案内面の反対面側に接触する反対面側突
設部とを備えていることを特徴とする遊技機Ａ１。
【０１７３】
　遊技機Ａ１によれば、遊技球発射装置により発射される遊技球が流下する遊技領域が合
成樹脂製の遊技盤により形成される。その遊技盤の盤面には、遊技球発射装置により発射
された遊技球を案内面に沿って遊技領域に案内する帯状の案内部が配置される。その遊技
盤の盤面に案内部補強部材が固定される。案内部補強部材は、遊技盤の盤面に窪み状に形
成された孔部に嵌合凸部が嵌合し、その嵌合凸部に突設される反対面側突設部が案内部の
案内面の反対面側に接触する。これにより、案内面に沿って遊技領域へ向けて進行する遊
技球によって、案内面が反対面側に押されて帯状の案内部が傾動することを抑制できる。
遊技球を遊技領域に案内する案内部の傾動を抑制できるので、遊技領域へ案内される遊技
球の軌道や飛距離を安定させることができる効果がある。
【０１７４】
　即ち、案内面に沿って遊技領域へ向けて進行する遊技球によって案内面が反対面側に押
されて帯状の案内部が傾動すると、遊技球の軌道が変化したり遊技球の運動エネルギーの
損失が生じたりする。その結果、遊技領域へ案内される遊技球の軌道や飛距離が不安定に
なることがある。
【０１７５】
　これに対し、遊技機Ａ１によれば、案内部の案内面の反対面側に反対面側突設部が接触
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するように案内部補強部材を配置することで、案内面に沿って遊技領域へ向けて進行する
遊技球によって案内部が傾動することを抑制できる。これにより、遊技領域へ案内される
遊技球の軌道や飛距離を安定させることができる。
【０１７６】
　遊技機Ａ１において、前記嵌合凸部は、外周面の一部が窪み状に形成された凹部を備え
ていることを特徴とする遊技機Ａ２。
【０１７７】
　遊技機Ａ２によれば、嵌合凸部の外周面の一部に凹部が窪み状に形成されているので、
孔部に嵌合凸部を嵌合するときの嵌合凸部の外周面と孔部の内周面との接触面積を小さく
できる。その結果、孔部に嵌合凸部を嵌合するときの孔部および嵌合凸部の単位面積あた
りの垂直効力を大きくできる。これにより、孔部に嵌合凸部を嵌合するときに孔部または
嵌合凸部を変形（弾性変形または塑性変形）させ易くすることができるので、遊技機Ａ１
の奏する効果に加え、嵌合凸部を孔部に嵌合し易くできる効果がある。
【０１７８】
　遊技機Ａ１又はＡ２において、前記凹部は、前記嵌合凸部の先端から基端に向けてすり
わり状に形成されていることを特徴とする遊技機Ａ３。
【０１７９】
　遊技機Ａ３によれば、嵌合凸部の先端から基端に向けてすりわり状に凹部が形成されて
いるので、すりわりによる嵌合凸部の弾性変形を利用して、孔部に嵌合凸部を嵌合させる
ことができる。その結果、遊技機Ａ１又はＡ２の奏する効果に加え、嵌合凸部を孔部に嵌
合し易くできると共に、嵌合凸部の弾性変形を利用することで孔部と嵌合凸部とに隙間が
生じることを防止できるので、孔部に嵌合された嵌合凸部をガタつき難くできる効果があ
る。
【０１８０】
　遊技機Ａ３において、前記案内部補強部材は、前記嵌合凸部の軸方向からみた前記凹部
のすりわりの方向が、前記案内部の長手方向と非平行に配置されていることを特徴とする
遊技機Ａ４。
【０１８１】
　遊技機Ａ４によれば、案内部補強部材は、嵌合凸部の軸方向からみた凹部のすりわりの
方向が案内部の長手方向と非平行に配置されているので、帯状の案内部の案内面に沿って
遊技領域へ向けて進行する遊技球によって案内面が反対面側に押されたときに、嵌合凸部
を弾性変形し難くできる。これにより、案内部が傾動することを抑制できる。その結果、
遊技機Ａ３の奏する効果に加え、遊技領域へ案内される遊技球の軌道や飛距離をさらに安
定させることができる効果がある。
【０１８２】
　即ち、嵌合凸部は、すりわりの方向と平行な荷重によって弾性変形し難く、すりわりの
方向と直交する荷重によって弾性変形し易い。そのため、嵌合凸部のすりわりの方向を案
内部の長手方向と平行となるように案内部補強部材を配置すれば、案内部の案内面が反対
面側に押されたときには、嵌合凸部の弾性変形により案内部が傾動し易い。これに対し、
嵌合凸部のすりわりの方向を案内部の長手方向と非平行となるように案内部補強部材を配
置すれば、案内部の案内面が反対面側に押されたときに嵌合凸部を弾性変形し難くできる
。これにより、案内部を案内面の反対面側に傾動し難くできる。
【０１８３】
　遊技機Ａ１からＡ４のいずれかにおいて、前記案内部補強部材は、前記反対面側突設部
と対峙して前記案内部の案内面側に配設されると共に前記案内面に接触する案内面側突設
部を備え、その案内面側突設部は、前記反対面側突設部の高さより低く設定されているこ
とを特徴とする遊技機Ａ５。
【０１８４】
　遊技機Ａ５によれば、反対面側突設部と対峙して案内部の案内面側に配設される案内面
側突設部が案内部の案内面に接触するので、反対面側突設部および案内面側突設部の間に
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案内部が保持される。案内部補強部材により案内面および反対面の両方から案内部が保持
されるので、遊技機Ａ１からＡ４のいずれかの奏する効果に加え、案内部の傾動を確実に
防止できる。その結果、遊技領域へ案内される遊技球の軌道や飛距離をさらに安定させる
ことができる効果がある。
【０１８５】
　また、案内部の案内面側に配設される案内面側突設部は、反対面側突設部の高さより低
く設定されているので、案内面に沿う遊技球の進行を案内面側突設部が妨害しないように
できる。案内面側突設部に遊技球が干渉すると、遊技球の運動エネルギーの損失が生じ遊
技領域へ案内される遊技球の飛距離が不安定になるところ、これを防止できるので、遊技
領域へ案内される遊技球の飛距離が不安定になることを防止できる。
【０１８６】
　遊技機Ａ１からＡ５のいずれかにおいて、前記反対面側突設部は、頂部から前記嵌合凸
部側へ向かって下降傾斜する傾斜部と、その傾斜部に連設されると共に前記案内部の反対
面と対面しつつ前記反対面の少なくとも一部が接触する接触部とを備えていることを特徴
とする遊技機Ａ６。
【０１８７】
　遊技機Ａ６によれば、案内部補強部材および案内部を遊技盤の盤面に配置する場合には
、まず、案内部補強部材の嵌合凸部を遊技盤の孔部に挿入する。次いで、案内部補強部材
の接触部に反対面が対面するように、反対面側突設部の傾斜部に沿わせて案内部を配置す
る。傾斜部は頂部から嵌合凸部側へ向かって下降傾斜しており、接触部は傾斜部に連設さ
れているので、傾斜部に沿って、案内部をスムーズに接触部へ配置させることができる。
これにより、遊技盤Ａ１からＡ５のいずれかの奏する効果に加え、案内部を遊技盤の盤面
にスムーズに配置させることができ、案内部を盤面へ配置する配置作業の作業性を向上で
きる効果がある。
【０１８８】
　遊技機Ａ１からＡ６のいずれかにおいて、前記遊技盤は、前記遊技領域の背面側に位置
し盤面に釘が植設される肉厚部と、その肉厚部に連設されると共に前記肉厚部より厚さが
小さく設定される肉薄部と、その肉薄部の外周縁から背面側に立設される外周縁補強リブ
と、前記肉薄部の所定部から背面側に突出して連成される突出部とを備え、前記孔部は、
前記肉薄部および前記突出部に貫通形成されていることを特徴とする遊技機Ａ７。
【０１８９】
　遊技機Ａ７によれば、遊技盤は遊技領域の背面側に位置する肉厚部の盤面に釘が植設さ
れるので、釘の打ち込み深さを確保することで釘の保持力を確保できる。また、肉厚部よ
り厚さが小さく設定される肉薄部が肉厚部に連設されるので、肉薄部を設けない遊技盤（
肉厚部の厚さで一様に形成される遊技盤）と比較して、遊技盤を軽量化できる。さらに、
肉薄部の外周縁から背面側に外周縁補強リブが立設されているので、肉薄部の剛性を確保
できる。これにより、剛性を確保しつつ遊技盤を軽量化できると共に、盤面に植設される
釘の保持力を高めることができる。
【０１９０】
　また、肉薄部の所定部から背面側に突出して突出部が連成され、肉薄部および突出部に
孔部が貫通形成されているので、孔部に嵌合される嵌合凸部の嵌合深さを確保できる。孔
部に嵌合される嵌合凸部の嵌合深さが大きくなるにつれ、孔部に嵌合された嵌合凸部が軸
方向と直交する方向に揺動し難くなる傾向がみられるので、孔部に嵌合される嵌合凸部の
嵌合深さを確保することで、遊技盤に固定された案内部補強部材を揺動し難くできる。遊
技盤に固定された案内部補強部材を揺動し難くすることで、遊技球を遊技領域に案内する
案内部の傾動を抑制できるので、遊技領域へ案内される遊技球の軌道や飛距離をさらに安
定させることができる。
【０１９１】
　また、肉薄部の所定部から背面側に突出して突出部を連成し、その突出部および肉薄部
に孔部を貫通形成するので、孔部を形成するために肉厚部の面積を広げることを不要にで
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きる。肉薄部に連成される突出部（孔部を除く）の分だけ遊技盤の質量が増加するが、肉
厚部の面積を広げる必要がないので、遊技盤の質量の増加を抑えることができる。さらに
、孔部が貫通形成された突出部は孔部の周囲の肉薄部の剛性を高めるリブの機能を発揮す
るので、孔部の周囲の肉薄部の剛性を確保できる。
【０１９２】
　以上のように遊技機Ａ７によれば、遊技機Ａ１からＡ６のいずれかの奏する効果に加え
、遊技盤の剛性を確保しつつ遊技盤を軽量化できると共に、盤面に植設される釘の保持力
を高められることに加え、遊技領域へ案内される遊技球の軌道や飛距離をさらに安定させ
ることができる効果がある。
【０１９３】
　遊技球が流下する遊技領域を形成する合成樹脂製の遊技盤と、その遊技盤の厚さ方向に
貫通形成されると共に前記遊技盤の外周縁の一部が開放される開口部と、その開口部に配
置される構造物とを備え、その構造物は、遊技球の動きに干渉する部材または遊技球が通
過する部材もしくは遊技の告知や演出に用いられる部材を備えていることを特徴とする遊
技機Ｂ１。
【０１９４】
　遊技機Ｂ１によれば、遊技球が流下する遊技領域が合成樹脂製の遊技盤により形成され
、その遊技盤の厚さ方向に開口部が貫通形成される。その開口部は遊技盤の外周縁の一部
が開放され、開口部に、遊技球の動きに干渉する部材または遊技球が通過する部材もしく
は遊技の告知や演出に用いられる部材としての構造物が配置される。これにより、構造物
を、遊技盤の制約を受け難く配置できる。その結果、遊技の演出の自由度を向上でき、遊
技の興趣を大いに高めることができる効果がある。
【０１９５】
　即ち、従来よりこの種の遊技機として、遊技領域に対して遊技球が発射され、遊技領域
内の各種入賞口に遊技球が入賞されるとそれに伴い所定個数の遊技球が払い出されるパチ
ンコ機がある。パチンコ機では、例えば、遊技領域の中央部には液晶表示装置等の図柄表
示ユニットが配置され、その図柄変動ユニットにより複数列の図柄が変動表示される。所
定の入賞口（始動入賞口）への入賞をトリガとして図柄表示ユニットによる図柄の変動表
示が開始され、その後、所定の変動パターンによる変動表示を経て図柄の変動表示が停止
される。停止した図柄が確定した際、その図柄の組み合せが予め設定された所定の組み合
せであれば、特別遊技状態（大当たり状態）に移行し多量の遊技球が払い出される。
【０１９６】
　また近年では、遊技の興趣を高めるべく、液晶表示装置の表示画面に表示される表示内
容を複雑なものにしたり、表示画面を大型化して表示画像の迫力を向上させたりする等、
図柄表示に関して様々な工夫が施されている。しかし、図柄表示に関して様々な工夫を施
しても、遊技者に与える印象は似かよったものになりがちである。遊技者の興味を引くた
めには、新たな構造を採用してその構造による新たな演出が必要である。
【０１９７】
　しかしながら、表示装置や役物等の部品を遊技盤の盤面に取着する従来の構造では、奥
行き方向の広がりが乏しいので、似かよった演出が採用され易い。また、従来の木製の合
板（ベニヤ）で作成される遊技盤では、加工性や機械的強度を考慮すると、新たな構造を
採用し難い。
【０１９８】
　これに対し、遊技機Ｂ１によれば、周縁部の一部が開放する開口部が形成された合成樹
脂製の遊技盤を使用することにより、遊技盤の制約を受け難い構造物の配置を採用するこ
とができる。その結果、遊技の演出の自由度を向上できる。これにより、遊技の興趣を大
いに高めることができる効果がある。
【０１９９】
　遊技機Ｂ１において、前記開口部に設置されると共に図柄を変動表示する表示部を有す
る図柄表示装置を備え、前記構造物は、前記図柄表示装置の周辺に配置されることを特徴
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とする遊技機Ｂ２。
【０２００】
　遊技機Ｂ２によれば、開口部の空間を利用して、図柄を変動表示する表示部を有する図
柄表示装置が設置され、図柄表示装置の周辺に構造物が配置される。遊技機Ｂ１の奏する
効果に加え、図柄表示装置の平面的な図柄演出のみならず、構造物により多様な演出を実
現することができる効果がある。
【０２０１】
　遊技機Ｂ１又はＢ２において、前記構造物は、少なくとも一部が可動する飾り部を備え
るものであり、その飾り部は、移動可能に構成される可動演出部材と、その可動演出部材
の前面側または背面側に配置されると共に前記可動演出部材を動作させる駆動部とを備え
ていることを特徴とする遊技機Ｂ３。
【０２０２】
　遊技機Ｂ３によれば、可動演出部材が移動可能に構成され、その可動演出部材の前面側
または背面側に配置される駆動部により可動演出部材が動作される。遊技盤の厚さ方向の
空間を利用して可動演出部材の駆動部が配置されるので、遊技機という限られた空間にお
いて駆動部を配置するスペースを有効活用できる効果がある。その結果、遊技機Ｂ１又は
Ｂ２の奏する効果に加え、遊技盤に対面して遊技を行う遊技者に視認される可動演出部材
の設計の自由度を向上でき、多彩な演出を実現することができる効果がある。
【０２０３】
　遊技機Ｂ１からＢ３のいずれかにおいて、前記遊技盤および前記構造物の背面側に配置
されると共に前記遊技盤および前記構造物に向けて光を照射可能な発光部を備え、前記遊
技盤および前記構造物の少なくとも一部が透光性を有し前記発光部により照射される光を
視認可能に構成されていることを特徴とする遊技機Ｂ４。
【０２０４】
　遊技機Ｂ４によれば、遊技盤および構造物の背面側に配置される発光部により遊技盤お
よび構造物に光が照射される。遊技盤および構造物の少なくとも一部が透光性を有し、発
光部により照射される光を視認可能に構成されているので、遊技機Ｂ１からＢ３のいずれ
かの奏する効果に加え、遊技盤および構造物による演出効果を向上できる効果がある。
【０２０５】
　遊技機Ｂ４において、前記遊技盤は、前記開口部の周縁の所定部に前記構造物と連結さ
れる連結部を備え、その連結部は、前記発光部により照射される光を散乱させる光散乱部
を備えていることを特徴とする遊技機Ｂ５。
【０２０６】
　遊技機Ｂ５によれば、開口部の周縁の所定部に構造物と連結される連結部を設け、その
連結部に照射される光は、光散乱部により散乱する。これにより、遊技機Ｂ４の奏する効
果に加え、光散乱部により散乱される光によって遊技盤と構造物との継ぎ目部分（連結部
）を視認し難くできると共に、遊技盤と構造物との継ぎ目部分（連結部）の演出効果を向
上できる。
【符号の説明】
【０２０７】
　１，２０１，３０１，４０１　パチンコ機（遊技機）
　２１　　　　　　　　　　　　遊技球発射装置
　３０，１３０，２１０　　　　遊技盤
　３１　　　　　　　　　　　　外レール部（案内部）
　３１ｃ　　　　　　　　　　　案内面
　５０，８０，９０　　　　　　案内部補強部材
　５２　　　　　　　　　　　　反対面側突設部
　５５，８５，９５　　　　　　嵌合凸部
　５６，８６，９６　　　　　　凹部
　６９　　　　　　　　　　　　孔部
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　６９ａ　　　　　　　　　　　突出部
　７０　　　　　　　　　　　　肉厚部
　７２　　　　　　　　　　　　肉薄部
　７３　　　　　　　　　　　　外周壁補強リブ
　ＰＥ　　　　　　　　　　　　遊技領域

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(35) JP 2016-193282 A 2016.11.17

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】

【手続補正書】
【提出日】平成28年9月21日(2016.9.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球を発射する遊技球発射装置と、その遊技球発射装置により発射される遊技球が流
下する遊技領域を形成する合成樹脂製の遊技盤と、その遊技盤の盤面に配置され前記遊技
球発射装置により発射された遊技球を案内面に沿って前記遊技領域に案内する帯状の案内
部とを備える遊技機において、
　前記遊技盤の盤面に固定される案内部補強部材を備え、
　その案内部補強部材は、前記遊技盤の盤面に窪み状に形成された孔部に嵌合する嵌合凸
部と、
　その嵌合凸部の基端側から突設されると共に前記案内部の案内面の反対面側に接触する
反対面側突設部とを備えていることを特徴とする遊技機。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機等に代表される遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技球を使用して遊技を行う遊技機の代表例としてパチンコ機がある。パチンコ機は、
前面に遊技領域が形成される遊技盤を有している。遊技領域には遊技球が入球可能な入球
部が設けられており、その入球部への入球が発生した場合には、例えば遊技者に有利な特
別遊技状態を発生させるか否かの抽選や遊技球の払出し等の特典が、遊技者に対して付与
される。
【０００３】
　この種の遊技機において、従来の遊技盤は、木製合板（ベニヤ）の表面に絵柄を印刷し
た合成樹脂製フィルムを貼り付けたものが一般的であった。近年、意匠性やリサイクル性
の観点から、合成樹脂製の遊技盤が採用されつつある（例えば特許文献１）。特許文献１
に開示される技術では、ハンドルの操作により遊技球が発射され、遊技盤の盤面に配置さ
れた遊技球レールによって遊技球が遊技領域まで導かれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－１１３４２８号公報（特に図５）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら上述したような遊技機では、遊技球が発射されると、遊技球が遊技球レー
ル（案内部）に衝突した後、遊技球レールに沿って進行し、その遊技球のエネルギーによ
って遊技球レールが外側に拡がるように傾動する。遊技球レール（案内部）が傾動すると
、遊技球の軌道が変化したり遊技球の運動エネルギーの損失が生じたりする。その結果、
遊技領域へ案内される遊技球の軌道や飛距離が不安定になるという問題が生じ得る。
【０００６】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技領域へ案
内される遊技球の軌道や飛距離を安定させることができる遊技機を提供することを目的と
している。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的を達成するために請求項１記載の遊技機は、遊技球を発射する遊技球発射装置
と、その遊技球発射装置により発射される遊技球が流下する遊技領域を形成する合成樹脂
製の遊技盤と、その遊技盤の盤面に配置され前記遊技球発射装置により発射された遊技球
を案内面に沿って前記遊技領域に案内する帯状の案内部とを備えるものにおいて、前記遊
技盤の盤面に固定される案内部補強部材を備え、その案内部補強部材は、前記遊技盤の盤
面に窪み状に形成された孔部に嵌合する嵌合凸部と、その嵌合凸部の基端側から突設され
ると共に前記案内部の案内面の反対面側に接触する反対面側突設部とを備えている。
【０００８】
【０００９】
【００１０】
【００１１】
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、遊技領域へ案内される遊技球の軌道や飛距離を安定させることができ
る効果がある。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】第１実施の形態におけるパチンコ機の正面図である。
【図２】主要な構成を展開して示すパチンコ機の斜視図である。
【図３】主要な構成を展開して示すパチンコ機の斜視図である。
【図４】パチンコ機の背面図である。
【図５】遊技部品等を配置した遊技盤の正面図である。
【図６】遊技盤の正面図である。
【図７】遊技盤の背面図である。
【図８】図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線における遊技盤の切断部端面図である。
【図９】図５のＩＸ－ＩＸ線における遊技盤の切断部端面図である。
【図１０】複数枚の遊技盤を積み重ねた状態を示す模式図である。
【図１１】案内部および案内部補強部材を固定した遊技盤の部分拡大正面図である。
【図１２】案内部および案内部補強部材を設置した遊技盤の部分拡大背面図である。
【図１３】案内部補強部材の斜視図である。
【図１４】図１１のＸＩＶ－ＸＩＶ線における遊技盤の断面図である。
【図１５】（ａ）は他の実施形態における案内部補強部材を設置した遊技盤の部分拡大背
面図であり、（ｂ）は他の実施形態における案内部補強部材を設置した遊技盤の部分拡大
背面図である。
【図１６】第２実施の形態におけるパチンコ機の主要な構成である遊技盤および構造物の
正面図である。
【図１７】遊技盤および構造物の斜視図である。
【図１８】構造物および発光部の模式図である。
【図１９】他の実施形態における遊技盤および構造物の正面図である。
【図２０】構造物の内部構造を示す模式図である。
【図２１】遊技盤の正面図である。
【図２２】（ａ）は第３実施の形態におけるパチンコ機の模式平面図であり、（ｂ）は第
４実施の形態におけるパチンコ機の模式平面図である。
【図２３】第５実施の形態におけるパチンコ機の模式平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下「パチンコ機」と称す）の実施の形態
を、図面に基づいて詳細に説明する。図１は第１実施の形態におけるパチンコ機１の正面
図である。
【００１５】
　図１に示すようにパチンコ機１は、パチンコ機１の外殻を形成する外枠２を備えている
。外枠２は、遊技ホールへの設置の際に、いわゆる島設備に取り付けられる。外枠２は、
木製の板材を全体として矩形枠状に組み合わせた状態とされ、各板材を小ネジ等の離脱可
能な締結部材により固定することによって構成されている。なお、外枠２を合成樹脂やア
ルミニウム等の金属によって構成してもよい。
【００１６】
　外枠２の一側部には、本体枠３が開閉可能に支持されている。その開閉軸線はパチンコ
機１の正面からみて左側に上下へ延びるように設定されており、その開閉軸線を軸心にし
て本体枠３が前方側に開放できるようになっている。なお、パチンコ機１には右側に遊技
球発射ハンドル８の設置箇所が設けられているため、遊技球発射ハンドル８とは反対側の
側部を中心に本体枠３を開閉可能としたということができる。
【００１７】
　本体枠３は合成樹脂、具体的にはＡＢＳ樹脂により構成されている。ＡＢＳ樹脂を用い
ることにより、比較的低コストで耐衝撃性の高い本体枠３を得ることができる。本体枠３
をアルミニウム等の金属によって構成してもよい。なお本実施の形態では、外枠２と本体
枠３とにより遊技機本体が構成されている。外枠２に代わる構成として設置枠体を遊技ホ
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ール側に予め設けておき、遊技ホールへのパチンコ機１の設置に際しては本体枠３を設置
枠体に組み付ける構成とすることも可能である。かかる構成では、本体枠３により遊技機
本体が構成される。
【００１８】
　本体枠３の前面側には、本体枠３を覆うようにして前面扉としての前扉枠４が設けられ
ている。前扉枠４は、本体枠３に対して開閉可能に取り付けられており、本体枠３と同様
、パチンコ機１の正面からみて左側に上下に延びる開閉軸線を軸心にして前方側に開放で
きる。なお、前扉枠４は本体枠３と同様、ＡＢＳ樹脂にて成形されている。
【００１９】
　前扉枠４は下部位置に、幅方向ほぼ中央部において手前側へ膨出した上膨出部５と、上
膨出部５の内側に設けられ下方にくぼんだ皿形状をなす球受皿としての上皿６とを備えて
いる。上皿６の下方位置には手前側に膨出した下膨出部７を備え、下膨出部７の内側に設
けられ下方にくぼんだ皿形状をなす球受皿としての下皿８と、下皿８の奥側の壁面を構成
する奥壁パネル９とを備えている。
【００２０】
　前面枠４は、下膨出部７よりも右方に手前側へ突出するようにして遊技球発射ハンドル
１０が設けられている。上皿６は、後述する払出装置より払い出された遊技球を一旦貯留
し、一列に整列させながら遊技球発射装置（後述する）側へ導くための球受皿である。上
膨出部５の前面側には球抜きレバー（図示せず）が設けられており、この球抜きレバーを
操作すると上皿６の最下流部付近に設けられた球抜き通路（図示略）が開放され、上皿６
内の貯留球が下皿８に排出される。また、下膨出部７の前面側には球抜きレバー１１が設
けられており、この球抜きレバー１１を操作すると下皿８の最下流部付近に設けられた球
抜き通路（図示略）が開放され、下皿８内の貯留球が排出される。
【００２１】
　前扉枠４の右下隅部には、外枠２に対する本体枠３の施錠および解錠、並びに本体枠１
３に対する前扉枠４の施錠および解錠を行うための鍵部材としてのシリンダ錠１２が配置
されている。シリンダ錠１２は施錠装置に一体化されており、施錠装置のうちシリンダ錠
１２が本体枠３の前方に突出した状態で設けられ、前扉枠４の前面に露呈している。シリ
ンダ錠１２は、本体枠３の施解錠と前扉枠４の施解錠とを共に賄う機能を有しており、鍵
穴に差し込んだキーを一方向に回すと本体枠３の施錠が解かれ、逆にキーを反対方向に回
すと前扉枠４の施錠が解かれるように構成されている。
【００２２】
　前扉枠４には遊技領域ＰＥ（後述する）のほぼ全域を前方から視認することができるよ
うにした視認窓としての窓部１３が形成されている。窓部１３は、円形に近い略楕円形状
をなしている。窓部１３は、透明なガラス１４によって前扉枠４の背面側から塞がれてい
る。なお、所定の透明性を有していれば、ガラス１４に代えて合成樹脂製板を採用するこ
とは当然可能である。
【００２３】
　前扉枠４には、窓部１３の周囲に各種ランプ等の発光手段が設けられている。これら発
光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて点灯、点滅の
ように発光態様が変更制御されることにより、遊技中の演出効果を高める役割を果たす。
例えば、窓部１３の周縁に沿ってＬＥＤ等の発光手段を内蔵した環状電飾部１５が左右対
称に設けられ、環状電飾部１５の中央であってパチンコ機１の最上部にはＬＥＤ等の発光
手段を内蔵した中央電飾部１６が設けられている。パチンコ機１では、中央電飾部１６が
大当たりランプとして機能し、大当たり状態時に点灯や点滅を行うことにより大当たり中
であることを報知する。中央電飾部１６の左右側方には、賞球払出中に点灯する賞球ラン
プ１７が設けられている。また、前扉枠４の下方位置にも、同じくＬＥＤ等の発光手段を
内蔵した下方電飾部１８が設けられている。
【００２４】
　なお、環状電飾部１５は、内外二重の樹脂カバー層とその内側に収容された発射板付き
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発光体（ＬＥＤ）とを備え、樹脂カバー層の各々の内側面には各層で縦横に交差する向き
に突条（又は波状の突起）が設けられている。外側の樹脂カバー層は透明であり、内側の
樹脂カバー層は有色である。従って、環状電飾部１５を発光させれば、多数に分散化され
た状態、又は立体感を伴った状態の電飾が実現できる。
【００２５】
　次に図２を参照してパチンコ機１の内部構成について説明する。図２は主要な構成を展
開して示すパチンコ機１の斜視図である。なお、図２では便宜上、パチンコ機１の遊技領
域ＰＥ内の図示を省略している。また、図２は前扉枠４からガラス１３を取り外した状態
を図示している。
【００２６】
　図２に示すように、本体枠３は、外形が外枠２とほぼ同一形状をなす樹脂ベース２０を
主体に構成されており、樹脂ベース２０の中央部には遊技領域ＰＥを形成する遊技盤３０
が着脱可能に装着されている。遊技盤３０は正面視して略四角形状の合成樹脂により形成
され、その周縁部が樹脂ベース２０に当接した状態で取着されている。
【００２７】
　遊技盤３０が装着される樹脂ベース２０の下方位置には、遊技球発射ハンドル１０の操
作により遊技球を発射する遊技球発射装置２１と、遊技球発射装置２１より発射された直
後に遊技球を案内するための発射レール２２とが取着されている。発射レール２２は、所
定の発射角度（打ち出し角度）にて直線的に斜め上方へ向かって延びるよう構成されてい
る。
【００２８】
　遊技盤３０は、遊技球発射装置２１から発射された遊技球を遊技盤３０上部へ案内する
ためのレール部材としてのレールユニット（外レール部３１及び内レール部３２）が取り
付けられている。外レール部３１及び内レール部３２と遊技盤３０との固定構造について
は後述する。遊技球発射ハンドル１０の回動操作に伴い発射された遊技球は、レールユニ
ットを通じて遊技領域ＰＥに案内される。レールユニットは内外二重に設けられた外レー
ル部３１及び内レール部３２を有している。外レール部３１及び内レール部３２は金属製
（ステンレス製）の帯状体により構成されている。遊技球の摺動性を確保すると共に、レ
ールユニットの耐久性を向上させるためである。
【００２９】
　内レール部３２は遊技盤３０上方の約１／４ほどを除いて略円環状に形成され、外レー
ル部３１は内レール部３２の上方開放領域を囲むように且つ内レール部３２の左側部と並
行するように略半円環状に形成されている。外レール部３１及び外レール部３２により誘
導レールが構成され、外レール部３１及び外レール部３２が所定間隔を隔てて対向する部
分により球案内通路が形成されている。また、内レール部３２は遊技領域ＰＥを区画する
ための部材であり、内レール部３２の内側に遊技領域ＰＥが形成される。
【００３０】
　外レール部３１及び外レール部３２が所定間隔を隔てて対向することにより形成される
球案内通路と遊技領域ＰＥとの境界には、戻り球防止部材３３が遊技盤３０に取着されて
いる。戻り球防止部材３３により、球案内通路から遊技領域ＰＥへと飛び出した遊技球が
球案内通路内に戻ってしまう事態が防止される。従って、遊技球発射ハンドル１０の回動
操作に伴い遊技球発射装置２１より発射された遊技球は、まずは発射レール２２に沿って
斜め上方に打ち出され、その後、遊技盤３０に固定された外レール部３１及び内レール部
３２により構成される球案内通路を通じて、遊技領域ＰＥに案内される。
【００３１】
　発射レール２２と球案内通路（外レール３１）との間には所定の大きさの隙間があり、
この隙間の下方にファール球通路２３が設けられている。従って、仮に遊技球発射装置２
１から発射された遊技球が遊技領域ＰＥに至らずファール球として球案内通路内を逆戻り
する場合には、そのファール球がファール球通路２３を介して下皿８に排出される。
【００３２】
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　本体枠３は、背面に裏パックユニット４０が配設されている。裏パックユニット４０は
、横長の略直方体形状をなす保護カバー部４１と、その保護カバー部４１の最上部に配置
される上方に開口したタンク４２とを備えて構成されている。保護カバー部４１は、可変
表示ユニット（後述する）を背面から囲むのに十分な大きさを有しており、タンク４２は
、遊技ホールの島設備から供給される遊技球が逐次補給される部位である。裏パックユニ
ット４０は本体枠３に対して回動可能に片持ち支持されている。
【００３３】
　次に図３及び図４を参照して、パチンコ機１の背面構成を説明する。図３は主要な構成
を展開して示すパチンコ機１の斜視図であり、図４はパチンコ機１の背面図である。なお
、図３は、本体枠３に対して保護カバー部４１及びタンク４２を回動して遊技盤３０の背
面を開放した状態を示している。
【００３４】
　図３に示すように遊技盤３０の背面には、遊技盤３０の略中央に配置される可変表示ユ
ニット４３が固定されており、その背面側に積み重ねられた状態で表示制御手段としての
表示制御装置４４が固定されている。遊技盤３０の背面に固定された表示制御装置４４の
下方位置には、第１制御基板ユニット４５が装着されている。第１制御基板ユニット４５
は、主制御装置（主基板）と音声ランプ制御装置（音声ランプ制御基板）とを備えるユニ
ットである。
【００３５】
　図４に示すように、第１制御基板ユニット４５の下方位置には第２制御基板ユニット４
６が装着されている。第２制御基板ユニット４６は、払出制御装置（払出制御基板）、発
射制御装置（発射制御基板）及び電源装置（電源基板）を備えるユニットである。
【００３６】
　次に図５を参照して各種の遊技部品等が配置された遊技盤３０について説明する。図５
は遊技部品等を配置した遊技盤３０の正面図である。遊技盤３０は、射出成形によって一
体成形される透光性を有する合成樹脂製の部材であり、前後方向に貫通する大小複数の開
口部が射出成形時に形成される。各開口部にはスルーゲート３４、可変入賞装置３５、ス
ルーチャッカー（始動口）３６、入賞口３７、一般入賞口３８、可変表示ユニット４３及
びセンターフレーム４７等がそれぞれ設けられている。それらは、ドリル等により穿設さ
れた下穴（ネジ挿通孔）にネジ等を螺挿することにより遊技盤３０の表面に取り付けられ
ている。
【００３７】
　本実施の形態では、可変表示ユニット４３が遊技盤３０の略中央に配置され、その下方
にスルーチャッカー（始動口）３６が配置され、さらにその下方に入賞口３７が配置され
ている。また、可変表示ユニット４３の右側にスルーゲート３４が配置され、遊技盤３０
の下部両側に一般入賞口３８がそれぞれ複数配置されている。入賞口３７には、所定の条
件下で作動状態（開放状態）となる電動役物が付随的に設けられている。
【００３８】
　可変入賞装置３５、入賞口３７及び一般入賞口３８に遊技球が入ると、それが検出スイ
ッチ（図示せず）により検出され、その検出結果に基づいて上皿６（場合によっては下皿
８）に対し所定数の賞品球が払い出される。その他に、遊技盤３０の下部にはアウト口３
９が設けられており、各種入賞口等に入らなかった遊技球はアウト口３９を通って図示し
ない球排出路の方へと案内される。アウト口３９は、成形金型の設計により遊技盤３０の
成形時に厚さ方向に貫通形成される。
【００３９】
　また、可変表示ユニット４３には、始動口３６への入賞をトリガとして図柄を変動表示
する図柄表示装置４３ａが設けられている。この図柄表示装置４３ａは８インチサイズの
比較的大型の液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構成されており、表示制御装
置により表示内容が制御される。図柄表示装置４３ａには、例えば左、中及び右に並べて
図柄が表示され、これらの図柄が上下方向にスクロールされるようにして可変表示される
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。なお、図柄表示装置４３ａは、８インチ以外の１０インチ、７インチ等の液晶ディスプ
レイを備えたもの、ワイドサイズのディスプレイを備えたもの、又はＣＲＴ、ドットマト
リックス、７セグメント等その他のタイプにより表示画面を構成したものであってもよい
。この図柄表示装置４３ａを囲むようにしてセンターフレーム４７が配設されている。
【００４０】
　センターフレーム４７は前後方向に貫通した枠体形状とされており、前面に各種の飾り
が設けられている。センターフレーム４７は図柄表示装置４３ａを取り囲んで、可変表示
ユニット４３が装着された開口部６１内に遊技球が進入するのを防ぐと共に、遊技盤３０
の盤面からセンターフレーム４７内に進入した遊技球を再び盤面に導出する機能を有して
いる。
【００４１】
　また、遊技盤３０には、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植
設されると共に、風車（図示せず）等の各種部材（役物）が配設されている。なお、釘や
風車は、ドリル等により遊技盤３０に下穴（釘挿通孔）を穿設し、その下穴に打ち込むこ
とにより遊技盤３０に取り付けられる。釘や風車が打ち込まれることによって遊技盤３０
が割れるのを防止するためである。
【００４２】
　外レール部３１の外側（内レール部３２と反対側）には、外レール部３１（遊技球の案
内部）を補強するための案内部補強部材５０が固定されている。案内部補強部材５０の構
成については後述する。遊技盤３０の周縁部近傍の対角位置の２箇所には突出ピン６０が
立設されている。
【００４３】
　また、遊技盤３０の表面には、透光性を有する合成樹脂製のフィルムが貼り付けられて
いる。そのフィルムは、印刷により着色された複数の印刷部が形成されている。それら複
数の印刷部は透光性に差が設けられており、透光性のない不透明部分も設けられている。
これにより、遊技盤３０の背面側から遊技盤３０に向けて光を照射すれば、印刷部の透光
性の差によって印刷部に明暗が生じるので、演出効果を高めることができる。
【００４４】
　次に図６及び図７を参照して遊技盤３０について説明する。図６は遊技盤３０の正面図
であり、図７は遊技盤３０の背面図である。なお、図６及び図７は、ネジ等が螺挿される
下穴（ネジ挿通孔）や釘や風車が打ち込まれる下穴（釘挿通孔）が遊技盤３０に穿設され
る前の状態を示している。
【００４５】
　図６に示すように、遊技盤３０には開口部６１～６７、孔部６８，６９が厚さ方向に貫
通形成されている。開口部６１は可変表示ユニット４３及びセンターフレーム４７が取着
される貫通孔であり、開口部６２は突出ピン６０が取着される貫通孔である。開口部６３
はスルーゲート３４が取着される貫通孔であり、開口部６４は可変入賞装置３５及び一般
入賞口３８が取着される貫通孔である。開口部６５はスルーチャッカー（始動口）３６が
取着される貫通孔であり、開口部６６は入賞口３７が取着される貫通孔であり、開口部６
７は一般入賞口３８が取着される貫通孔である。
【００４６】
　また、孔部６８は、外レール部３１及び内レール部３２にスポット溶接された嵌合ピン
（後述する）が嵌挿される貫通孔であり、外レール部３１及び内レール部３２が配置され
る略円環状の曲線上に所定の間隔をあけて点在している。孔部６９は案内部補強部材５０
が装着される貫通孔であり、遊技盤３０を正面視して左右の中心より左側の下方位置に貫
通形成されている。なお、孔部６８，６９は内径（孔径）が小さいので、遊技盤３０の成
形後にドリル等により穿設される。
【００４７】
　図７に示すように遊技盤３０は、遊技盤３０の背面の略中央部に位置し背面視における
外形が略円形状に形成される肉厚部７０と、その肉厚部７０の周囲に形成され背面視にお
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ける外形が略円形状に形成される傾斜面部７１と、その傾斜面部７１の周囲に形成され背
面視における外形が略矩形状に形成される肉薄部７２と、その肉薄部７２の周囲に立設さ
れる周縁部補強リブ７３とを備えて一体成形されている。
【００４８】
　次に図８を参照して、遊技盤３０の断面形状について説明する。図８は図７のＶＩＩＩ
－ＶＩＩＩ線における遊技盤３０の切断部端面図である。図８に示すように、遊技盤３０
は盤面側（前面側、図８下側）が平坦面として形成されており、肉厚部７０は、背面側（
図８上側）に形成され板厚が略一定に設定されている。傾斜面部７１は、肉厚部７０に連
設され遊技盤３０の周縁に近づくにつれて（外周に向かうにつれて）板厚が次第に小さく
なるように形成されている。肉薄部７２は、傾斜面部７１の周囲に連設され肉厚部７０の
板厚よりも小さい板厚に設定されている。外周縁補強リブ７３は、肉薄部７２の剛性を向
上させるための部位であり、肉薄部７２の周囲に連設され肉薄部７２の外周縁から背面側
に突出している。なお、外周縁補強リブ７３の高さ（図８上下方向）は肉厚部７０の厚さ
より大きい値に設定されているので、遊技盤３０を本体枠３の樹脂ベース２０に装着する
ために外周縁補強リブ７３の背面側端部を樹脂ベース２０の前面に当接させるときに、肉
厚部７０が樹脂ベース２０と干渉することを防止できる。
【００４９】
　図７に戻って説明する。肉厚部７０は遊技盤３０の背面側の略中央部に位置し、肉厚部
７０の前面側には遊技領域ＰＥが形成される。遊技領域ＰＥには遊技球と干渉する釘が植
設されるので、遊技領域ＰＥが形成される遊技盤３０の略中央部に肉厚部７０を形成し板
厚を確保することで、肉厚部７０に植設される釘の保持力を確保できる。
【００５０】
　また、遊技盤３０は、肉厚部７０の板厚が外周縁補強リブ７３の高さより小さく設定さ
れているので、外周縁補強リブ７３の高さを板厚とする一様な厚さの遊技盤と比較して軽
量化できる。肉厚部７０の板厚を外周縁補強リブ７３の高さより小さく設定した分だけ、
その肉厚部７０の背面側にスペースを設けることができるので、その背面側のスペースに
装飾物等を配置することが可能となる。その背面側のスペースにＬＥＤ等の発光素子を配
置することも可能となるため、演出効果を向上させることができる。
【００５１】
　さらに、肉厚部７０と外周縁補強リブ７３との間に、肉厚部７０より板厚の小さい肉薄
部７２が形成されているので、肉厚部７０の板厚と肉薄部７２の板厚との差分だけ合成樹
脂量を減らすことができる。これにより遊技盤３０をさらに軽量化できる。また、肉薄部
７２の板厚を外周縁補強リブ７３の高さより小さく設定した分だけ、肉薄部７２の背面側
にスペースを設けることができるので、その背面側のスペースに装飾物等を配置すること
が可能となる。その背面側のスペースにＬＥＤ等の発光素子を配置することも可能となる
ため、演出効果を向上させることができる。
【００５２】
　また、肉薄部７２の外周縁に外周縁補強リブ７３が起立されているので、肉薄部７２の
剛性を向上できると共に、肉厚部７０及び肉薄部７２の反り等の変形を防止できる。これ
により遊技盤３０の盤面の平坦性を確保できる。
【００５３】
　肉厚部７０の外周に傾斜面部７１が形成されている。傾斜面部７１は、肉厚部７０から
外側に向かうにつれ厚さが次第に小さくなるように設定され肉薄部７２に連成されている
。これにより、遊技盤３０の成形時に、肉厚部７０と肉薄部７２との厚さの違いによる変
形が生じることを抑制できる。即ち、遊技盤３０は成形金型のキャビティに合成樹脂を溶
融充填して成形され、硬化後、成形金型から成形体が取り出される。成形体の冷却速度は
、厚さの小さい肉薄部７２の方が厚さの大きい肉厚部７０より速いので、冷却速度の違い
により残留応力が生じ、遊技盤３０に反り等の変形が生じ易くなるが、肉薄部７２と肉厚
部７０との間に連成される傾斜面部７１により、冷却速度の違いによる残留応力の発生を
緩衝できる。その結果、遊技盤３０に反り等の変形を生じ難くできる。
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【００５４】
　肉厚部７０と傾斜面部７１との境界に形成される孔部６８は、内レール部３２にスポッ
ト溶接された嵌合ピン（後述する）が嵌挿される部位である。肉厚部７０と傾斜面部７１
との境界より遊技盤３０の外周縁側に位置し、薄肉部７２や周縁部補強リブ７３に形成さ
れる孔部６８は、外レール部３１にスポット溶接された嵌合ピン（後述する）が嵌挿され
る部位である。孔部６８は、背面側に向かって孔部６８の周囲から起立する円筒状の突出
部６８ａが連設されている。孔部６８は遊技盤３０を厚さ方向に貫通している。
【００５５】
　孔部６８の周囲に突出部６８ａが形成されているので、孔部６８の周囲の板厚を大きく
することができる。その結果、孔部６８の内周に嵌合ピンが加える単位面積当たりの荷重
を小さくできるので、孔部６８の周囲（特に肉薄部７２）に亀裂を生じ難くできる。また
、突出部６８ａにより孔部６８の深さ（遊技盤３０の前後方向）を大きくできるので、嵌
合ピンの保持力を大きくできる。これにより、外レール部３１や内レール部３２を遊技盤
３０の盤面に強固に固定できる。
【００５６】
　また、内レール部３２にスポット溶接された嵌合ピンが嵌挿される突出部６８ａ（孔部
６８）は肉厚部７０と傾斜面部７１との境界に形成され、突出部６８ａの外周に肉厚部７
０及び傾斜面部７１が連設される。肉厚部７０及び傾斜面部７１の板厚は肉薄部７２の板
厚より大きいので、肉厚部７０及び傾斜面部７１に対する突出部６８ａの突出長を、肉薄
部７２に対する突出部６８ａの突出長より小さくできる。その結果、肉厚部７０及び傾斜
面部７１に対する突出部６８ａの曲げモーメントを、肉薄部７２に対する突出部６８ａの
曲げモーメントより小さくできるので、肉厚部７０及び傾斜面部７１に突設された突出部
６８ａの曲げ強さを、肉薄部７２に突設された突出部６８ａの曲げ強さより向上できる。
【００５７】
　加えて、肉厚部７０と傾斜面部７１との境界に形成された突出部６８ａに形成された孔
部６８に、内レール部３２にスポット溶接された嵌合ピンが嵌挿される。遊技領域ＰＥが
形成される内レール部３２の内側に肉厚部７０を設けることにより、釘や風車等の保持力
を確保できる。肉厚部７０と傾斜面部７１との境界に、内レール部３２にスポット溶接さ
れた嵌合ピンが嵌挿される突出部６８ａ（孔部６８）を設けることで、肉厚部７０の面積
が過剰に増加することを防止できる。遊技領域ＰＥが形成される領域（内レール部３２内
）の外側に肉厚部７０を拡大しないようにすることで、遊技盤３０を形成する合成樹脂量
を削減し、遊技盤３０の質量が必要以上に大きくなることを防止できる。
【００５８】
　アウト口３９は、遊技盤３０の下部位置の肉厚部７０と傾斜面部７１との境界に形成さ
れ、遊技盤３０の厚さ方向に貫通している。アウト口３９の周囲には補強リブ３９ａが背
面側に向かって立設され、補強リブ３９ａは遊技盤３０と一体に形成されている。補強リ
ブ３９ａは、遊技領域ＰＥからアウト口３９に進入した遊技球の通路を構成すると共に、
アウト口３９の周囲を補強し剛性を向上させることができる。
【００５９】
　孔部６９は、案内部補強部材５０の嵌合凸部（後述する）が嵌挿される部位であり、肉
薄部７２に貫通形成されている。孔部６９の周囲に突出部６９ａが形成されているので、
孔部６９の周囲の板厚を大きくすることができる。その結果、孔部６９の内周に嵌合凸部
が加える単位面積当たりの荷重を小さくできるので、孔部６９の周囲（肉薄部７２）に亀
裂を生じ難くできる。また、突出部６９ａにより孔部６９の深さ（遊技盤３０の前後方向
）を大きくできるので、嵌合凸部の保持力を大きくできる。これにより、案内部補強部材
５０を遊技盤３０の盤面に強固に固定できる。
【００６０】
　外周縁補強リブ７３は、背面側（図７紙面手前側）の端面の一部を高さ方向に窪ませた
（リブの高さを低くした）窪み部７３ａ，７３ｂ，７３ｃが形成されている。窪み部７３
ａ，７３ｃは、外周縁補強リブ７３（左右のリブ）の対向位置に形成され、窪み部７３ｂ
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は、窪み部７３ａ，７３ｃが形成された外周縁補強リブ７３（左右のリブ）と交わる外周
縁補強リブ７３（下部のリブ）に形成されている。外周縁補強リブ７３の対向位置に窪み
部７３ａ，７３ｃが形成されているので、成形された遊技盤３０を、上面に平坦面が形成
された台の上に外周縁補強リブ７３を下に向けて（背面側を下に向けて）置いた場合には
、その平坦面と遊技盤３０（外周縁補強リブ７３）との間に窪み部７３ａ，７３ｃの分だ
け隙間ができる。その隙間に手の指先等を差し込み、差し込んだ指先等を手掛かりとして
平坦面の上に置かれた遊技盤３０を持ち上げることができる。
【００６１】
　これに対し、外周縁補強リブ７３の背面側の端面に窪み部７３ａ，７３ｂ，７３ｃが形
成されていない場合には、上面に平坦面が形成された台の上に外周縁補強リブ７３を下に
向けて（背面側を下に向けて）遊技盤３０を置くと、外周縁補強リブ７３の背面側の端面
の全周が平坦面に密接する（隙間ができない）。その場合には外周縁補強リブ７３と平坦
面（台）との間に手の指先等を差し込み難いので、遊技盤３０を持ち上げ難いという問題
が生じる。本実施の形態によれば、外周縁補強リブ７３に窪み部７３ａ，７３ｂ，７３ｃ
を形成することで、この問題を解決できる。
【００６２】
　開口部６２は、突出ピン６０が取着される貫通孔であり、遊技盤３０の対角位置の２箇
所に形成されている。開口部６２の周囲には補強リブ６２ａが背面側に向かって立設され
ており、補強リブ６２ａは外周壁補強リブ６２ａに連成されている。
【００６３】
　なお、補強リブ３９ａ，６２ａ、突出部６８ａ，６９ａの高さは周縁部補強リブ７３の
高さと略同一に設定されている。これにより、上面に平坦面が形成された台の上に外周縁
補強リブ７３を下に向けて（背面側を下に向けて）遊技盤３０が置かれた状態で、遊技盤
３０の盤面（前面）に荷重が加えられたときには、補強リブ３９ａ，６２ａ、突出部６８
ａ，６９ａ及び周縁部補強リブ７３で荷重を受けることができる。
【００６４】
　これに対し、補強リブ３９ａ，６２ａ、突出部６８ａ，６９ａが形成されていない場合
には、遊技盤３０が盤面に荷重を受けると、肉厚部７０及び肉薄部７２に曲げ変形が生じ
る。変形が大きくなると、周縁部補強リブ７３と肉薄部７２との境界近傍が割れてしまう
ことがある。本実施の形態によれば、補強リブ３９ａ，６２ａ、突出部６８ａ，６９ａの
高さを周縁部補強リブ７３の高さと略同一に設定することにより、盤面に受ける荷重によ
り肉厚部７０及び肉薄部７２に曲げ変形が生じることを抑制できるので、この問題を解決
できる。
【００６５】
　特に、外レール部３１及び内レール部３２を固定するための突出部６８ａは、略半円環
状の線上に位置し遊技盤３０に広く点在しているので、遊技盤３０の盤面の特定箇所に集
中荷重が負荷された場合にも、遊技盤３０の盤面に大きな曲げ変形が生じることを防止で
きる。これにより、遊技盤３０に釘を植設したり各種の遊技部品を取着したりするとき等
に、遊技盤３０に負荷される荷重によって遊技盤３０が破損することを防止できる。
【００６６】
　次に図９を参照して、開口部６２及び突出ピン６０について説明する。図９は図５のＩ
Ｘ－ＩＸ線における遊技盤３０の切断部端面図である。図９に示すように、突出ピン６０
は、遊技盤３０とは別部材で構成される略円柱状の部材であり、外周面から径方向（図９
左右方向）に張り出す鍔部６０ａと、鍔部６０ａから軸方向他方側に延出する嵌挿部６０
ｂとが連設されている。嵌挿部６０ｂは開口部６２へ嵌挿される部位であり、鍔部６０ａ
は、開口部６２へ嵌挿される嵌挿部６０ｂの挿入深さを規制するための部位である。一方
、遊技盤３０の盤面には、鍔部６０ａを受け入れる凹陥部６２ｂが形成されている。凹陥
部６２ｂは、開口部６２の周囲に鍔部６０ａの厚さと略同一の深さで連設されている。な
お、突出ピン６０の直径は、嵌挿部６０ｂの直径（開口部６２の内径）より少し小さめに
形成されている。
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【００６７】
　補強リブ６２ａは、背面側（図９下側）の端面が、周縁部補強リブ７３の背面側（図９
下側）の端面と略同一の高さ位置に設定されている。これにより、開口部６２の深さ（図
９上下方向）を大きくすることができるので、嵌挿部６０ｂが開口部６２に嵌挿される挿
入深さを大きくすることができる。これに対し、補強リブ６２ａが形成されていない場合
には、開口部６２の深さは肉薄部７２の板厚と同じになる。その場合には、本実施の形態
と比較して、嵌挿部６０ｂを開口部６２に保持する保持力が小さくなり、突出ピン６０が
ガタついたり抜け易くなったりする。本実施の形態のように補強リブ６２ａを設けること
で、それを防止できる。
【００６８】
　また、開口部６２に嵌挿部６０ｂを嵌挿した遊技盤３０は、鍔部６０ａがあるので、遊
技盤３０の盤面から所定の長さだけ突出ピン６０が突出する。一方、補強リブ６２ａは、
背面側（図９下側）に、突出ピン６０の盤面からの突出長より深い窪み（孔）が形成され
るように設定される。突出ピン６０の直径は嵌挿部６０ｂの直径（開口部６２の内径）よ
り少し小さめに形成されているので、複数枚の遊技盤３０を積み重ねた場合には、一の遊
技盤３０の盤面から突出した突出ピン６０が、他の遊技盤３０の背面側から補強リブ６２
ａ内の窪み（孔）に挿入される。その結果、平置きした状態で積み重ねられた遊技盤３０
の盤面方向への位置ずれを防止できる。
【００６９】
　なお、本実施の形態のように突出ピン６０を遊技盤３０とは別部材として構成すること
により、遊技盤３０の成形後、開口部６２に突出ピン６０を嵌合するまでの間、遊技盤３
０の盤面から突出ピン６０が突出しないようにできる。これにより、遊技盤３０の成形後
、開口部６２に突出ピン６０を嵌合するまでの間、突出ピン６０が遊技盤３０の搬送の妨
げになったり突出ピン６０が破損したりすることを防止できる。また、開口部６２に突出
ピン６０を嵌合した後、パチンコ機１を組み立てる場合などに突出ピン６０が不要になれ
ば、突出ピン６０を開口部６２から抜き取ることが可能である。これにより、パチンコ機
１の組み立て等を円滑に行うことができる。
【００７０】
　また、遊技盤３０の成形時に、突出ピンを遊技盤と一体に形成することも可能である。
本実施の形態のように突出ピン６０を遊技盤３０に嵌合する（差し込む）場合には、突出
ピン６０を別部材として準備し、突出ピン６０を遊技盤３０に差し込む作業が必要となる
。これに対し、突出ピンを遊技盤と一体に形成することにより、突出ピン６０を別部材と
して準備することを不要にできるので、部品点数を削減できる。また、突出ピン６０を遊
技盤３０に差し込む作業を不要にできる。
【００７１】
　図１０は複数枚の遊技盤３０を積み重ねた状態を示す模式図である。遊技盤３０は、合
成樹脂を成形金型に溶融充填して一体に成形され、平坦な盤面（前面）の背面側に外周縁
補強リブ７３が立設される。合成樹脂製の遊技盤３０は、積み重ねて搬送する場合に、従
来の木製合板製の遊技盤を積み重ねて搬送する場合と比較して、位置がずれて滑り落ち易
いという問題が生じる。合成樹脂製の遊技盤３０は木製合板の遊技盤と比較して、盤面の
表面平滑性が高く摩擦係数が小さいので滑り易いからである。
【００７２】
　これに対し、本実施の形態によれば、一の遊技盤３０の突出ピン６０を、他の遊技盤３
０の補強リブ６２ａ内の窪み（孔）に挿入することで、遊技盤３０を積み重ねて搬送し易
くできる。また、外周縁補強リブ７３の端面に形成された窪み部７３ａが作る隙間に手の
指先等を差し込み易いので、遊技盤３０を持ち上げ易くできる。また、窪み部７３ａ，７
３ｃが外周縁補強リブ７３の対向位置に形成されているので、左右から手の指先等を窪み
部７３ａ，７３ｃに差し込むことでバランス良く持ち上げることができる。さらに、窪み
部７３ａ，７３ｃが形成された外周縁補強リブ７３（図７左右に位置する）と交差する外
周縁補強リブ７３（図７下に位置する）に窪み部７３ｂが形成されているので、遊技盤３
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０の三方から遊技盤３０を支持することができ、遊技盤３０をバランス良く搬送できる。
【００７３】
　次に図１１から図１４を参照して、案内部補強部材５０について説明する。図１１は案
内部（外レール部３１）及び案内部補強部材５０を固定した遊技盤３０の部分拡大正面図
であり、図１２はその部分拡大背面図であり、図１３は案内部補強部材５０の斜視図であ
る。案内部補強部材５０は、遊技球発射装置２１から発射された遊技球が最初に衝突する
外レール部３１が揺動することを防止するための部材である。案内部補強部材５０が外レ
ール部３１に宛がわれることで、外レール部３１の揺動が防止される。その結果、遊技球
の軌道や遊技球の遊技領域ＰＥへの飛距離を安定にすることができる。
【００７４】
　まず図１１を参照して、外レール部３１について説明する。外レール部３１は金属製（
ステンレス製）の帯状の薄板により形成されており、外レール部３１の長手方向の側縁に
嵌合ピン３１ａが適宜の間隔をあけてスポット溶接されている。その嵌合ピン３１ａが遊
技盤３０に形成された孔部６８に嵌挿されることにより、外レール部３１が遊技盤３０に
立設される。
【００７５】
　また、外レール部３１は、長手方向の端縁が屈曲されて略Ｕ字状に折り返された屈曲部
３１ｂを備えている。屈曲部３１ｂは、外レール部３１の長手方向の端縁が揺動すること
を防止するための部位であり、遊技球発射装置２１から発射される遊技球が案内される外
レール部３１の案内面３１ｃの反対面側（裏面側）に屈曲される。これにより、遊技球発
射装置２１から発射された遊技球が外レール部３１の案内面３１ｃに衝突したときに、外
レール部３１の縁端側が案内面３１ｃの反対面側（裏面側）に傾動することを防止できる
。
【００７６】
　案内部補強部材５０は、屈曲部３１ｂと案内部補強部材５０との間に嵌合ピン３１ａが
配される位置に設けられる。即ち、案内部補強部材５０は嵌合ピン３１ａ間に配置される
。適宜の間隔をあけて嵌合ピン３１ａは外レール部３１に固定されるので、外レール部３
１は嵌合ピン３１ａ間で揺動し易い。しかし、嵌合ピン３１ａ間に案内部補強部材５０を
配置することで、外レール部３１が嵌合ピン３１ａ間で揺動することを抑制できる。
【００７７】
　次に案内部補強部材５０の詳細な構成を説明する。図１１及び図１３に示すように、案
内部補強部材５０は、正面視して（遊技盤３０の盤面側から見て）略台形状に形成される
と共に外レール部３１の案内面３１ｃの反対面側に位置する基体部５１と、その基体部５
１に立設される反対面側突設部５２と、その反対面側突設部５２が立設される向きと反対
向きに基体部５１から突設される嵌合凸部５５とを主に備えて構成されている。
【００７８】
　基体部５１は、遊技盤３０の盤面に密着すると共に外レール部３１に沿って配置される
板状の部位であり、反対面側突設部５２は、基体部５１に対して略垂直に立設されると共
に基体部５１の縁部に壁状に設けられる部位である。反対面側突設部５２は外レール部３
１に沿わせて設けられ、基体部５１は外レール部３１から離れる方向に後端側が延設され
ている。その結果、基体部５１及び反対面側突設部５２は、側面視して略Ｌ字状の形状に
形成されている。
【００７９】
　反対面側突設部５２は、頂部から基体部５１側（盤面側）へ向かって下降傾斜する傾斜
部５２ａと、その傾斜部５２ａに連設されると共に外レール部３１に対面して少なくとも
一部が接触する接触部５２ｂとを備えている。基体部５１及び反対面側突設部５２の一側
縁に嵌合凸部５５が突設されている。また、基体部５１及び反対面側突設部５２の一側縁
と対向する他側縁に、反対面側突設部５２に沿って棒状の柱状部５３が立設されている。
柱状部５３は反対面側突設部５２の曲げ剛性を向上させるための部位であり、基体部５１
及び反対面側突設部５２と一体に形成され、接触部５２ｂの裏面側に位置する。これによ
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り、柱状部５３が形成されていないものと比較して、柱状部５３の軸線方向に対して反対
面側突設部５２を曲げ変形し難くすることができる。
【００８０】
　本実施の形態では、柱状部５３は、柱状部５３の軸線に沿って略中央に孔部（縦穴部５
３ａ）が形成された円筒状に形成されている。柱状部５３を、縦穴部５３ａが形成された
円筒状とすることにより、縦穴部５３ａが形成されていない中実状の柱状部（外径は同一
とする）と比較して、ねじり剛性を向上しつつ柱状部５３を軽量化できる。その結果、柱
状部を、縦穴部５３ａが形成されていない中実状とする場合と比較して、反対面側突設部
５２のねじり剛性を向上（変形し難く）しつつ質量が過剰に増加することを防止できる。
【００８１】
　柱状部５３は、略三角形状の補強部５４が外周縁の軸線方向に延設されている。補強部
５４は柱状部５３を補強するための部材であり、頂部側から底部側に向かうにつれ断面積
が次第に大きくなるように設定され、底部が、遊技盤３０の盤面に密着するように設定さ
れる。略三角形状の補強部５４が柱状部５３に延設されると共に、柱状部５３の底部が遊
技盤３０の盤面に密着するように設定されるので、柱状部５３をさらに曲げ変形し難くで
きる。
【００８２】
　基体部５１は、嵌合凸部５５が突設される一側縁の長さが、一側縁と対向する他側縁の
長さより短く設定されている。基体部５１の他側縁が柱状部５３及び補強部５４の底部側
に連設されることで、基体部５１の底面積が、基体部５１の一側縁から他側縁に向かうに
つれ次第に大きくなるように設定されている。嵌合凸部５５から遠い位置にある基体部５
１の底面積を、嵌合凸部５５に近い位置にある基体部５１の底面積より大きくすることで
、嵌合凸部５５から遠い位置の底面積不足を防止できる。その結果、嵌合凸部５５から遠
い位置の反対面側突設部５２の揺動を抑制できる。
【００８３】
　なお、案内部補強部材５０は外レール部３１に沿って配設される基体部５１を備えてい
るので、図１１に示すように、嵌合凸部５５の軸線の位置に対して基体部５１の位置を外
レール部３１の端部（屈曲部３１ｂ）側にずらすことができる。その結果、遊技盤３０に
外レール部３１を固定する嵌合ピン３１ａの位置と、反対面側突設部５２（接触部５２ｂ
）との位置とを近づけることができる。外レール部３１を固定する嵌合ピン３１ａに接触
部５２ｂを近づけることにより、嵌合ピン３１ａと接触部５２ｂとの間で外レール部３１
を撓み難くできる。その結果、案内部補強部材５０により外レール部３１を効果的に補強
できる。
【００８４】
　嵌合凸部５５は、遊技盤３０に対して案内部補強部材５０を固定するため、遊技盤３０
に形成された孔部６９に嵌合される部位であり、本実施の形態では、略円柱状に形成され
ている。嵌合凸部５５は、先端に丸みを帯びた縮径部５５ａが形成されている。縮径部５
５ａは、軸線と直交する断面の面積が先端側に向かうにつれて次第に小さくなるように設
定される部位である。縮径部５５ａが形成されているので、嵌合凸部５５を孔部６９に嵌
挿し易くできる。また、嵌合凸部５５及び孔部６９が断面略円形状に形成されているので
、案内部補強部材５０を孔部６９に挿入するときの細かな位置調整を省略できる。その結
果、案内部補強部材５０の孔部６９への挿入作業の作業性を向上できる。
【００８５】
　図１２を参照して、嵌合凸部５５について説明する。図１２は、案内部（外レール部３
１）及び案内部補強部材５０を設置した遊技盤３０の部分拡大背面図である。なお、図１
２では、遊技盤３０の盤面に配置される外レール部３１の位置を想像線（二点鎖線）によ
り図示している。
【００８６】
　図１２に示すように、嵌合凸部５５は、外周面の一部が窪み状に形成された凹部５６を
備えている。凹部５６により嵌合凸部５５の外周面の一部が窪み状に形成されるので、孔
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部６９に嵌合凸部５５を嵌合するときには、嵌合凸部５５の外周面と孔部６９の内周面と
の接触面積を小さくできる。その結果、孔部６９に嵌合凸部５５を嵌合するときの孔部６
９及び嵌合凸部５５の単位面積あたりの垂直効力を大きくできる。これにより、孔部６９
に嵌合凸部５５を嵌合するときに孔部６９又は嵌合凸部５５を変形（弾性変形または塑性
変形）させ易くすることができるので、嵌合凸部５５を孔部６９に嵌合し易くできる。
【００８７】
　また、凹部５６は、嵌合凸部５５の軸方向に沿って形成されているので、上述した凹部
５６の効果を、嵌合凸部５５の軸方向に沿って得ることができる。さらに、凹部５６は嵌
合凸部５５の先端から基端に亘って形成されているので、凹部５６の効果を、嵌合凸部５
５の先端から基端に亘って得ることができる。
【００８８】
　本実施の形態では、凹部５６は、嵌合凸部５５の先端から基端に向けてすりわり状に形
成されている。その結果、すりわりによる嵌合凸部５５の弾性変形を利用して、孔部６９
に嵌合凸部５５を嵌合させることができる。これにより、嵌合凸部５５を孔部６９に嵌合
し易くできる。さらに、嵌合凸部５５の弾性変形を利用することで孔部６９と嵌合凸部５
５とに隙間が生じることを防止できる。その結果、孔部６９に嵌合された嵌合凸部５５を
ガタつき難くできる。
【００８９】
　さらに、本実施の形態では、嵌合凸部５５の軸方向（図１２紙面垂直方向）からみた凹
部５６のすりわりの方向が、外レール部３１の長手方向と非平行に配置されている。これ
により、帯状の外レール部３１の案内面３１ｃに沿って遊技領域ＰＥへ向けて進行する遊
技球によって案内面３１ｃが反対面側（図１２下側）に押されたときに、嵌合凸部５５を
弾性変形し難くできる。これにより、案内部補強部材５０を傾動させ難くできる。
【００９０】
　即ち、嵌合凸部５５は、すりわりの方向と平行な荷重によって弾性変形し難く、すりわ
りの方向と直交する荷重によって弾性変形し易い。すりわりの方向と平行な荷重が嵌合凸
部５５に負荷されると、スリット状の凹部５６の隙間を小さくするように嵌合凸部５５が
変形するからである。そのため、嵌合凸部５５のすりわりの方向を外レール部３１の長手
方向と平行となるように案内部補強部材５０を配置すれば、外レール部３１の案内面３１
ｃが反対面側に押されたときには、嵌合凸部５５の弾性変形により外レール部３１が傾動
し易い。これに対し、嵌合凸部５５のすりわりの方向を外レール部３１の長手方向と非平
行となるように案内部補強部材５０を配置すれば、外レール部３１の案内面３１ｃが反対
面側に押されたときに嵌合凸部５５を弾性変形し難くできる。これにより、案内部補強部
材５０を傾動させ難くできる。
【００９１】
　特に、外レール部３１の長手方向と凹部５６のすりわりの方向とを直交させることによ
り、すりわりの方向と平行な荷重によって嵌合凸部５５を最も弾性変形させ難くできる。
これにより、外レール部３１の傾動につれて案内部補強部材５０が一緒に傾動してしまう
ことを抑制できる。その結果、遊技球の進行に伴って外レール部３１が傾動することを抑
制することができ、外レール部３１に沿って進行する遊技球の軌道や飛距離を安定させる
ことができる。
【００９２】
　なお、外レール部３１の長手方向と凹部５６のすりわりの方向とを非直交とすることに
より、すりわりの方向と平行な荷重によって嵌合凸部５５の弾性変形を利用することは可
能である。特に、外レール部３１の長手方向と凹部５６のすりわりの方向とを平行とする
ことにより、嵌合凸部５５の弾性変形を最も積極的に利用することが可能となる。遊技球
の進行による外レール部３１の傾動につれて、案内部補強部材５０（反対面側突設部５２
）を一緒に傾動させて嵌合凸部５５を弾性変形させ、その嵌合凸部５５の復元力により、
案内部補強部材５０（反対面側突設部５２）及び外レール部３１を元の位置に復元させる
ことが可能である。嵌合凸部５５の弾性変形を利用することにより、繰り返し入力される



(51) JP 2016-193282 A 2016.11.17

荷重（遊技球による荷重）によって案内部補強部材５０が破損することを抑制できる。そ
の結果、外レール部３１の傾動を案内部補強部材５０が規制できなくなることを抑制する
ことができ、外レール部３１に沿って進行する遊技球の軌道や飛距離を安定させることが
できる。
【００９３】
　また、嵌合凸部５５には、嵌合凸部５５の略中央に軸線（図１２紙面垂直方向）に沿っ
て、凹部５６に連設された断面略円形状の凹欠部５６ａが形成されている。凹欠部５６ａ
が形成されているので、嵌合凸部５５の略中央（軸線付近）の断面積を小さくすることが
できる。これにより、軸線方向視における凹部５６の両側の嵌合凸部５５の断面形状を略
扇状にすることができる。その結果、すりわりの方向と平行な荷重が嵌合凸部５５に負荷
されるときに、凹欠部５６ａの断面積を小さくするように嵌合凸部５５を変形させること
ができる。これにより、凹欠部５６ａによる嵌合凸部５５の弾性変形を利用して、孔部６
９に嵌合凸部５５を嵌合させることができる。これにより、嵌合凸部５５を孔部６９に嵌
合し易くできる。
【００９４】
　なお、凹欠部５６ａによる嵌合凸部５５の弾性変形量は、凹部５６による嵌合凸部５５
の弾性変形量より小さいので、すりわりの方向（図１２略上下方向）における嵌合凸部５
５の弾性変形量と、すりわりと直交する方向（図１２略左右方向）における嵌合凸部５５
の弾性変形量とを異ならせることができる。具体的には、すりわりの方向（図１２略上下
方向）における嵌合凸部５５の弾性変形量を、すりわりと直交する方向（図１２略左右方
向）における嵌合凸部５５の弾性変形量より小さくできる。従って、凹欠部５６ａが形成
された場合に案内部補強部材５０を傾動させ難くする効果が損なわれることを防止できる
。
【００９５】
　なお、外レール部３１に固定された嵌合ピン３１ａが孔部６８に嵌挿される突出部６８
ａの端面には、孔部６８（内周面）から外周面に亘って端面の一部が窪んだ端面溝部６８
ｂが形成されている。端面溝部６８ｂは、遊技盤３０の盤面に配置される外レール部３１
の長手方向に沿う向きに形成されている。突出部６８ａの端面に端面溝部６８ｂが形成さ
れているので、外レール部３１を遊技盤３０に配置するときに外レール部３１を配置する
向きを間違え難くできる。
【００９６】
　図１１に戻って説明する。図１１に示すように案内部補強部材５０は、反対面側突設部
５２と対峙して外レール部３１の案内面３１ｃ側に配設されると共に案内面３１ｃに接触
する案内面側突設部５７を備えている。図１１及び図１３に示すように、案内面側突設部
５７は、嵌合凸部５５の基端側（図１１紙面手前側）の軸方向の一部に突設されている。
案内面側突設部５７と反対面側突設部５２との間には、外レール部３１が挿入される溝部
５８が形成されている。
【００９７】
　次に図１４を参照して、案内面側突設部５７及び溝部５８について説明する。図１４は
図１１のＸＩＶ－ＸＩＶ線における遊技盤３０の断面図である。図１４に示すように案内
面側突設部５７は、外レール部３１の厚さと略等しい間隔をあけて反対面側突設部５２と
対峙して配設されている。反対面側突設部５２は外レール部３１の高さと略同一の高さに
設定されているが、案内面側突設部５７は、反対面側突設部５２の高さより低く設定され
ている。具体的には、外レール部３１に沿って移動する遊技球Ｂを干渉しないような高さ
に設定されている。
【００９８】
　案内部補強部材５０は案内面側突設部５７を備えているので、反対面側突設部５２及び
案内面側突設部５７の間の溝部５８に外レール部３１が保持される。案内部補強部材５０
の反対面側突設部５２及び案内面側突設部５７により外レール部３１が両側から保持され
るので、外レール部３１の傾動を確実に防止できる。
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【００９９】
　また、外レール部３１の案内面３１ｃ側に配設される案内面側突設部５７は、反対面側
突設部５２の高さより低く設定されているので、案内面３１ｃに沿う遊技球Ｂの進行を案
内面側突設部５７が妨害しないようにできる。案内面側突設部５７に遊技球Ｂが干渉する
と、遊技球Ｂの運動エネルギーの損失が生じ遊技領域ＰＥへ案内される遊技球Ｂの飛距離
が不安定になるが、これを防止できるので、遊技領域ＰＥへ案内される遊技球Ｂの飛距離
が不安定になることを防止できる。
【０１００】
　なお、図１４に示すように凹部５６は、中実状の嵌合凸部５５の基端（基端部５５ｂ）
を残して嵌合凸部５５の先端（図１４下側）からすりわり状に形成されている。これによ
り、中実状の嵌合凸部５５の基端部５５ｂを孔部６９（盤面側）に嵌合させることができ
る。中実状の嵌合凸部５５の基端部５５ｂを孔部６９（盤面側）に嵌合させることで、孔
部６９に対して嵌合凸部５５のガタつきが生じることを防止できる。さらに、嵌合凸部５
５の先端側に凹部５６が形成されているので、嵌合凸部５５又は孔部６９の弾性変形また
は塑性変形させ易くすることができ、嵌合凸部５５を孔部６９に嵌合し易くできる。
【０１０１】
　なお、嵌合凸部５５（基端部５５ｂ）の外周面と孔部６９との隙間は、反対面側突設部
５２及び案内面側突設部５７の間の溝部５８に保持される外レール部３１と反対面側突設
部５２又は案内面側突設部５７との隙間より小さな値に設定されている。孔部６９に嵌挿
された嵌合凸部５５（基端部５５ｂ）のガタつきを防止する一方、外レール部３１を遊技
盤３０に固定するときに、反対面側突設部５２及び案内面側突設部５７の間の溝部５８へ
の外レール部３１の挿入を容易にするためである。なお、反対面側突設部５２又は案内面
側突設部５７と外レール部３１とに隙間が形成されても、外レール部３１は嵌合ピン３１
ａによって遊技盤３０に固定されるので、遊技盤３０に対する外レール部３１のガタつき
は防止できる。
【０１０２】
　以上のように外レール部３１の傾動を規制する案内部補強部材５０は、遊技盤３０の盤
面に窪み状に形成された孔部６９に嵌合する嵌合凸部５５と、その嵌合凸部５５に突設さ
れると共に外レール部３１の案内面３１ｃの反対面側に接触する反対面側突設部５２とを
備えている。案内部補強部材５０は、遊技盤３０の盤面に窪み状に形成された孔部６９に
嵌合凸部５５が嵌合し、その嵌合凸部５５に突設される反対面側突設部５２が外レール部
３１の案内面３１ｃの反対面側に接触する。これにより、案内面３１ｃに沿って遊技領域
ＰＥへ向けて進行する遊技球によって、案内面３１ｃが反対面側に押されて帯状の外レー
ル部３１が外側に傾動することを抑制できる。遊技球を遊技領域ＰＥに案内する外レール
部３１の傾動を抑制できるので、遊技領域ＰＥへ案内される遊技球の軌道や飛距離を安定
させることができる。
【０１０３】
　即ち、案内面３１ｃに沿って遊技領域ＰＥへ向けて進行する遊技球によって案内面３１
ｃが反対面側に押されて帯状の外レール部３１が傾動すると、遊技球の軌道が変化したり
遊技球の運動エネルギーの損失が生じたりする。その結果、遊技領域ＰＥへ案内される遊
技球の軌道や飛距離が不安定になることがある。
【０１０４】
　これに対し、本実施の形態によれば、外レール部３１の案内面３１ｃの反対面側に反対
面側突設部５２が接触するように案内部補強部材５０を配置することで、案内面３１ｃに
沿って遊技領域ＰＥへ向けて進行する遊技球によって外レール部３１が傾動することを抑
制できる。これにより、遊技領域ＰＥへ案内される遊技球の軌道や飛距離を安定させるこ
とができる。
【０１０５】
　また、嵌合凸部５５は、外周面の一部が窪み状に形成された凹部５６を備えているので
、孔部６９に嵌合凸部５５を嵌合するときの嵌合凸部５５の外周面と孔部６９の内周面と
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の接触面積を小さくできる。その結果、孔部６９に嵌合凸部５５を嵌合するときの孔部６
９及び嵌合凸部５５の単位面積あたりの垂直効力を大きくできる。これにより、孔部６９
に嵌合凸部５５を嵌合するときに孔部６９又は嵌合凸部５５を変形（弾性変形または塑性
変形）させ易くすることができるので、嵌合凸部５５を孔部６９に嵌合し易くできる。
【０１０６】
　また、凹部５６は、嵌合凸部５５の先端から基端（基端部５５ｂ）に向けてすりわり状
に形成されているので、すりわりによる嵌合凸部５５の弾性変形を利用して、孔部６９に
嵌合凸部５５を嵌合させることができる。その結果、嵌合凸部５５を孔部６９に嵌合し易
くできると共に、嵌合凸部５５の弾性変形を利用することで孔部６９と嵌合凸部５５とに
隙間が生じることを防止できるので、孔部６９に嵌合された嵌合凸部５５をガタつき難く
できる。
【０１０７】
　また、嵌合凸部５５の軸方向からみた凹部５６のすりわりの方向が、外レール部３１の
長手方向と非平行に配置されているので、帯状の外レール部３１の案内面３１ｃに沿って
遊技領域ＰＥへ向けて進行する遊技球によって案内面３１ｃが反対面側に押されたときに
、嵌合凸部５５を弾性変形し難くできる。これにより、外レール部３１が傾動することを
抑制できる。その結果、遊技領域ＰＥへ案内される遊技球の軌道や飛距離をさらに安定さ
せることができる。
【０１０８】
　また、案内部補強部材５０は、反対面側突設部５２と対峙する案内面側突設部５７を備
えているので、案内面３１ｃ及び反対面の両方から外レール部３１が保持される。これに
より、外レール部３１の傾動を確実に防止できる。その結果、遊技領域ＰＥへ案内される
遊技球の軌道や飛距離をさらに安定させることができる。さらに、案内面側突設部５７は
、対峙する反対面側突設部５２の高さより低く設定されているので、案内面３１ｃに沿う
遊技球と案内面側突設部５７との干渉を防止できる。
【０１０９】
　また、反対面側突設部５２は、頂部から嵌合凸部５５の軸方向外側へ向かって下降傾斜
する傾斜部５２ａと、その傾斜部５２ａに連設されると共に外レール部３１の反対面と対
面しつつ反対面の少なくとも一部が接触する接触部５２ｂとを備えているので、案内部補
強部材５０及び外レール部３１を遊技盤３０の盤面に配置する作業を容易化できる。
【０１１０】
　即ち、案内部補強部材５０及び外レール部３１を遊技盤３０の盤面に配置する場合には
、まず、案内部補強部材５０の嵌合凸部５５の長さの半分程度を、遊技盤３０の孔部６９
に挿入する。嵌合凸部５５にはすりわり状に凹部５６が形成されているので、遊技盤３０
の孔部６９に挿入するときには、すりわり状の凹部５６の間隔を狭めるように嵌合凸部５
５が変形する。よって、遊技盤３０の孔部６９に、嵌合凸部５５の長さの半分程度を挿入
する作業を容易にできる。
【０１１１】
　次いで、案内部補強部材５０の接触部５２ｂに外レール部３１が対面するように、反対
面側突設部５２の傾斜部５２ａに沿わせて外レール部３１を配置する。傾斜部５２ａは頂
部から嵌合凸部５５の軸方向外側へ向かって下降傾斜しており、接触部５２ｂは傾斜部５
２ａに連設されているので、傾斜部５２ａに沿って、外レール部３１をスムーズに接触部
５２ｂへ配置させることができる。
【０１１２】
　さらに、接触部５２ｂと案内面側突設部５７との間の溝部５８に外レール部３１を収装
させつつ、外レール部３１に固着された嵌合ピン３１ａを孔部６８に嵌挿していく。嵌合
ピン３１ａが孔部６８に差し込まれるにつれ、外レール部３１の側縁に嵌合凸部５５の基
端側端面が押されて、嵌合凸部５５は次第に孔部６９に嵌入される。これにより、外レー
ル部３１を遊技盤３０の盤面へ配置する配置作業の作業性を向上できる。
【０１１３】
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　なお、嵌合凸部５５の基端部５５ｂは中実状に形成されているので、基端部５５ｂは孔
部６９に嵌め込まれる。これにより、嵌合凸部５５が孔部６９内でガタつくことを防止で
きる。
【０１１４】
　また、遊技盤３０の肉薄部７２に突出部６９ａが背面側に向かって突出され、その突出
部６９ａ及び肉薄部７２に孔部６９が貫通形成されているので、孔部６９に嵌合される嵌
合凸部５５の嵌合深さを確保できる。孔部６９に嵌合される嵌合凸部５５の嵌合深さが大
きくなるにつれ、孔部６９に嵌合された嵌合凸部５５が軸方向と直交する方向に揺動し難
くなる傾向がみられるので、孔部６９に嵌合される嵌合凸部５５の嵌合深さを確保するこ
とで、遊技盤３０に固定された案内部補強部材５０を揺動し難くできる。遊技盤３０に固
定された案内部補強部材５０を揺動し難くすることで、遊技球を遊技領域ＰＥに案内する
外レール部３１の傾動を抑制できるので、遊技領域ＰＥへ案内される遊技球の軌道や飛距
離をさらに安定させることができる。
【０１１５】
　また、肉薄部７２に突出部６９ａを連成し、その突出部６９ａ及び肉薄部７２に孔部６
９を貫通形成するので、孔部６９を形成するために肉厚部７０の面積を広げることを不要
にできる。肉薄部７２に連成される突出部６９ａ（孔部６９を除く）の分だけ遊技盤３０
の質量は増加するが、肉厚部７０の面積を広げる必要がないので、遊技盤３０の質量の増
加を抑えることができる。さらに、孔部６９が貫通形成された突出部６９ａは孔部６９の
周囲の肉薄部７２の剛性を高めるリブの機能を発揮するので、孔部６９の周囲の肉薄部７
２の剛性を確保できる。従って、肉厚部７０に釘を植設して釘の保持力を確保すると共に
、遊技盤３０の剛性を確保しつつ遊技盤３０を軽量化できる。加えて、遊技領域ＰＥへ案
内される遊技球の軌道や飛距離をさらに安定させることができる。
【０１１６】
　次に図１５を参照して、他の実施形態における案内部補強部材５０を説明する。なお、
第１実施の形態と同一の部分については、同一の符号を付して以下の説明を省略する。図
１５（ａ）は他の実施形態における案内部補強部材８０を設置した遊技盤３０の部分拡大
背面図であり、図１５（ｂ）は他の実施形態における案内部補強部材９０を設置した遊技
盤３０の部分拡大背面図である。なお、図１５（ａ）及び図１５（ｂ）では、遊技盤３０
に形成された孔部６９に盤面（前面）側から案内部補強部材８０，９０の嵌合凸部８５，
９５を嵌合し、遊技盤３０の背面側から見た状態を図示している。
【０１１７】
　図１５（ａ）に示す案内部補強部材８０は、嵌合凸部８５の外周面の軸対称位置の２箇
所に軸線方向（図１５（ａ）紙面垂直方向）に沿って外周面の一部が窪み状に形成された
凹部８６を備えている。嵌合凸部８５は、外周面の一部が窪み状に形成された凹部８６を
備えているので、孔部６９に嵌合凸部８５を嵌合するときの嵌合凸部８５の外周面と孔部
６９の内周面との接触面積を小さくできる。その結果、孔部６９に嵌合凸部８５を嵌合す
るときの孔部６９及び嵌合凸部８５の単位面積あたりの垂直効力を大きくできる。これに
より、孔部６９に嵌合凸部８５を嵌合するときに孔部６９又は嵌合凸部８５を変形（弾性
変形または塑性変形）させ易くすることができるので、嵌合凸部８５を孔部６９に嵌合し
易くできる。
【０１１８】
　また、嵌合凸部８５の略中心に嵌合凸部８５の先端から嵌合凸部８５の軸線方向に沿っ
て断面円形状の凹欠部８５ａが形成されている。凹欠部８５ａにより嵌合凸部８５の断面
積を小さくすることで、嵌合凸部８５に作用する垂直効力によって嵌合凸部８５を弾性変
形させ易くできる。これにより、嵌合凸部８５を孔部６９にさらに嵌合し易くできるので
、嵌合凸部８５を孔部６９に嵌挿するときの作業性を向上できる。さらに、嵌合凸部８５
を弾性変形させ易くすることにより、孔部６９に対する嵌合凸部８５のガタつきを防止で
きる。
【０１１９】
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　特に、凹部８６が、嵌合凸部８５の軸線方向に沿って２箇所が切り取られたような形状
に形成されているので、嵌合凸部８５の外周面が過剰に小さくなることを防ぎ、孔部６９
の内周面との接触面積を確保できる。嵌合凸部８５の外周面の単位面積当たりの垂直効力
が過大になることを防止できるので、嵌合凸部８５の外周面が座屈する等の変形を抑制で
きる。これにより、嵌合凸部８５の外周面と孔部６９の内周面とに隙間が生じて、嵌合凸
部８５にガタつきが生じる等の問題が生じることを抑制できる。
【０１２０】
　図１５（ｂ）に示す案内部補強部材９０は、嵌合凸部９５の外周面の軸対称位置の４箇
所に軸線方向（図１５（ｂ）紙面垂直方向）に沿って外周面の一部が窪み状に形成された
凹部９６を備えている。嵌合凸部９５は、外周面の一部が窪み状に形成された凹部９６を
備えているので、孔部６９に嵌合凸部９５を嵌合するときの嵌合凸部９５の外周面と孔部
６９の内周面との接触面積を小さくできる。その結果、孔部６９に嵌合凸部９５を嵌合す
るときの孔部６９及び嵌合凸部９５の単位面積あたりの垂直効力を大きくできる。これに
より、孔部６９に嵌合凸部９５を嵌合するときに孔部６９又は嵌合凸部９５を変形（弾性
変形または塑性変形）させ易くすることができるので、嵌合凸部９５を孔部６９に嵌合し
易くできる。
【０１２１】
　また、嵌合凸部９５の略中心に嵌合凸部９５の先端から嵌合凸部９５の軸線方向に沿っ
て断面円形状の凹欠部９５ａが形成されている。凹欠部９５ａにより嵌合凸部９５の断面
積を小さくすることで、嵌合凸部９５に作用する垂直効力によって嵌合凸部９５を弾性変
形させ易くできる。これにより、嵌合凸部９５を孔部６９にさらに嵌合し易くできるので
、嵌合凸部９５を孔部６９に嵌挿するときの作業性を向上できる。さらに、嵌合凸部９５
を弾性変形させ易くすることにより、孔部６９に対する嵌合凸部９５のガタつきを防止で
きる。
【０１２２】
　次に図１６を参照して、第２実施の形態について説明する。第１実施の形態では、遊技
盤３０の厚さ方向に貫通形成される開口部６１の外周縁が、遊技盤３０の外周縁の内側で
連続する（遊技盤３０の外周縁が閉じている）場合について説明した。これに対し第２実
施の形態では、開口部１６１が、遊技盤１３０の厚さ方向に貫通形成されると共に遊技盤
１３０の外周縁の一部が開放される場合について説明する。なお、第１実施の形態と同一
の部分については、同一の符号を付して以下の説明を省略する。図１６は、第２実施の形
態におけるパチンコ機１の主要な構成である遊技盤１３０及び構造物１７０の正面図であ
る。
【０１２３】
　図１６に示すように遊技盤１３０は、遊技盤１３０の厚さ方向（図１６紙面垂直方向）
に貫通形成されると共に遊技盤１３０の外周縁の一部が開放される開口部１６１と、その
開口部１６１の周縁同士を連結する構造物１７０とを備えている。本実施の形態では、正
面視して右側に位置する遊技盤１３０の外周縁の一部が開口部１６１により開放されてい
る。開口部１６１が形成されることにより、遊技盤１３０は盤面が略Ｃ型に形成されてい
る。
【０１２４】
　構造物１７０は、遊技盤１３０の開口部１６１の周縁の一の所定部１６１ａと他の所定
部１６１ｂとの間に連結されている。本実施の形態では、構造物１７０は、正面視して略
矩形状に形成され、遊技盤１３０の外周縁に沿って開口部１６１の２箇所を連結している
。なお、遊技盤１３０及び構造物１７０は、第１実施の形態で説明した遊技盤３０と同様
に、透光性を有する合成樹脂により形成されている。また、外周縁の一部が構造物１７０
で閉鎖された開口部１６１の内側には、第１実施の形態と同様に、図柄表示装置４３ａ（
図５参照）が配置される。
【０１２５】
　次に図１７を参照して、遊技盤１３０と構造物１７０との連結構造について説明する。
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図１７は遊技盤１３０及び構造物１７０の斜視図である。なお、図１７では、遊技盤１３
０に対して構造物１７０を分離した状態を示している。図１７に示すように、構造物１７
０は、略直方体の箱状に形成される本体部１７２と、その本体部１７２の前面側から上下
（遊技盤３０の盤面と略平行方向）両側に張り出して鍔状に形成される係合部１７１とを
主に備えて構成されている。
【０１２６】
　本体部１７２には、複数の図柄を変動表示する図柄表示装置（図示せず）が内蔵され、
本体部１７２の前面には液晶ディスプレイ等の図柄表示部１７３（飾り部）が配設されて
いる。図柄表示部１７３は、液晶ディスプレイに制限されるものではなく、ＣＲＴ、ドッ
トマトリックス、７セグメント等その他の表示画面を適宜選択することが可能である。
【０１２７】
　係合部１７１には、構造物１７０を遊技盤１３０に固定するためのネジ等の軸状部材が
螺挿される挿通孔１７４が貫通形成されている。
【０１２８】
　遊技盤１３０は、開口部１６１の周縁の一部に、構造物１７０に設けられた係合部１７
１を受け入れる連結部（被係合部）１３１が形成されている。連結部１３１は、構造物１
７０に設けられる係合部１７１と係合して構造物１７０の位置決めをするための部位であ
る。
【０１２９】
　本実施の形態では、連結部１３１は、遊技盤１３０の盤面から一段低く設定された段差
状の平坦面として設けられている。遊技盤１３０の盤面に対する連結部１３１の深さ（図
１７左右方向）は、係合部１７１の厚さ（図１７左右方向）と略同一に設定されている。
【０１３０】
　また、連結部１３１の背面側には光散乱部１３２が設けられている。光散乱部１３２は
、遊技盤１３０の背面側に配置されるＬＥＤ等の発光部１８１（後述する）から遊技盤１
３０に照射される光を散乱させるための部位である。光散乱部１３２は、縦向き若しくは
横向きに設けられる突条、縦横に交差する向きに設けられる突条、又は波状の突起等によ
り形成されている。
【０１３１】
　なお、連結部１３１には、構造物１７０（係合部１７１）に形成された挿通孔１７４を
軸方向に連ねてネジ等の軸状部材が螺挿される挿通孔１３３が貫通形成されている。挿通
孔１３３，１７４に螺挿されるネジ等の軸状部材により連結部１３１と係合部１７１とが
連結されることによって、遊技盤１３０に構造物１７０を連結させることができる。
【０１３２】
　次に図１８を参照して光散乱部１３２について説明する。光散乱部１３２は連結部１３
１の背面側に突条や突起状等の部位として形成されている。連結部１３１（遊技盤１３０
）の背面側には支持体１８０が設置され、その支持体１８０の面方向に複数のＬＥＤ等の
発光部１８１が点在されている。
【０１３３】
　発光部１８１から照射された光（図１８では二点鎖線で示す）は、空気と光散乱部１３
２との屈折率の違いにより、光散乱部１３２（被係合部１３１）に入るとき及び出るとき
に屈折する。従って、発光部１８１を発光させれば、光が多数に分散化された状態、又は
立体感を伴った状態の電飾が実現できる。これにより、図柄表示部１７３（飾り部）によ
る演出効果に加え、発光部１８１からの光による演出効果を向上できる。
【０１３４】
　また、遊技盤１３０（連結部１３１）の背面側（裏面）に光散乱部１３２を設けること
により、遊技盤１３０の成形時に光散乱部１３２を遊技盤１３０と一体形成できる。その
結果、光散乱部１３２を簡易に製造することができる。
【０１３５】
　また、遊技盤１３０の盤面（表面）を突条や突起状に加工して光散乱部１３２を設ける
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場合には、光散乱部１３２の凹凸が遊技球の動きに干渉してしまうのに対し、遊技盤１３
０の背面（裏面）に光散乱部１３２を設ける場合には、光散乱部１３２（凹凸）による遊
技球の動きの干渉を考慮する必要がない。これにより遊技盤１３０の設計の自在性を確保
することができる。
【０１３６】
　また、遊技盤１３０（連結部１３１）の背面側（裏面）に光散乱部１３２を設ける場合
には、光散乱部１３２の形状を比較的自由に設計することができる。遊技盤１３０の外周
縁には、背面側に向かって起立する外周縁補強リブ７３（図１７参照）が設けられている
ので、外周縁補強リブ７３により遊技盤１３０の背面側（裏面側）に空間を確保できるか
らである。
【０１３７】
　また、光散乱部１３２で光を散乱させることにより、挿通孔１３３，１７４に螺挿され
るネジ等の軸状部材（図示せず）の影が、遊技盤１３０の盤面や構造物１７０の前面から
視認されることを防止できる。光散乱部１３２で光を散乱させることにより、軸状部材（
図示せず）の前方に光を回り込ませることができるからである。これにより、光散乱部１
３２により散乱される光によって遊技盤１３０と構造物１７０との継ぎ目部分（連結部１
３１及び係合部１７１）を視認し難くできると共に、遊技盤１３０と構造物１７０との継
ぎ目部分の演出効果を向上できる。
【０１３８】
　以上のように構成されたパチンコ機１によれば、遊技盤１３０の厚さ方向に貫通形成さ
れた開口部１６１は遊技盤１３０の外周縁の一部が開放され、開口部１６１の周縁の２箇
所が構造物１７０により連結される。これにより、構造物１７０を、遊技盤１３０の厚さ
方向の空間を使用した立体的なものにできる。構造物１７０は図柄表示部１７３（飾り部
）を備えているので、遊技盤１３０の厚さ方向の空間を利用した立体的な演出を実施する
ことができる。これにより、遊技の興趣を大いに高めることができる。
【０１３９】
　ここで、表示装置や役物等の部品を遊技盤の盤面に取着する従来の構造では、奥行き方
向の広がりが乏しいので、似かよった演出が採用され易く、遊技の興趣を高め難い。また
、従来の木製の合板（ベニヤ）で作成される遊技盤では、木製合板の加工性や機械的強度
を考慮すると、遊技盤の外周縁の一部を開放する開口部を設ける構造は採用し難い。
【０１４０】
　これに対し、本実施の形態によれば、周縁部（周縁部補強リブ７３）の一部が開放する
開口部１６１が形成された合成樹脂製の遊技盤１３０を使用することにより、遊技盤１３
０の厚さ方向の空間を使用した立体的な構造物１７０を採用することができる。その結果
、遊技盤１３０の厚さ方向の空間を利用した立体的な演出を実施することができる。これ
により、遊技の興趣を大いに高めることができる。
【０１４１】
　また、図柄を変動表示する表示部を有する図柄表示装置４３ａ（図５参照）を開口部１
６１に備え、構造物１７０は、図柄表示装置４３ａの周辺に配置される構成とすることで
、構造物１７０の図柄表示部１７３（飾り部）により、図柄表示装置４３ａの平面的な図
柄演出のみならず、遊技盤１３０の厚さ方向の空間を利用した立体的な演出を実現するこ
とができる。さらに、構造物１７０が図柄表示部１７３（飾り部）を有する遊技部品とし
てユニット化されているので、構造物１７０の遊技盤１３０への装着や交換作業等を容易
に行うことができる。
【０１４２】
　次に図１９及び図２０を参照して、他の実施形態における遊技盤１３０及び構造物１９
０について説明する。なお、第１実施の形態および第２実施の形態で説明した構成と同一
の部分は、同一の符号を付して以下の説明を省略する。図１９は他の実施形態における遊
技盤１３０及び構造物１９０の正面図であり、図２０は構造物１９０の内部構造を示す模
式図である。
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【０１４３】
　図１９に示すように、構造物１９０は、遊技盤１３０に貫通形成された開口部１６１の
周縁の２箇所を連結するための部材であり、本実施の形態では、遊技盤１３０の開放した
外周縁（図１９右側の縁）に沿って配置されている。なお、遊技盤１３０の外周縁の一部
が構造物１９０で閉鎖された開口部１６１の内側には、第１実施の形態と同様に、図柄表
示装置４３ａ（図５参照）が配置される。構造物１９０は、正面視矩形状に形成された本
体部１７１と、その本体部１７１の前面側（図１９紙面手前側）に配置されると共に本体
部１７１に対して回転可能に構成される回転体１９２（可動演出部材）とを備えて構成さ
れている。
【０１４４】
　図２０に示すように、回転体１９２は中心に設けられる軸部１９３に支持されている。
その軸部１９３は、回転体１９２の背面側（図２０右側）に延設されると共に、支持部材
（図示せず）により本体部１９１に回転可能に支持される。軸部１９３はギヤ１９４に嵌
挿され、回転体１９２及び軸部１９３はギヤ１９４と一体に回転可能に構成されている。
ギヤ１９４はウォーム１９５と係合し、そのウォーム１９５はモータ１９６により回転可
能に構成されている。従って、モータ１９６を回転するとウォーム１９５が回転し、その
ウォーム１９５に係合するギヤ１９４が回転するので、軸部１９３及び回転体１９２が回
転する。
【０１４５】
　モータ１９６の回転が、スルーチャッカー（始動口）３６等への遊技球の入賞をトリガ
として開始されるように設定すれば、図柄表示装置４３ａ及び回転体１９２（可動演出部
材）による多彩な演出を実現することが可能となる。
【０１４６】
　また、遊技盤１３０の厚さ方向の空間を利用して回転体１９２の駆動部（モータ１９６
）が配置されるので、パチンコ機１という限られた空間において駆動部（モータ１９６）
を配置するスペースを有効活用できる。その結果、遊技盤１３０に対面して遊技を行う遊
技者に視認される回転体１９２（可動演出部材）の設計の自由度を向上でき、多彩な演出
を実現することができる。
【０１４７】
　また、構造物１９０には、遊技球が上下方向に通過する球通路１９７が設けられている
。また、球通路１９７は、遊技盤１３０に設けられた球通路１６２（遊技球が通過する）
に連通されている。球通路１９７により遊技球を構造物１９０に導くことができるので、
遊技の興趣を向上させることができる。
【０１４８】
　なお、球通路１９７は、遊技球の動きと干渉して遊技球の流下速度を低減させたり遊技
球の流下方向を変更させたりする干渉部（クルーンやステージ等の役物、釘、風車、ワー
プルート等）を設けることが可能である。
【０１４９】
　次に図２１から図２３を参照して、第３実施の形態から第５実施の形態について説明す
る。第２実施の形態では、遊技盤１３０の厚さ方向に開口部１６１が貫通形成されると共
に遊技盤１３０の外周縁の一部が開放され、その開口部１６１に配置される構造物１７０
，１９０が遊技盤１３０の開口部１６１に連結される場合について説明した。これに対し
第３実施の形態から第５実施の形態では、開口部１６１以外の部位に、構造物２２０，２
３０，２４０が設置される場合について説明する。なお、第１実施の形態および第２実施
の形態と同一の部分については、同一の符号を付して以下の説明を省略する。
【０１５０】
　まず、図２１を参照して、遊技盤２１０について説明する。図２１は遊技盤２１０の正
面図である。図２１に示すように遊技盤２１０は、遊技盤２１０の厚さ方向（図２１紙面
垂直方向）に貫通形成されると共に遊技盤２１０の外周縁の一部が開放される開口部２１
１を備えている。本実施の形態では、正面視して右側および上側に位置する遊技盤１３０
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の外周縁の一部が開口部２１１により開放されている。遊技盤２１０は、正面視して開口
部２１１の左側（遊技盤２１０の左側の領域）で遊技を行うものとして設定される。従っ
て、正面視して右側および上側に位置する遊技盤１３０の外周縁の一部が開口部２１１に
より開放されていても、遊技には影響がない。なお、遊技盤２１０は、第３実施の形態か
ら第５実施の形態に亘って用いられる。
【０１５１】
　次に図２２（ａ）を参照して、第３実施の形態について説明する。図２２（ａ）は第３
実施の形態におけるパチンコ機２０１の模式平面図である。なお、図２２（ａ）では、開
口部２１１を識別し易くするため、遊技盤２１０及び構造物２２０にハッチングを施して
いる。
【０１５２】
　パチンコ機２０１は、本体枠３に遊技盤２１０が装着され、前扉枠４の背面側に構造物
２２０が配設固定されている。構造物２２０は、外枠２及び本体枠３に対して前扉枠４を
閉じた場合に、遊技盤２１０の開口部２１１内に挿入される。構造物２２０は、前面扉４
から視認可能な位置に、可動式や固定式の飾り、表示装置等が配置されている。これによ
り、可動式や固定式の飾り、表示装置等を遊技盤２１０の盤面に配置する場合と比較して
、構造物２２０の大きさ（上下左右の大きさや前後方向の奥行き）や配置の自由度を向上
できる。これにより、遊技の演出の自由度を向上できる。その結果、遊技の興趣を大いに
高めることができる。
【０１５３】
　次に図２２（ｂ）を参照して、第４実施の形態について説明する。図２２（ｂ）は第４
実施の形態におけるパチンコ機３０１の模式平面図である。なお、図２２（ｂ）では、開
口部２１１を識別し易くするため、遊技盤２１０及び構造物２３０にハッチングを施して
いる。
【０１５４】
　パチンコ機３０１は、本体枠３に遊技盤２１０が装着され、その本体枠３に構造物２３
０が配設固定されている。構造物２３０は、本体枠３に装着された遊技盤２１０の開口部
２１１側（図２２（ｂ）右側）に配置されている。これにより、遊技盤２１０の開口部２
１１内に構造物２３０が配置される。構造物２３０は、前面扉４から視認可能な位置に、
可動式や固定式の飾り、表示装置等が配置されている。これにより、可動式や固定式の飾
り、表示装置等を遊技盤２１０の盤面に配置する場合と比較して、構造物２３０の大きさ
（上下左右の大きさや前後方向の奥行き）や配置の自由度を向上できる。また、構造物２
３０は本体枠３に装着されるので、前扉枠４の構造を変更することなく、パチンコ機３０
１を組み立てることができる。
【０１５５】
　次に図２３を参照して、第５実施の形態について説明する。図２３は第５実施の形態に
おけるパチンコ機４０１の模式平面図である。なお、図２３では、開口部２１１を識別し
易くするため、遊技盤２１０及び構造物２４０にハッチングを施している。
【０１５６】
　パチンコ機４０１は、遊技盤２１０の背面に固定された構造物２４０が、遊技盤２１０
の開口部２１１内に配置されている。本体枠３に遊技盤２１０が装着され、外枠２及び本
体枠３に対して開閉扉４が開閉可能に支持される。構造物２４０は、前面扉４から視認可
能な位置に、可動式や固定式の飾り、表示装置等が配置されている。これにより、可動式
や固定式の飾り、表示装置等を遊技盤２１０の盤面に配置する場合と比較して、構造物２
４０の大きさ（上下左右の大きさや前後方向の奥行き）や配置の自由度を向上できる。ま
た、構造物２３０は遊技盤２１０に装着されるので、本体枠３及び前扉枠４の構造を変更
することなく、パチンコ機４０１を組み立てることができる。
【０１５７】
　以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変形改良が可能であることは容
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易に推察できるものである。また、上記実施形態で挙げた数値や形状は一例であり、他の
数値や形状を採用することは当然可能である。例えば、遊技領域ＰＥの各種役物の配置等
は適宜設定することが可能である。
【０１５８】
　上記実施の形態では、遊技機の代表例としてパチンコ機１，２０１，３０１，４０１に
ついて説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、雀球遊技機、アレンジボール
機等の弾球遊技機に適用することは可能である。
【０１５９】
　上記実施の形態では、外レール部３１に固定される嵌合ピン３１ａや案内部補強部材５
０，８０，９０の嵌合凸部５５，８５，９５が嵌合される孔部６８，６９が、遊技盤３０
，１３０の厚さ方向に貫通形成される場合について説明した。しかし、必ずしもこれに限
られるものではなく、孔部６８，６９を、遊技盤３０，１３０の盤面側から形成される有
底状とすることは当然可能である。なお、孔部６８，６９を遊技盤３０，１３０の厚さ方
向に貫通形成する場合には、ドリル等により孔部６８，６９を穿設するときの屑の排出が
容易であるので、好ましい。
【０１６０】
　上記第２実施の形態では、構造物１７０に図柄表示部１７３（飾り部）が設けられる場
合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、構造物に遊技球を導くよ
うに設置すると共に、遊技球の動きに干渉する干渉部を構造物に採用することは当然可能
である。干渉部としては、例えば、遊技球を通過させる球通路、釘、電動役物等を挙げる
ことができる。これにより、遊技球の動きに変化を与え、遊技の興趣を高めることができ
る。
【０１６１】
　上記第２実施の形態における他の実施形態では、可動演出部材として回転体１９２を設
け、その回転体１９２をモータ１９６（駆動部）により回転駆動させる場合について説明
したが、必ずしもこれに限られるものではなく、他の駆動部を採用することは当然可能で
ある。他の駆動部としては、例えば、軸状部材が伸縮可能に構成されたアクチュエータを
挙げることができる。また、可動演出部材を回転体１９２に限定するものではなく、任意
のリンク部材と組み合せることにより、可動演出部材を上下や左右、斜め方向に移動する
ように構成することは当然可能である。
【０１６２】
　また、上記実施の形態では、可動演出部材（回転体１９２）の背面側に駆動部（モータ
１９６）が配置される場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、
可動演出部材や駆動部の種類や機構等により、可動演出部材の前面側に駆動部を配置する
ことは当然可能である。この場合においても、遊技盤１３０の厚さ方向（前後方向）の空
間を有効に活用して、演出効果を向上させることができる。
【０１６３】
　上記第２実施の形態では、遊技盤１３０に段差状の連結部（被係合部）１３１が形成さ
れ、それと対応する係合部１７１が構造物１７０，１９０に設けられる場合について説明
したが、必ずしもこれに限られるものではなく、適宜の連結構造を採用することが可能で
ある。例えば、遊技盤１３０に前面から背面に向かうにつれて漸次拡幅する傾斜面（連結
部）を設け、その傾斜面と対応して当接可能な傾斜面を構造物１７０，１９０に設けるよ
うにすることが可能である。この場合には、遊技盤１３０の背面側から構造物１７０，１
９０を遊技盤１３０に取着し、ネジやピン、リベット等の軸状部材で遊技盤１３０と構造
物１７０，１９０とを連結することが可能である。
【０１６４】
　また、遊技盤１３０に背面から前面に向かうにつれて漸次拡幅する傾斜面（連結部）を
設け、その傾斜面と対応して当接可能な傾斜面を構造物１７０，１９０に設けるようにす
ることが可能である。この場合には、遊技盤１３０の前面側から構造物１７０，１９０を
遊技盤１３０に取着し、ネジやピン、リベット等の軸状部材で遊技盤１３０と構造物１７
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０，１９０とを連結することが可能である。
【０１６５】
　また、遊技盤１３０に形成された開口部１６１の２箇所に突条や溝部（連結部）を設け
、その突条や溝部と対応して係合可能な溝部や突条を構造物１７０，１９０に設けるよう
にすることが可能である。この場合には、突条と溝部とを係合させつつ、開放する遊技盤
１３０の周縁部から構造物１７０，１９０をスライドさせ、遊技盤１３０に構造物１７０
，１９０を取着することが可能である。
【０１６６】
　上記第２実施の形態から第５実施の形態では、遊技盤１３０，２１０を正面視して右側
の外周縁の一部が開放する開口部１６１，２１１を備える場合について説明したが、必ず
しもこれに限られるものではなく、正面視して上側や左側の外周縁の一部が開放する開口
部を備える遊技盤１３０，２１０に適用することは当然可能である。
【０１６７】
　また、上記第２実施の形態では、遊技盤１３０の外周縁の一部に開放する開口部１６１
を備える遊技盤１３０に、一つの構造物１７０，１９０が連結される場合について説明し
たが、必ずしもこれに限られるものではなく、複数の構造物を遊技盤に設けるようにする
ことは当然可能である。
【０１６８】
　また、上記第２実施の形態では、構造物１７０，１９０が、遊技盤１３０の外周縁の一
部に開放する開口部１６１の２箇所に連結される（連結部が２箇所に形成される）場合に
ついて説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、構造物１７０，１９０を、構
造物１７０，１９０の開口部１６１の１箇所に連結するようにすることは当然可能である
。
【０１６９】
　また、上記第３実施の形態から第５実施の形態において、構造物２２０，２３０，２４
０に、遊技盤２１０から遊技球が導かれる球通路や、遊技球が流下する領域を形成するこ
とは当然可能である。これにより、さらに遊技の興趣を向上させることが可能である。
【０１７０】
　なお、上記の各実施形態は、それぞれ、他の実施形態が有する構成の一部または複数部
分を、その実施形態に追加し或いはその実施形態の構成の一部または複数部分と交換等す
ることにより、その実施形態を変形して構成するようにしても良い。
【０１７１】
　以下に、本発明の遊技機に加えて、上記実施形態に含まれる各種発明の概念を示す。
【０１７２】
　遊技球を発射する遊技球発射装置と、その遊技球発射装置により発射される遊技球が流
下する遊技領域を形成する合成樹脂製の遊技盤と、その遊技盤の盤面に配置され前記遊技
球発射装置により発射された遊技球を案内面に沿って前記遊技領域に案内する帯状の案内
部とを備える遊技機において、前記遊技盤の盤面に固定される案内部補強部材を備え、そ
の案内部補強部材は、前記遊技盤の盤面に窪み状に形成された孔部に嵌合する嵌合凸部と
、その嵌合凸部に突設されると共に前記案内部の案内面の反対面側に接触する反対面側突
設部とを備えていることを特徴とする遊技機Ａ１。
【０１７３】
　遊技機Ａ１によれば、遊技球発射装置により発射される遊技球が流下する遊技領域が合
成樹脂製の遊技盤により形成される。その遊技盤の盤面には、遊技球発射装置により発射
された遊技球を案内面に沿って遊技領域に案内する帯状の案内部が配置される。その遊技
盤の盤面に案内部補強部材が固定される。案内部補強部材は、遊技盤の盤面に窪み状に形
成された孔部に嵌合凸部が嵌合し、その嵌合凸部に突設される反対面側突設部が案内部の
案内面の反対面側に接触する。これにより、案内面に沿って遊技領域へ向けて進行する遊
技球によって、案内面が反対面側に押されて帯状の案内部が傾動することを抑制できる。
遊技球を遊技領域に案内する案内部の傾動を抑制できるので、遊技領域へ案内される遊技
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球の軌道や飛距離を安定させることができる効果がある。
【０１７４】
　即ち、案内面に沿って遊技領域へ向けて進行する遊技球によって案内面が反対面側に押
されて帯状の案内部が傾動すると、遊技球の軌道が変化したり遊技球の運動エネルギーの
損失が生じたりする。その結果、遊技領域へ案内される遊技球の軌道や飛距離が不安定に
なることがある。
【０１７５】
　これに対し、遊技機Ａ１によれば、案内部の案内面の反対面側に反対面側突設部が接触
するように案内部補強部材を配置することで、案内面に沿って遊技領域へ向けて進行する
遊技球によって案内部が傾動することを抑制できる。これにより、遊技領域へ案内される
遊技球の軌道や飛距離を安定させることができる。
【０１７６】
　遊技機Ａ１において、前記嵌合凸部は、外周面の一部が窪み状に形成された凹部を備え
ていることを特徴とする遊技機Ａ２。
【０１７７】
　遊技機Ａ２によれば、嵌合凸部の外周面の一部に凹部が窪み状に形成されているので、
孔部に嵌合凸部を嵌合するときの嵌合凸部の外周面と孔部の内周面との接触面積を小さく
できる。その結果、孔部に嵌合凸部を嵌合するときの孔部および嵌合凸部の単位面積あた
りの垂直効力を大きくできる。これにより、孔部に嵌合凸部を嵌合するときに孔部または
嵌合凸部を変形（弾性変形または塑性変形）させ易くすることができるので、遊技機Ａ１
の奏する効果に加え、嵌合凸部を孔部に嵌合し易くできる効果がある。
【０１７８】
　遊技機Ａ１又はＡ２において、前記凹部は、前記嵌合凸部の先端から基端に向けてすり
わり状に形成されていることを特徴とする遊技機Ａ３。
【０１７９】
　遊技機Ａ３によれば、嵌合凸部の先端から基端に向けてすりわり状に凹部が形成されて
いるので、すりわりによる嵌合凸部の弾性変形を利用して、孔部に嵌合凸部を嵌合させる
ことができる。その結果、遊技機Ａ１又はＡ２の奏する効果に加え、嵌合凸部を孔部に嵌
合し易くできると共に、嵌合凸部の弾性変形を利用することで孔部と嵌合凸部とに隙間が
生じることを防止できるので、孔部に嵌合された嵌合凸部をガタつき難くできる効果があ
る。
【０１８０】
　遊技機Ａ３において、前記案内部補強部材は、前記嵌合凸部の軸方向からみた前記凹部
のすりわりの方向が、前記案内部の長手方向と非平行に配置されていることを特徴とする
遊技機Ａ４。
【０１８１】
　遊技機Ａ４によれば、案内部補強部材は、嵌合凸部の軸方向からみた凹部のすりわりの
方向が案内部の長手方向と非平行に配置されているので、帯状の案内部の案内面に沿って
遊技領域へ向けて進行する遊技球によって案内面が反対面側に押されたときに、嵌合凸部
を弾性変形し難くできる。これにより、案内部が傾動することを抑制できる。その結果、
遊技機Ａ３の奏する効果に加え、遊技領域へ案内される遊技球の軌道や飛距離をさらに安
定させることができる効果がある。
【０１８２】
　即ち、嵌合凸部は、すりわりの方向と平行な荷重によって弾性変形し難く、すりわりの
方向と直交する荷重によって弾性変形し易い。そのため、嵌合凸部のすりわりの方向を案
内部の長手方向と平行となるように案内部補強部材を配置すれば、案内部の案内面が反対
面側に押されたときには、嵌合凸部の弾性変形により案内部が傾動し易い。これに対し、
嵌合凸部のすりわりの方向を案内部の長手方向と非平行となるように案内部補強部材を配
置すれば、案内部の案内面が反対面側に押されたときに嵌合凸部を弾性変形し難くできる
。これにより、案内部を案内面の反対面側に傾動し難くできる。
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【０１８３】
　遊技機Ａ１からＡ４のいずれかにおいて、前記案内部補強部材は、前記反対面側突設部
と対峙して前記案内部の案内面側に配設されると共に前記案内面に接触する案内面側突設
部を備え、その案内面側突設部は、前記反対面側突設部の高さより低く設定されているこ
とを特徴とする遊技機Ａ５。
【０１８４】
　遊技機Ａ５によれば、反対面側突設部と対峙して案内部の案内面側に配設される案内面
側突設部が案内部の案内面に接触するので、反対面側突設部および案内面側突設部の間に
案内部が保持される。案内部補強部材により案内面および反対面の両方から案内部が保持
されるので、遊技機Ａ１からＡ４のいずれかの奏する効果に加え、案内部の傾動を確実に
防止できる。その結果、遊技領域へ案内される遊技球の軌道や飛距離をさらに安定させる
ことができる効果がある。
【０１８５】
　また、案内部の案内面側に配設される案内面側突設部は、反対面側突設部の高さより低
く設定されているので、案内面に沿う遊技球の進行を案内面側突設部が妨害しないように
できる。案内面側突設部に遊技球が干渉すると、遊技球の運動エネルギーの損失が生じ遊
技領域へ案内される遊技球の飛距離が不安定になるところ、これを防止できるので、遊技
領域へ案内される遊技球の飛距離が不安定になることを防止できる。
【０１８６】
　遊技機Ａ１からＡ５のいずれかにおいて、前記反対面側突設部は、頂部から前記嵌合凸
部側へ向かって下降傾斜する傾斜部と、その傾斜部に連設されると共に前記案内部の反対
面と対面しつつ前記反対面の少なくとも一部が接触する接触部とを備えていることを特徴
とする遊技機Ａ６。
【０１８７】
　遊技機Ａ６によれば、案内部補強部材および案内部を遊技盤の盤面に配置する場合には
、まず、案内部補強部材の嵌合凸部を遊技盤の孔部に挿入する。次いで、案内部補強部材
の接触部に反対面が対面するように、反対面側突設部の傾斜部に沿わせて案内部を配置す
る。傾斜部は頂部から嵌合凸部側へ向かって下降傾斜しており、接触部は傾斜部に連設さ
れているので、傾斜部に沿って、案内部をスムーズに接触部へ配置させることができる。
これにより、遊技盤Ａ１からＡ５のいずれかの奏する効果に加え、案内部を遊技盤の盤面
にスムーズに配置させることができ、案内部を盤面へ配置する配置作業の作業性を向上で
きる効果がある。
【０１８８】
　遊技機Ａ１からＡ６のいずれかにおいて、前記遊技盤は、前記遊技領域の背面側に位置
し盤面に釘が植設される肉厚部と、その肉厚部に連設されると共に前記肉厚部より厚さが
小さく設定される肉薄部と、その肉薄部の外周縁から背面側に立設される外周縁補強リブ
と、前記肉薄部の所定部から背面側に突出して連成される突出部とを備え、前記孔部は、
前記肉薄部および前記突出部に貫通形成されていることを特徴とする遊技機Ａ７。
【０１８９】
　遊技機Ａ７によれば、遊技盤は遊技領域の背面側に位置する肉厚部の盤面に釘が植設さ
れるので、釘の打ち込み深さを確保することで釘の保持力を確保できる。また、肉厚部よ
り厚さが小さく設定される肉薄部が肉厚部に連設されるので、肉薄部を設けない遊技盤（
肉厚部の厚さで一様に形成される遊技盤）と比較して、遊技盤を軽量化できる。さらに、
肉薄部の外周縁から背面側に外周縁補強リブが立設されているので、肉薄部の剛性を確保
できる。これにより、剛性を確保しつつ遊技盤を軽量化できると共に、盤面に植設される
釘の保持力を高めることができる。
【０１９０】
　また、肉薄部の所定部から背面側に突出して突出部が連成され、肉薄部および突出部に
孔部が貫通形成されているので、孔部に嵌合される嵌合凸部の嵌合深さを確保できる。孔
部に嵌合される嵌合凸部の嵌合深さが大きくなるにつれ、孔部に嵌合された嵌合凸部が軸
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方向と直交する方向に揺動し難くなる傾向がみられるので、孔部に嵌合される嵌合凸部の
嵌合深さを確保することで、遊技盤に固定された案内部補強部材を揺動し難くできる。遊
技盤に固定された案内部補強部材を揺動し難くすることで、遊技球を遊技領域に案内する
案内部の傾動を抑制できるので、遊技領域へ案内される遊技球の軌道や飛距離をさらに安
定させることができる。
【０１９１】
　また、肉薄部の所定部から背面側に突出して突出部を連成し、その突出部および肉薄部
に孔部を貫通形成するので、孔部を形成するために肉厚部の面積を広げることを不要にで
きる。肉薄部に連成される突出部（孔部を除く）の分だけ遊技盤の質量が増加するが、肉
厚部の面積を広げる必要がないので、遊技盤の質量の増加を抑えることができる。さらに
、孔部が貫通形成された突出部は孔部の周囲の肉薄部の剛性を高めるリブの機能を発揮す
るので、孔部の周囲の肉薄部の剛性を確保できる。
【０１９２】
　以上のように遊技機Ａ７によれば、遊技機Ａ１からＡ６のいずれかの奏する効果に加え
、遊技盤の剛性を確保しつつ遊技盤を軽量化できると共に、盤面に植設される釘の保持力
を高められることに加え、遊技領域へ案内される遊技球の軌道や飛距離をさらに安定させ
ることができる効果がある。
【０１９３】
　遊技球が流下する遊技領域を形成する合成樹脂製の遊技盤と、その遊技盤の厚さ方向に
貫通形成されると共に前記遊技盤の外周縁の一部が開放される開口部と、その開口部に配
置される構造物とを備え、その構造物は、遊技球の動きに干渉する部材または遊技球が通
過する部材もしくは遊技の告知や演出に用いられる部材を備えていることを特徴とする遊
技機Ｂ１。
【０１９４】
　遊技機Ｂ１によれば、遊技球が流下する遊技領域が合成樹脂製の遊技盤により形成され
、その遊技盤の厚さ方向に開口部が貫通形成される。その開口部は遊技盤の外周縁の一部
が開放され、開口部に、遊技球の動きに干渉する部材または遊技球が通過する部材もしく
は遊技の告知や演出に用いられる部材としての構造物が配置される。これにより、構造物
を、遊技盤の制約を受け難く配置できる。その結果、遊技の演出の自由度を向上でき、遊
技の興趣を大いに高めることができる効果がある。
【０１９５】
　即ち、従来よりこの種の遊技機として、遊技領域に対して遊技球が発射され、遊技領域
内の各種入賞口に遊技球が入賞されるとそれに伴い所定個数の遊技球が払い出されるパチ
ンコ機がある。パチンコ機では、例えば、遊技領域の中央部には液晶表示装置等の図柄表
示ユニットが配置され、その図柄変動ユニットにより複数列の図柄が変動表示される。所
定の入賞口（始動入賞口）への入賞をトリガとして図柄表示ユニットによる図柄の変動表
示が開始され、その後、所定の変動パターンによる変動表示を経て図柄の変動表示が停止
される。停止した図柄が確定した際、その図柄の組み合せが予め設定された所定の組み合
せであれば、特別遊技状態（大当たり状態）に移行し多量の遊技球が払い出される。
【０１９６】
　また近年では、遊技の興趣を高めるべく、液晶表示装置の表示画面に表示される表示内
容を複雑なものにしたり、表示画面を大型化して表示画像の迫力を向上させたりする等、
図柄表示に関して様々な工夫が施されている。しかし、図柄表示に関して様々な工夫を施
しても、遊技者に与える印象は似かよったものになりがちである。遊技者の興味を引くた
めには、新たな構造を採用してその構造による新たな演出が必要である。
【０１９７】
　しかしながら、表示装置や役物等の部品を遊技盤の盤面に取着する従来の構造では、奥
行き方向の広がりが乏しいので、似かよった演出が採用され易い。また、従来の木製の合
板（ベニヤ）で作成される遊技盤では、加工性や機械的強度を考慮すると、新たな構造を
採用し難い。
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【０１９８】
　これに対し、遊技機Ｂ１によれば、周縁部の一部が開放する開口部が形成された合成樹
脂製の遊技盤を使用することにより、遊技盤の制約を受け難い構造物の配置を採用するこ
とができる。その結果、遊技の演出の自由度を向上できる。これにより、遊技の興趣を大
いに高めることができる効果がある。
【０１９９】
　遊技機Ｂ１において、前記開口部に設置されると共に図柄を変動表示する表示部を有す
る図柄表示装置を備え、前記構造物は、前記図柄表示装置の周辺に配置されることを特徴
とする遊技機Ｂ２。
【０２００】
　遊技機Ｂ２によれば、開口部の空間を利用して、図柄を変動表示する表示部を有する図
柄表示装置が設置され、図柄表示装置の周辺に構造物が配置される。遊技機Ｂ１の奏する
効果に加え、図柄表示装置の平面的な図柄演出のみならず、構造物により多様な演出を実
現することができる効果がある。
【０２０１】
　遊技機Ｂ１又はＢ２において、前記構造物は、少なくとも一部が可動する飾り部を備え
るものであり、その飾り部は、移動可能に構成される可動演出部材と、その可動演出部材
の前面側または背面側に配置されると共に前記可動演出部材を動作させる駆動部とを備え
ていることを特徴とする遊技機Ｂ３。
【０２０２】
　遊技機Ｂ３によれば、可動演出部材が移動可能に構成され、その可動演出部材の前面側
または背面側に配置される駆動部により可動演出部材が動作される。遊技盤の厚さ方向の
空間を利用して可動演出部材の駆動部が配置されるので、遊技機という限られた空間にお
いて駆動部を配置するスペースを有効活用できる効果がある。その結果、遊技機Ｂ１又は
Ｂ２の奏する効果に加え、遊技盤に対面して遊技を行う遊技者に視認される可動演出部材
の設計の自由度を向上でき、多彩な演出を実現することができる効果がある。
【０２０３】
　遊技機Ｂ１からＢ３のいずれかにおいて、前記遊技盤および前記構造物の背面側に配置
されると共に前記遊技盤および前記構造物に向けて光を照射可能な発光部を備え、前記遊
技盤および前記構造物の少なくとも一部が透光性を有し前記発光部により照射される光を
視認可能に構成されていることを特徴とする遊技機Ｂ４。
【０２０４】
　遊技機Ｂ４によれば、遊技盤および構造物の背面側に配置される発光部により遊技盤お
よび構造物に光が照射される。遊技盤および構造物の少なくとも一部が透光性を有し、発
光部により照射される光を視認可能に構成されているので、遊技機Ｂ１からＢ３のいずれ
かの奏する効果に加え、遊技盤および構造物による演出効果を向上できる効果がある。
【０２０５】
　遊技機Ｂ４において、前記遊技盤は、前記開口部の周縁の所定部に前記構造物と連結さ
れる連結部を備え、その連結部は、前記発光部により照射される光を散乱させる光散乱部
を備えていることを特徴とする遊技機Ｂ５。
【０２０６】
　遊技機Ｂ５によれば、開口部の周縁の所定部に構造物と連結される連結部を設け、その
連結部に照射される光は、光散乱部により散乱する。これにより、遊技機Ｂ４の奏する効
果に加え、光散乱部により散乱される光によって遊技盤と構造物との継ぎ目部分（連結部
）を視認し難くできると共に、遊技盤と構造物との継ぎ目部分（連結部）の演出効果を向
上できる。
　＜その他＞
　＜手段＞
　この目的を達成するために、技術的思想１記載の遊技機は、遊技球を発射する遊技球発
射装置と、その遊技球発射装置により発射される遊技球が流下する遊技領域を形成する合
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成樹脂製の遊技盤と、その遊技盤の盤面に配置され前記遊技球発射装置により発射された
遊技球を案内面に沿って前記遊技領域に案内する帯状の案内部とを備えるものにおいて、
前記遊技盤の盤面に固定される案内部補強部材を備え、その案内部補強部材は、前記遊技
盤の盤面に窪み状に形成された孔部に嵌合する嵌合凸部と、その嵌合凸部の基端側から突
設されると共に前記案内部の案内面の反対面側に接触する反対面側突設部とを備えている
。
　技術的思想２記載の遊技機は、技術的思想１記載の遊技機において、前記嵌合凸部は、
外周面の一部が窪み状に形成された凹部を備えている。
　技術的思想３記載の遊技機は、技術的思想１又は２に記載の遊技機において、前記凹部
は、前記嵌合凸部の先端から基端に向けてすりわり状に形成されている。
　技術的思想４記載の遊技機は、技術的思想３記載の遊技機において、前記案内部補強部
材は、前記嵌合凸部の軸方向からみた前記凹部のすりわりの方向が、前記案内部の長手方
向と非平行に配置されている。
　技術的思想５記載の遊技機は、技術的思想１から４のいずれかに記載の遊技機において
、前記遊技盤は、前記遊技領域の背面側に位置し盤面に釘が植設される肉厚部と、その肉
厚部に連設されると共に前記肉厚部より厚さが小さく設定される肉薄部と、その肉薄部の
外周縁から背面側に立設される外周縁補強リブと、前記肉薄部の所定部から背面側に突出
して連成される突出部とを備え、前記孔部は、前記肉薄部および前記突出部に貫通形成さ
れている。
　＜効果＞
　本技術的思想によれば、遊技領域へ案内される遊技球の軌道や飛距離を安定させること
ができる効果がある。
【符号の説明】
【０２０７】
　１，２０１，３０１，４０１　パチンコ機（遊技機）
　２１　　　　　　　　　　　　遊技球発射装置
　３０，１３０，２１０　　　　遊技盤
　３１　　　　　　　　　　　　外レール部（案内部）
　３１ｃ　　　　　　　　　　　案内面
　５０，８０，９０　　　　　　案内部補強部材
　５２　　　　　　　　　　　　反対面側突設部
　５５，８５，９５　　　　　　嵌合凸部
　５６，８６，９６　　　　　　凹部
　６９　　　　　　　　　　　　孔部
　６９ａ　　　　　　　　　　　突出部
　７０　　　　　　　　　　　　肉厚部
　７２　　　　　　　　　　　　肉薄部
　７３　　　　　　　　　　　　外周壁補強リブ
　ＰＥ　　　　　　　　　　　　遊技領域
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